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議事日程 

 第１ 

  令和６年度施政方針 

 第２ 

  議案第１号 川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第２号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第３号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第５号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第６号 川崎市コミュニティセンター条例の制定について 

  議案第７号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動

法人を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第８号 川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

  議案第９号 川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例の一部

を改正する条例の制定について 

  議案第10号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第11号 川崎市女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定につ

いて 

  議案第12号 川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第13号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

  議案第14号 川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第15号 川崎市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第16号 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第17号 川崎市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第18号 川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

  議案第19号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

  議案第20号 川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

等の一部を改正する条例の制定について 

  議案第21号 川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第22号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第23号 川崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第24号 川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

  議案第25号 包括外部監査契約の締結について 

  議案第26号 労働会館改修工事請負契約の締結について 
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  議案第27号 労働会館改修電気設備工事請負契約の締結について 

  議案第28号 労働会館改修空気調和設備その他工事請負契約の締結について 

  議案第29号 川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  議案第30号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について 

  議案第31号 神奈川県道高速横浜羽田空港線等に関する事業の変更の同意について 

  議案第32号 市道路線の認定及び廃止について 

  議案第33号 川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業の契約の締結について 

  議案第34号 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 

  議案第35号 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 

  議案第36号 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 

  議案第37号 訴訟上の和解について 

  議案第38号 令和６年度川崎市一般会計予算 

  議案第39号 令和６年度川崎市競輪事業特別会計予算 

  議案第40号 令和６年度川崎市卸売市場事業特別会計予算 

  議案第41号 令和６年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第42号 令和６年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

  議案第43号 令和６年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 

  議案第44号 令和６年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算 

  議案第45号 令和６年度川崎市介護保険事業特別会計予算 

  議案第46号 令和６年度川崎市港湾整備事業特別会計予算 

  議案第47号 令和６年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算 

  議案第48号 令和６年度川崎市墓地整備事業特別会計予算 

  議案第49号 令和６年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算 

  議案第50号 令和６年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計予算 

  議案第51号 令和６年度川崎市公債管理特別会計予算 

  議案第52号 令和６年度川崎市病院事業会計予算 

  議案第53号 令和６年度川崎市下水道事業会計予算 

  議案第54号 令和６年度川崎市水道事業会計予算 

  議案第55号 令和６年度川崎市工業用水道事業会計予算 

  議案第56号 令和６年度川崎市自動車運送事業会計予算 

  議案第58号 令和５年度川崎市一般会計補正予算 

  議案第59号 令和５年度川崎市競輪事業特別会計補正予算 

  議案第60号 令和５年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算 

  議案第61号 令和５年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算 

  議案第62号 令和５年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算 

  議案第63号 令和５年度川崎市墓地整備事業特別会計補正予算 

  議案第64号 令和５年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計補正予算 

  議案第65号 令和５年度川崎市下水道事業会計補正予算 

  報告第１号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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付議事件 

 議事日程のとおり 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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出席議員 （58人） 

 １番  重 冨 達 也 

 ２番  飯 田   満 

 ３番  三 宅 隆 介 

 ４番  嶋   凌 汰 

 ５番  井 土 清 貴 

 ６番  田 倉 俊 輔 

 ７番  枝 川   舞 

 ８番  柳 沢   優 

 ９番  加 藤 孝 明 

 10番  山 田 瑛 理 

 11番  月 本 琢 也 

 12番  吉 沢 章 子 

 13番  齋 藤   温 

 14番  小 堀 祥 子 

 15番  那須野 純 花 

 16番  高 戸 友 子 

 17番  三 浦 恵 美 

 19番  長谷川 智 一 

 20番  嶋 田 和 明 

 21番  工 藤 礼 子 

 22番  浦 田 大 輔 

 23番  平 山 浩 二 

 24番  上 原 正 裕 

 25番  各 務 雅 彦 

 26番  本 間 賢次郎 

 27番  矢 沢 孝 雄 

 28番  末 永   直 

 29番  市 古 次 郎 

 30番  後 藤 真左美 

 31番  渡 辺   学 

 32番  岩 田 英 高 

 33番  仁 平 克 枝 

 34番  鈴 木 朋 子 

 35番  林   敏 夫 

 36番  押 本 吉 司 

 37番  春   孝 明 

 38番  川 島 雅 裕 

 39番  河 野 ゆかり 

 40番  野 田 雅 之 

 41番  原   典 之 

 42番  青 木 功 雄 

 43番  橋 本   勝 

 44番  山 崎 直 史 

 45番  宗 田 裕 之 

 46番  井 口 真 美 

 47番  石 川 建 二 

 48番  木 庭 理香子 

 50番  岩 隈 千 尋 

 51番  織 田 勝 久 

 52番  雨 笠 裕 治 

 53番  田 村 伸一郎 

 54番  浜 田 昌 利 

 55番  かわの 忠 正 

 56番  松 原 成 文 

 57番  石 田 康 博 

 58番  浅 野 文 直 

 59番  大 島   明 

 60番  嶋 崎 嘉 夫 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

欠席議員 （２人） 

 18番  高 橋 美 里 

 49番  堀 添   健 
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出席説明員 

 市  長      福 田 紀 彦 

 副 市 長      伊 藤   弘 

 副 市 長      加 藤 順 一 

 副 市 長      藤 倉 茂 起 

 上下水道事業管理者 大 澤 太 郎 

 病院事業管理者   金 井 歲 雄 

 教 育 長      小田嶋   満 

 総務企画局長    中 川 耕 二 

 財政局長      白 鳥 滋 之 

 市民文化局長    中 村   茂 

 経済労働局長    久 万 竜 司 

 環境局長      三田村 有 也 

 健康福祉局長    石 渡 一 城 

 こども未来局長   阿 部 浩 二 

 まちづくり局長   藤 原   徹 

 建設緑政局長    福 田 賢 一 

 港湾局長      磯 田 博 和 

 臨海部国際戦略本部長 

           玉 井 一 彦 

 危機管理監     飯 塚   豊 

 川崎区長      中 山 健 一 

 幸 区 長      赤 坂 慎 一 

 中原区長      板 橋 茂 夫 

 高津区長      高 橋 友 弘 

 宮前区長      南   昭 子 

 多摩区長      藤 井 智 弘 

 麻生区長      山 本 奈保美 

 会計管理者     柴 田 一 雄 

 交通局長      中 上 一 夫 

 病院局長      森   有 作 

 消防局長      原 田 俊 一 

 市民オンブズマン事務局長 

           相 澤 照 代 

 教育次長      池之上 健 一 

 市選挙管理委員会委員長 

           山 田 益 男 

 選挙管理委員会事務局長 

           田 中 眞 一 

 代表監査委員    大 村 研 一 

 監査事務局長    大 畑 達 也 

 人事委員会委員長  瀧 峠 雅 介 

 人事委員会事務局長 佐 川 道 夫 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

出席議会局職員 

 局  長      渡 邉 光 俊 

 総務部長      石 塚 秀 和 

 議事調査部長    小 泉 幸 弘 

 庶務課長      若 林   智 

 議事課長      大 磯 慶 記 

 政策調査課長    渡 邉 岳 士 

 議事係長      柴 田 貴 経 

 議事課担当係長   蟬 川 千 代 

 議事課担当係長   田 村 健太郎 

 外関係職員 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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                午前10時０分開議 

   〔局長「ただいまの出席議員議長とも58人」と報告〕 

○議長 青木功雄 休会前に引き続き、会議を開きます。 

          －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長 青木功雄 本日の議事日程を報告いたします。本日の議事日程は、お手元の議事

日程第３号のとおりであります。（資料編＊ページ参照） 

          －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長 青木功雄 これより日程に従い、本日の議事を進めたいと思いますが、その前に

御報告を申し上げます。 

 去る１月１日に発生した能登半島地震に関し、北信越市議会議長会が開設している災害

義援金口座に、川崎市議会として、全議員の御協力による義援金をお送りいたしましたの

で、御報告申し上げます。 

          －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長 青木功雄 それでは日程に従い、本日の議事を進めます。 

          －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長 青木功雄 日程第１及び日程第２の各案件を一括して議題といたします。 

 直ちに、各会派の代表質問を行います。自民党代表から発言を願います。41番、原典之

議員。 

   〔原 典之登壇、拍手〕 

○41番 原 典之 おはようございます。私は、自由民主党川崎市議会議員団を代表して、

令和６年第１回定例会に提出された諸議案並びに市政一般について質問します。 

 質問に先立ち、元日に起きました能登半島地震に対しまして、お亡くなりになられた方々

に御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。いま

だ家族のもとに帰れない不明者や、避難所で大変な御苦労の中で生活されていらっしゃる

方々をおもんぱかると悲痛の念に堪えません。全国より自衛隊、消防隊、警察隊が応援に

行く中、本市でも消防局、上下水道局、危機管理本部をはじめ、職員延べ2,600人を超える

全庁挙げての支援に加え、多くの市内企業団体の御協力にも心から敬意を表しますととも

に、一日でも早い復旧・復興ができますことを切に願います。また、全国から多くのボラ

ンティアの方々が被災地での支援活動に従事される姿を見ておりますと、我々日本人の深

い絆を改めて感じ、災害など、いざというときには御近所や地域のコミュニティがいかに

大切かを痛感したところであります。これからも地域のつながりの大切さや、困ったとき

はお互いさまという互助の精神を大切にするとともに、町内会・自治会をはじめとした地

域活動のさらなる活性化を図っていかなければならないと改めて認識した次第です。 

 さて、昨年11月に開庁いたしました新本庁舎でありますが、今月上旬には各部局の移転

も終え、本庁舎に機能が集約され、災害対策活動の中枢拠点として、また、地球環境にも

優しく、多くの市民の方々が来庁しやすい親しみのある庁舎としてスタートいたしました。

私たち市議会も、本議場はじめ、より市民の皆様に開かれ、そして効率的な議会運営を目

指し、行政と共に邁進してまいりたい所存であります。 

 いよいよ今年は市制100周年の記念の年を迎えました。大正13年、人口５万人から始まっ

た本市でありますが、本年１月１日現在では人口154万人と大都市へと成長しました。関東
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大震災や、さきの大戦、また近年ではコロナ感染症など、これまで多くの困難を乗り越え、

多くの先人が今日の大都市川崎を築き上げてくれました。その大都市川崎を100年後の未来

に向けて、誰もが笑顔で暮らすことのできる安心・安全のまちとなるよう、さらなる発展

を目指していくことこそが我々の使命と再認識し、令和６年度予算の審査に当たり、以下

順次質問をしてまいります。 

 初めに、市制100周年記念事業について伺います。いよいよ開催の年を迎え、事業に大き

な期待が寄せられています。この間の取組により、100年の節目との認識こそ広く浸透した

ものの、次の段階として、オール川崎として事業への参画や協力へ意欲を駆り立てる取組

が求められます。市民の皆様の中には、行政との関わりの薄くとも類いまれなる実績を有

する団体等もあります。モデルアイゼンバーンクラブなどはその典型とも言えます。市内

に埋もれた人材や隠れた団体を掘り起こし、記念事業への参画に結びつける具体的な方策

について見解を伺います。 

 次に、全国都市緑化かわさきフェアの取組について伺います。植物調達においては、市

民育成の花苗を含めた多種多様な植物を会期に合わせて計画的に納入、現地での施工、維

持管理を適正に実行する体制をしき、加えて協議会をつくり、参加団体それぞれの強みを

生かした体制を構築するとのことです。実行委員会から委託されて、植物監理者が協議会

に助言と確認をする仕組みですが、植物監理者の人選や調達状況の確認等、どのような助

言、確認を行うのか伺います。また、川崎市造園建設業協同組合を通じた市場からの植物

調達数、ＪＡセレサ川崎を通じた市内産の植物調達数、川崎市公園緑地協会を通じた市民

との協働による花苗数をそれぞれ伺います。スケジュールについても伺います。 

 次に、公文書等の押印の見直しについて伺います。本市において、行政手続における押

印の見直しが進められてまいりましたが、現在の進捗状況を伺います。対象数と達成状況、

いまだ廃止に至らない理由と今後の見通し、利用者の声を伺います。また、押印の廃止を

求める背景には、流通する印鑑が本人確認の役割を果たしていないということが挙げられ

ます。廃止後における本人確認が適正に行われるのか伺います。また、押印廃止の必要性

に目が奪われがちですが、目指すべきは利用者の負担軽減であり、押印廃止はあくまでも

一つの施策にすぎません。記入欄の簡素化、申請手法の改善等はどこまで進んでいるのか、

今後の対応を含めて伺います。 

 次に、令和６年度川崎市予算案について伺います。一般会計当初予算は8,712億円が計上

され、前年度比で２年ぶりの増、市税収入は３年連続の増で過去最大となりました。令和

４年３月に改定された今後の財政運営の基本的な考え方では、効率的、効果的な事業執行

の推進、税源涵養に向けた取組の推進、財源確保に向けた取組の推進、将来負担の抑制、

収支フレームに沿った財政運営の５つの基本的な考え方が示されていますが、これまでの

検証と令和６年度予算における評価について市長に伺います。 

 収支フレームでは、僅か２年で37億円のずれが生じました。令和８年度に収支不足の解

消を見込んでいますが、今後どのようにして実現していくのかについて伺います。また、

令和９年度からの５年間の収支見通しも視野に置きながら財政運営を行うとのことです

が、どのような収支見通しを視野に置いて予算編成を行ったのか伺います。市債発行によ

る将来負担を明確にするため、今後15年間の市債発行額、市債残高、公債費の推移が示さ

れています。市債残高及び減債基金積立金を控除した実質的な市債残高は、令和11年度を
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ピークに令和13年度以降は横ばいと見込まれています。令和７年度以降の市債発行額は、

収支フレームを基本に、収支変動要因を加えて一定の条件の下で試算したとのことですが、

どのような条件で試算するとこのような見込みになるのか、この推計を踏まえ、今後どの

ように財政運営を行っていくのか伺います。先日、総務省より公表された家計調査では、

2023年は１世帯当たりの食料への支出は過去最高になったものの、物価水準の影響を除い

た実質増減率は４年連続で減少しています。物価上昇が続いている中で所得を増やし、家

計の底上げや消費、購買による経済の活性化に、国、地方と一体となって取り組んでいく

ことが必要です。市内の現状認識と来年度予算への反映、国への働きかけについて伺いま

す。 

 来年度予算でも多くの自治体が、子ども・子育て支援策を盛り込んでいます。国におい

ては、地方財政計画の増額が行われ、こども・子育て支援事業債の創設や普通交付税の基

準財政需要額の費目として、こども子育て費の創設なども検討されているようですが、国

の動向と、本市施策推進への影響について伺います。 

 また、国庫補助金・負担金の活用、市独自の財源確保など可能な方策を検討し、地域の

実情に応じた、どこよりも住みやすく子育てしやすいまちを醸成するべきです。子ども・

子育て施策は、まさに100年、その先を見据えた取組が必要であり、今がなければ100年先

はありません。市民が望む子ども・子育て支援と、本市の実情に応じた施策推進について、

市長の認識と対応を伺います。 

 企業会計については、交通事業会計、病院事業会計が赤字予算となっています。地方公

営企業は独立採算が基本とはいえ、民間が行わない不採算な事業を行うなど、セーフティ

ネットの役割を果たします。光熱水費、燃料費の値上げの影響もあり、厳しい経営状況に

あります。収支フレームでは、企業会計への繰出金も見込んでいますが、資金不足、恒常

的な赤字が見込まれる場合の対応について伺います。 

 ふるさと納税についてですが、令和６年度予算では17億円の寄附の受入れを見込む一方

で、142億円と過去最大の市税の減収を見込んでいます。公表されている予算の説明資料で

は、身近な施策の財政負担の状況として、ごみの収集や焼却、資源物のリサイクル費用に

かかる経費などで年間150億円かかるとの掲載はありますが、ふるさと納税の説明には、減

収規模などイメージできる記載がありません。昨年も我が会派の代表質問で、市民一人一

人に現状認識と本市の様々な取組を理解してもらうことが重要と指摘させていただきまし

たが、市民がふるさと納税による減収についても身近なこととして理解し、行動できるよ

う、創意工夫の上、周知していくべきと考えますが、取組について伺います。制度上、不

利益が生じている東京都、横浜市などとも連携し国に要望していくべきと考えますが、見

解と対応を伺います。また、ふるさと納税による市税流出を防ぐだけでなく、寄附や他自

治体からのふるさと納税を拡大すべきと考えます。４月から担当職員を１名増員し、３名

体制となるよう調整を進めているようですが、その目的と取組について伺います。 

 次に、川崎市中央卸売市場北部市場の再編整備について伺います。首都中枢機能への影

響が懸念される首都直下地震を含め、いつ発生してもおかしくない状況にある大規模災害

への対策は喫緊の課題です。北部市場は県から広域物資輸送拠点として指定されており、

県下５施設しか指定されていない広域物資輸送拠点の中でも最大の敷地面積を有し、大規

模災害時に非常に大きな役割を担う施設となっています。同時に、市として災害時の地域
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内輸送拠点に指定している施設でもあります。災害時、県下で最大のハブ機能としての役

割を担う北部市場においては、県と本市との連携は不可欠です。大規模災害時における北

部市場の受援訓練等はどの程度実施しているのか伺います。あわせて、そこで見えてきて

いる課題と、場内事業者とも連携した訓練を実施しているのか伺います。大規模災害時、

北部市場にはどの程度の物資が集まるのか、その際、どの程度の面積を占有するのか伺い

ます。再編整備は、市場営業を止めることなく、ローリング工事を前提として長期間にわ

たって整備が行われます。整備期間中における大規模災害時の対応を伺います。再編整備

後は、市場機能連携エリアを支援物資の集積拠点とする計画が示されています。いつ発生

するか分からない大規模災害に対し、支援物資の保管で必要となる面積をどのように確保

しながら市場機能連携エリアの施設計画を検討していくのか、見解を伺います。 

 次に、都市農業施策について伺います。次年度予算案における農業費は総額２億842万円

となっており、一部予算増がある一方で、それ以外の各種事業については全体的に減少し

ており、結果として、昨年度比較335万円の減となっています。予算増となる事業について、

その内容を伺います。議会でも取り上げられ、行政としても重要な課題と認識している農

産物の窃盗対策等、生産者から寄せられている課題に対して十分な予算措置がされない理

由を伺います。我が会派が継続して取り上げている多摩川梨をはじめとした剪定枝処分の

課題に関しては、直近で生産者への聞き取りを実施しているとのことです。取組状況及び

聞き取り結果を伺います。また、剪定枝の課題に対して、ＪＡセレサ川崎では、処分に困

っている生産者と多摩川バーベキュー場をマッチングさせ、剪定枝の有効活用を進めてい

ると伺っていますが、内容について伺います。こうした循環型の取組は市としてもできる

限り支援すべきであり、剪定枝の活用先を全市的に積極的にあっせんし、マッチングして

いく必要があります。見解と今後の取組を伺います。 

 令和４年に指定から30年が経過する生産緑地への対策として、解除が見込まれる生産緑

地所有者に対するＪＡセレサ川崎との情報共有に基づく個別対応等、積極的な特定生産緑

地への移行を推進しています。生産緑地全体の現状、特定生産緑地への移行申出状況等に

ついて伺います。現行の農業振興計画策定以降、毎年実施してきた都市農業活性化連携フ

ォーラムについて、その目的、これまでの成果、今後の取組を伺います。あわせて、本事

業については現行の農業振興計画から位置づけられた都市農業振興施策における柱の一つ

ですが、年々事業予算が減額されている状況です。その理由を伺います。相互が有する資

源を活用し、様々な農業振興施策をより効果的、効率的に推進することを目的にし、本市

とＪＡセレサ川崎との間で人事交流を実施しています。成果が出るには時間がかかる取組

ですが、本市の都市農業振興においては大切な取組です。次年度以降における取組を伺い

ます。 

 次に、障害者等雇用・就労支援出張キャラバン隊について伺います。来年度以降、段階

的に障害者の法定雇用率が引き上げられます。これに伴い、経済労働局と健康福祉局が連

携し、障害者雇用に関する様々な悩みを持つ企業を訪問し、業務の切り出しや職場実習、

定着支援など、ワンストップで対応する障害者等雇用・就労支援出張キャラバン隊が発足

しました。段階的に引き上げられる法定雇用率の今後の推移について伺います。また、本

市職員の障害者雇用率と市内業者の雇用率達成状況についても伺います。加えて、達成で

きていない企業に対する罰則についても伺います。企業訪問やワンストップサービスのほ
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かには、どのような支援を行っているのか伺います。また、就労されている方々の障害特

性と就労に対する課題について伺います。現在、北部斎苑及び南部斎苑にて、使用済みの

ろうそくを回収し、お寺のお塔婆等と組み合わせて着火剤の製作を就労支援団体にお願い

しているとのことですが、販路に苦労しているとも伺っています。働く環境だけでなく、

こうした販路確保にも努めるべきと考えますが、見解を伺います。 

 次に、新川崎・創造のもりの機能更新に関する基本的な考え方案について伺います。昨

年８月に締結された慶應義塾大学との協力・連携協定を基盤とし、本市が目指す量子イノ

ベーションパークと同大学が目指す最先端研究開発拠点の実現に向けて、今年度中に基本

的な考え方を策定するものです。Ｋ２タウンキャンパスは、開設当初、暫定的な利用計画

でしたが、この機能更新では次の100年を見据え、当地区を我が国の経済を牽引する拠点へ

とさらに発展させることを目指しております。本日までの期間でパブリックコメントが実

施されていますが、関係機関や関心のある方からしか意見が集まらないことが懸念されま

す。地域に開かれた憩いの空間を目指すのであれば地域住民の方々の意見が重要となりま

すが、近隣町内会等に事前説明はされたのか伺います。 

 次に、新川崎マッチング展について伺います。新川崎地区は、様々な企業や大学が立地

する研究開発拠点であり、集積する最先端技術を活用し、新たな産業、市場を生み出すた

め新川崎マッチング展が開催されました。令和４年に初開催された当企画も２回目の開催

となり、展示、講演、商談会に加え、今回は交流会も開催されましたが、参加された企業

等の数とマッチングの実績、寄せられた評価について伺います。当地区が我が国の経済を

牽引する拠点へと成長するためには、世界的な企業や優秀な人材をさらに誘致する必要が

あり、当企画は認知度の向上にも寄与する機会です。定期開催に向けた見解を伺います。

当日は、海外進出に向けた技術や知的財産の流出保護に関する３講演が行われました。新

川崎地区では、地方自治体として前例のない経済安全保障の検討が進められているとのこ

とですが、検討状況について伺います。 

 次に、キングスカイフロント殿町プロジェクトについて伺います。完成により、今後、

立地と、様々な優遇制度を最大限に活用したオープンイノベーション拠点として、我が国

の成長戦略の一翼を担うこと等が期待されます。大和ハウス工業との連携により平成26年

６月に開発が始まり、約９年半という年月を経てまち開きに至りました。この間において、

当プロジェクトにおける変更点があれば伺います。無電柱化等、今後の整備予定について

も伺います。 

 次に、令和６年能登半島地震の支援状況について伺います。震災翌日の緊急消防援助隊

の派遣をはじめ、応急給水支援やＤＭＡＴ隊の派遣等、全庁を挙げて迅速な人的・物的支

援を実施しておりますが、これまでの支援状況と現在の依頼状況、国や他の地方自治体と

の連携状況を伺います。あわせて、本市在住の方の被災状況と支援状況について伺います。

余震が続き、食事や休憩所の課題もある中、派遣職員の安全と健康をどのように確保され

ているのか伺います。また、被災者受入れも行っていますが、現状について伺います。 

 １月４日には市内中小企業向け特別相談窓口を設置しましたが、受付状況とその内容に

ついて伺います。 

 関連して、２月13日からは木造住宅の耐震無料相談会のお知らせを開始しましたが、現

在の受付状況を伺います。 
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 次に、保育所等の利用における多子世帯支援に向けた取組について伺います。少子化が

課題となる昨今、本市は子育て世代が多く在住するまちとして、近隣自治体にも増して出

産や子育てが安心してできる環境づくり、施策の充実を図っていかなければなりません。

来年度から、認可保育所等におけるきょうだいの年齢や利用施設、事業の制限をなくし、

全世帯が減免対象になる取組を示しました。本定例会における市長の施政方針では、来年

度予算について、保育所等における多子世帯への支援拡充を挙げています。令和５年第４

回定例会における我が会派の代表質問では、その支援策を認可保育所に加え、川崎認定保

育園及び一時保育事業の利用者についても多子世帯支援の対象とするよう要望しました。

具体的な取組について伺います。 

 次に、川崎市ひとり親家庭養育費確保支援事業について伺います。現在までの利用実績

及び実績に対する見解について伺います。養育費確保のための支援として、ひとり親家庭

の方が養育費の立替払いを行う保証会社等を活用する場合の手数料の一部補助や養育費に

関する公正証書、調停調書等の作成において負担した費用の補助は重要な支援の一つです。

しかしながら、ひとり親家庭の多くは養育費についての取決め自体ができていないことが

課題であり、本市が行う２つの補助事業は、養育費についての取決めができた少数の方へ

の支援となっています。令和５年４月に成立した裁判外紛争解決手続―ＡＤＲの利用の

促進に関する法律の一部を改正する法律により、公正証書を作成しなくても、あらかじめ

執行合意を含む和解をしておけば、その和解合意に従って執行することができるようにな

りました。札幌市、千葉市、名古屋市、堺市の政令指定都市４市を含め19県市区において、

法務大臣の認証を受けた認証ＡＤＲ事業者が実施する同手続の利用補助を行っています。

さらに、令和５年８月にこども家庭庁が発出した離婚前後親支援モデル事業の実施につい

ての一部改正についての通知において、ＡＤＲ費用補助が要綱に明文化されることとなり

ました。本市も、養育費取決めの促進支援だけでなく、養育費支払い執行も可能な同手続

の利用補助をすべきと考えます。来年度、養育費確保に向けた支援の充実を図るため、公

正証書の作成に係る経費補助等の拡大をするとしています。具体的内容について伺います。

また、経費補助等の拡大を図ることとした理由と期待される効果について伺います。 

 次に、不登校対策の充実に向けた取組について伺います。全ての児童生徒が社会とのつ

ながりを確保できるよう、不登校対策の充実に向けた指針を新たに策定し、教室に入りづ

らい子どもを対象とした別室指導の充実や、学校に通いづらい子どもを対象としたゆうゆ

う広場の機能拡充に向けたモデル事業等の取組を進めるとしています。策定に当たり、児

童生徒や保護者の意見やニーズはどのように把握しているのか伺います。児童生徒や保護

者の心理面に対する支援の必要性についての見解と具体的対応策について伺います。ゆう

ゆう広場の機能拡充に向けたモデル事業等を行うとしていますが、具体的内容と想定され

る効果について伺います。 

 次に、教育委員会の教職員懲戒等処分について伺います。出張旅費の不正受給と出退勤

登録の義務違反により計232名に対して懲戒等の処分がなされることになりましたが、処分

に至った経緯と調査方法について伺います。教職員各個人の認識の甘さについては厳しく

指摘せざるを得ませんが、出張における移動時間の短縮のため、自家用車を使用した職員

と不正受給を目的に同様の行為を行った職員とでは、その悪質性にも差異があると考えま

す。出張旅費不正受給の実態について詳細を伺います。本年４月から、事前に登録の上、
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自家用車での出張を認める方針とのことですが、その場合、ガソリン代や駐車場料金の支

給も必要と考えます。見解と対応を伺います。また、自転車の使用についても同様に認め

るべきと考えますが、見解を伺います。また、これまで出張の移動に関する不便さについ

て改善の要望はなかったのか、あったのであればどのような対応をしていたのか伺います。

出退勤登録の義務違反をした理由について、調査結果を伺います。また、現在の出退勤シ

ステムに煩雑さや改善すべき点はないのか伺います。 

 それぞれの再発防止策について教育長に伺います。 

 次に、看護師確保対策について伺います。看護師不足は今後さらに深刻さを増すとも言

われています。厚生労働省によると、最大で約27万人もの看護師が不足する見込みです。

看護師の確保を促進させるために必要な施策を講ずることは、看護師等の人材確保の促進

に関する法律に基づき、地方公共団体の努力義務とされています。また、地域における看

護師の養成は、市内をはじめとする医療機関等への医療人材を確保していく上で極めて重

要です。本市でも、看護職員確保対策に係る予算として4,178万円を計上し様々な対策を講

じていますが、看護師不足の現状は改善の見通しが立たない状況です。例えば看護師等修

学資金貸付金は1,500万円を計上していますが、看護師40名中、継続者は23名、新規者は17

名にとどまるなど、計上予算の枠内での対応にとどまっています。これでは修学資金貸付

金を利用しながら市内医療施設での勤務を希望する看護学生の人材確保に十分応えていな

いと考えますが、見解と今後の対策を伺います。また、市医師会、病院協会との連携を図

りながら、今後の修学資金貸付金の在り方を協議の上、新たな制度拡充策を講ずるべきと

考えますが、見解を伺います。 

 医療費適正化について伺います。医療の適正化は、日本全体の喫緊の課題でもあり、川

崎市も具体的な施策を求められています。一方、国民皆保険制度の下、誰もが身近に医療

資源を利用できることから、医療資源が有限であることの市民の意識は低く、薬剤の残薬

や安易な救急車利用など必要以上の浪費につながっている現状があります。また、川崎市

においても、ドラッグラグによって薬剤の承認を待たずしてお亡くなりになる悲しい事例

も起こっています。そのような中、医療費の適正化を自分事として捉え、将来に必要な医

療資源をつなぐために、ドラッグラグ・ロスの問題を提起し、健康増進の重要性や必要な

特定健診の啓発等が市民の中で拡充している事実があります。具体例として、子育て世代

や学生世代による限りある医療資源の有効活用を企図した医療エコ活動の普及が挙げら

れ、絵本やコンサート、学校授業などを通じて、2,000名近い市民の医療資源を大切に利用

していきたいという意識変容を確認しています。 

 また、これらの取組と健康福祉局事業かわさきＴＥＫＴＥＫとのタイアップや、総務企

画局主管のＳＤＧｓ分科会を通じた取組がかわさきＳＤＧｓ大賞の特別賞を受賞するな

ど、官民一体となった活動も始まっています。昨年の予算審査特別委員会において、我が

会派より、医療資源の有効活用と健康増進に係る具体的施策について質問したところ、限

られた医療資源の最適活用を図るためには、健康を増進し、病気を予防する取組は大変重

要なものと考えているとの答弁でした。市民の間に、さきに説明したような具体的活動が

拡充しており、医療費適正化を自分事と捉えた啓発が進んでいるものと思われます。これ

を受けて、川崎市として、この医療費適正化に取り組むに当たり、来年度施政方針へ反映

することをはじめ、次の100年に必要な医療資源をつなぐ観点から、100周年記念事業にお
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ける市民啓発、そしてＳＤＧｓ教育におけるテーマの一つとして取り組むこと、健診のさ

らなる価値の向上等により、医療費適正化に向けて医療資源が有限であることを市民とと

もに啓発する活動が必要なものと考えますが、具体的施策について市長に伺います。 

 次に、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会への職員派遣について伺います。川崎市総合

計画に掲げる基本政策の一つ、生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくりを効

果的に推進する取組として、令和６年度から、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会への職

員派遣が示されました。歴史ある本市の社会福祉協議会は、本市が推進する地域包括ケア

システムを支えてきた存在で、本市にとっては車の両輪であり、最大のパートナーとして

しっかり支え合い、地域共生社会の実現に向け協働していく存在です。現在、令和７年度

までを期間とする地域包括ケアシステムの第２段階が進められている中、このたび第３段

階に向けての取組として派遣が決まりましたが、そこでは個別支援の充実と地域力の向上

に向けた取組推進の強化をうたっていますが、その内容を具体的に伺います。社会福祉協

議会が派遣の対象となった理由を伺います。また、本市として、川崎市社会福祉協議会に

期待する役割を伺います。 

 次に、ＨＰＶワクチンについて伺います。キャッチアップ接種の期限が令和７年３月末

と迫ってきましたが、接種状況について伺います。本年度は、より一層の周知が必要です

が、取組を具体的に伺います。また、令和４年４月に積極的勧奨が再開してから本市に寄

せられた相談について伺います。 

 次に、川崎市立病院中期経営計画2024-2027について伺います。市立多摩病院における令

和４年度点検・評価結果のうち、目標に至らなかった職場に対する総合的な職員満足度及

び、専門及び認定看護師数の具体的結果とその要因について伺います。計画では、目標に

至らなかった職場に対する総合的な職員満足度に対する今後の方向性として、看護助手の

増員等により働きやすい環境整備を推進するとしています。しかしながら、看護助手の増

員計画は、令和４年度比で令和８年度までに僅か４名の増員となっており、その効果は限

定的と考えます。見解を伺います。その他の対応策があれば伺います。川崎病院及び井田

病院の収支見込みについて伺います。市立川崎病院については、令和８年度に経常損益及

び純損益の赤字が縮小し、令和９年度には黒字化が図られる見込みです。また、市立井田

病院については、令和６年度以降、経常損益及び純損益ともに赤字が減少できる見込みで

す。２病院ともに収益対費用率の改善が主な要因ですが、具体的内容について伺います。

他の経営形態のメリット、デメリット等についても調査研究を行うとしていますが、指定

管理者制度に基づき、学校法人聖マリアンナ医科大学が運営している市立多摩病院につい

ての現時点での評価について伺います。 

 次に、消防Live映像通信システムについて伺います。応急手当ての実施率や救命効果向

上のために、令和５年４月１日から開始した映像を活用した心肺蘇生の口頭指導に加え、

119番通報者やその協力者がスマートフォンで救急現場等の状況を消防指令センターに映

像で送る消防Live映像通信システムの運用を令和５年12月１日より開始しました。現在ま

での対応状況について伺います。昨年12月に、我が会派の議員が、市内で発生した交通事

故現場に遭遇しました。救急要請のための119番通報は完了していましたが、負傷者が後頭

部から出血していたため、現場の状況を伝えること、適切な止血等の応急手当ての指導を

得ることを目的に、119番通報により消防Live映像通信システムを要請しました。しかしな
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がら、指令員から、今対応できる職員がいないので対応できない旨の回答がありました。

対応できなかった理由について伺います。119番の受電が集中しても消防Live映像通信シス

テムの運用が可能とするためには、各指令台でも対応できるような体制整備が必要です。

見解と対応を伺います。また、課題があれば伺います。 

 次に、ＪＲ東日本南武線連続立体交差事業の取組状況について伺います。本事業は、矢

向駅から武蔵小杉駅間の約4.5キロメートルの計画区間において９か所の踏切を除却し、別

線高架工法によって高架化するもので、総事業費約1,387億円を見込む取組とのことです。

計画区間については、矢向駅から尻手駅間の横浜市域１キロメートルの区間は本計画の範

囲外となっています。２月９日のまちづくり委員会で、工事着手までに横浜市と協議を進

める旨の答弁がありましたが、これまでの横浜市との協議内容及び横浜市の見解を伺いま

す。今後の見通しについても伺います。来年度中に都市計画決定をし、令和10年度までに

高架化工事に必要な用地の取得を、それ以外の用地の取得を令和21年度までに行うとのこ

とです。都市計画決定が延期されましたが、その理由と用地取得スケジュールの根拠につ

いて伺います。また、変電所移設工事に伴い、中丸子老人いこいの家等敷地に変電所が移

設される予定とのことです。当該いこいの家は、近隣市有地に整備する仮設建物に仮移設

して事業を継続するとのことですが、利便性への影響について伺います。加えて、移設等

費用は連立事業の予算に含まれるのか伺います。 

 次に、登戸２号街区公園の民間活力、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度導入に向けた取組について

伺います。登戸地区土地区画整理事業は、ようやく仕上げの段階へと進んでまいりました。

多摩区のまちづくりの象徴とも言える長期間に及ぶ大事業の完成は、官民問わず悲願と言

っても過言ではありません。この事業が今後どのような評価を得ることとなるかは後世に

委ねる部分もあろうかと考えますが、現に生活する市民の満足度も問われるものと考えま

す。令和３年度に区画整理地内において３つの公園を整備する計画が定まり、今回２号街

区公園についての方針が示されました。Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度を導入するに至った経緯、

目的について伺います。 

 市内における今日までの実績について伺います。期待する効果が上がっているのか伺い

ます。他都市においての好事例などもあれば伺います。 

 公共施設において事業展開を許可するわけですが、事業者の募集はどのように行うのか

伺います。また、条件設定や期待する効果についても伺います。加えて、災害時に求める

対応についても伺います。あくまでも公園施設ですので、本来の多世代、多目的な利用が

担保されなければなりませんが、想定される事業展開について伺います。参入事業者は、

当然、利益を上げた上で公園施設の整備等に貢献すべき位置づけと考えます。当該公園の

周辺は区画整理事業が進捗し、行政も民間との連携でまちづくりを誘導しています。事業

展開の中で地域との調整は行われるのか伺います。事業期間は10年間で、申請によりもう

10年の延長が可能とのことです。期間終了後の施設管理はどのようになるのか伺います。

また、期間中の撤退などの場合、どのような対応となるのか伺います。 

 次に、等々力陸上競技場のネーミングライツ導入について伺います。公共施設の命名権

を有料化するというネーミングライツですが、制度自体は相当以前に確立され、社会のト

レンドとなった時期もあったかと記憶しています。その後は景気状況等から制度利用も低

調気味になったと感じていましたが、今になって本市スポーツ競技施設の象徴である等々
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力陸上競技場に導入するに至った理由を伺います。タイミング的には幾度もきっかけがあ

ったと考えますが、過去に検討した経緯はあるのか伺います。今回の案件は、川崎とどろ

きパーク株式会社から提案がなされ、その内容を本市が審査したのとのことです。審査委

員会のメンバーや審査内容を伺います。一般的に、行政が直接募集する場合と民間が介在

する場合とで相違点があるのか伺います。年額2,000万円は、率直に言って安過ぎるとの印

象を受けます。等々力一帯はスポーツの聖地です。その上で、この施設には2,000万円の価

値しか有しないと考えるのか伺います。全国各地に拠点を置くＪリーグチームでもネーミ

ングライツの導入例もあるわけですが、実績や手法について、その比較を伺います。また、

本市のような公共施設のケースと民間所有のケースでの相違点はあるのか伺います。今回

の料金設定が、今後周辺施設への適用において影響を与えると思われますが伺います。各

施設の導入予定も伺います。加えて、ホームチームである川崎フロンターレの最大スポン

サーは富士通株式会社です。チームに対する評価に影響はないのか伺います。料金収入は、

ＫＴＰと本市で折半するとのことです。それぞれがどのように活用するのか伺います。料

金は当該施設以外へも充当することはあるのか伺います。 

 次に、公園内の受動喫煙対策に向けた取組について伺います。本市では、現状、公園に

おける喫煙は禁止されておらず、公園利用者のマナーとして、他の公園利用者の迷惑にな

らないよう配慮のお願いや注意喚起の看板設置をする取組にとどまっています。公園利用

者からは、公園内での喫煙による副流煙への不安など多くの意見が寄せられているとのこ

とですが、寄せられた意見について伺います。他都市では同様の課題について、健康関連

条例に基づき取組を行う自治体や、公園管理者が定める管理条例による取組を行う自治体

などがありますが、本市は横浜市同様、後者の取組を採用する予定とのことです。採用理

由と取組内容及び今後のスケジュールを伺います。 

 令和６年度与党税制改正大綱では、公園などの場所においても、屋外分煙施設等のより

一層の整備を図るために、地方たばこ税の活用を含め、必要な予算措置を講ずるなど積極

的に取り組んでいただきたいと明記されていますが、本取組及び分煙対策についての見解

を市長に伺います。 

 次に、川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則等令和７年度施行分の改正

の考え方の策定について伺います。制度１の対象設備として、太陽光発電設備に加えて、

太陽熱・地中熱利用設備、バイオマス利用設備、風力発電設備など、多様な設置手法を幅

広く対象とすることが明記されました。我が会派としては、特定の設備のみならず幅広く

対象とすべきと主張してきたこともあり、評価できる内容です。一方で、対象は増やしま

したが、太陽光発電設備以外の利用促進策については十分ではありません。見解を伺いま

す。また、太陽光発電設備には、従来の太陽光パネルと呼ばれる製品群のほか、ペロブス

カイト太陽電池などの新技術も含まれるのか伺います。設置基準量については、工場とそ

れ以外に二分してそれぞれ下限、上限を設けました。工場が、それ以外と比較しておおよ

そ倍量の設置基準となった背景について伺います。また、工場といっても、床面積に対し

てエネルギー消費量が多くない業種も存在します。業種やその業容による分類が必要と考

えますが、見解を伺います。 

 オンサイト設置に対する代替措置として、既存建築物への太陽光設備の新設、オフサイ

トでの設置、再生可能エネルギー電力調達・証書調達を可能とあります。オフサイト設置
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を可能とするならば、市内での再生可能エネルギーの流通を模索する本市の施策と相反し

ます。オフサイトであっても市内オフサイトを優先すべきと考えますが、見解を伺います。

同様に、既存建築物への新設に関しても市内既存建築物への設置が優先されるのか伺いま

す。また、これらのプライオリティを守るために、いかに制度化するのか、あるいは市内

代替調達に補助をする形で、市内再エネ流通拡大を目指すのか、方針について伺います。

本規則が守れなかった場合を想定し、公表制度も設けています。建築主の氏名、建築物の

概要と、再エネ設備の種類や適合状況なども公表するとのことです。公表制度による制度

遵守効果は十分なのか見解を伺います。また、促進支援や助成が必要と考えますが、見解

と対応を伺います。 

 制度２では、代替措置は、太陽熱・地中熱利用設備の設置のほか、既存建築物への太陽

光発電設備の新設などとされています。オフサイト調達を可能としなかった理由について

伺います。同様に、風力、水力など様々な再生可能エネルギーの調達については対象とす

るのか伺います。太陽熱・地中熱利用設備のみを対象設備とすることを想像させる資料が

公表されていますが、対象設備等について明記しない理由についても伺います。また、既

存建築物への太陽光発電設備の新設はオンサイト設置を想定しているのか伺います。 

 次に、太陽光発電設備施工ＩＤ等取得支援事業について伺います。本取組は、脱炭素化

の潮流を受けて、市内事業者を育成し、ビジネスチャンスを提供するという観点では評価

できるものと考えます。令和５年12月から今月まで実施されている本事業の参加事業者数

について伺います。また、参加事業者から得られた反応について伺います。参加募集方法

ですが、ホームページでの通知のほか、どのような工夫を行ったのか伺います。とりわけ、

業界団体等への周知方法について伺います。本事業の対象となったメーカーは、国内、国

外それぞれ複数社ですが、対象選考経緯について伺います。また、さらなる利用促進と、

その他のメーカーの参加を踏まえて、本事業の追加実施の方針について伺います。川崎市

地球温暖化対策等の推進に関する条例では、太陽熱のほかにも利用促進対象となる熱源が

存在します。地中熱利用等、他の再生エネルギー利用促進に係る市内中小事業者への支援

についての検討状況についても伺います。 

 次に、川崎未来エナジー株式会社の経営改善及び連携・活用に関する方針案等について

伺います。本年１月、川崎市と川崎未来エナジー株式会社との間で、政策連携と利益活用

に関する協定が締結され、市域の温室効果ガス排出の大幅な削減による脱炭素社会の実現

を見据え、市域の再エネ電力の普及拡大や、地産地消のより一層の推進に取り組むとして

準備が進められております。営業収益の確保に向けての適正な電力価格や電力調達、その

供給方法について伺います。市場価格の変動リスクを最大限抑制するため、市場からの電

力調達の比率を極力抑える計画のようですが、営業収益の確保のための調達比率及び分岐

点となる比率の算出根拠について伺います。同社による公共施設への電力供給及び廃棄物

発電の売却に関しての契約予定内容については、殿町小学校で使用する再生可能エネルギ

ー100％電力の供給に関する契約ほか201契約となっております。契約の内訳について伺い

ます。従前の電力料金と比較をしての料金は減額となるのか、その効果について伺います。

また、契約方法は特命随意契約となっている理由と、電力供給、電力売却との関係につい

て伺います。川崎市行財政改革推進委員からの公共施設向けの電力需要家としての市の買

取り価格がポイントであり、この買取り価格をどう見込んでいるのかとの意見に対し、市



速報版                     令和６年(2024年)第１回川崎市議会定例会会議録 第３日（２月27日） 

- 75 - 

場動向に左右されにくい電力料金体系にすることが重要であるとの本市の考えが示されて

おりますが、市場動向に左右されにくい電気料金体系とはどのような体系となるのか伺い

ます。また、本事業は事業収益によって必要な支出全額を回収することを前提にするのか

伺います。 

 次に、神奈川県内広域水道企業団と構成団体である５事業者で検討が進められている水

道システムの再構築について伺います。施設整備計画の詳細については現在検討中とのこ

とですが、当計画の概要は、将来の水需要が減少傾向にあることを踏まえ、更新期を迎え

る構成団体の水道施設の一部を廃止し、５事業者全体のダウンサイジングを目指すという

もので、浄水場の廃止や停止を想定したバックアップに必要な企業団施設の整備を行うと

されています。本市に関連しては、企業団からの供給系統が強化され、災害時等における

水道のバックアップ率が大きく向上するとのことで、地震、防災等の観点からも早期の実

現を求めるものですが、現在計画されている再構築事業は、更新事業に該当するため国か

らの補助金制度はなく、施設整備等に要する財源については将来的に水道利用者である市

民の負担となる課題があります。そのため、５水道事業者として国等に対し財政支援を求

めることも必要と考えます。２月８日に開催された神奈川県内広域水道企業団１月定例会

において、協議の結果、当計画は水道事業が抱える課題解決に向けた重要な取組として、

企業団議会だけでなく構成団体議会とも協力し、適切な時期に要望行動を行う方向で調整

していくとされました。能登半島地震でも明らかなように、断水のリスク分散の取組は重

要です。水道システム再構築を着実に進め、利用者負担の軽減を図るための財源確保の取

組について、市長の見解を伺います。 

 次に、本市における水道の耐震化について伺います。能登半島地震においては、上下水

道というライフラインの重要性を目の当たりにしたところです。本市においては、平成29

年度より令和７年度までの上下水道ビジョンを基に、強靱な上下水道を目標に、水道施設・

管路の耐震化、下水管渠・施設の耐震化、応急給水拠点の整備、災害時の連携強化を進め

てきました。これらの計画の前提として、令和12年に161万人ほどで人口がピークアウトす

るとした一方で、川崎市の人口は令和６年１月時点で155万人に到達せず、上げ止まり傾向

は年度初め以来続いています。既に上下水道ビジョンの実施期間の後半中盤に差しかかる

中、各計画の見直しは必要と考えられます。一方で、地震災害リスクに加えて、昨今の線

状降水帯の発生など気象を起因とした水害リスクの増加傾向を踏まえると、より強靱な上

下水道の構築が求められます。人口増の停滞と災害リスクについての見解と、これを踏ま

えた現行の上下水道ビジョン実施についての考え方について伺います。また、令和８年度

からの整備実施方針の策定状況と、策定の上で留意する事項について考え方を伺います。 

 また、農業用水路については、令和元年東日本台風以降、下水機能のうち、雨水排水機

能の一翼を担うことが明確になりました。農業用水路は震災に対応した基準が存在せず、

震災発生後、用水路が壊れ、大雨に見舞われると雨水排水が機能しない地域が想定されま

す。暗渠化についても統一的な基準は存在せず、市民の要望に応じて道路公園センター判

断で実施されています。震災発生を想定した農業用水路管理方針について建設緑政局長に

伺います。また、農業用水路が壊れた中で出水期を迎えた場合の本市の雨水排水方針につ

いて伺います。 

 次に、議案第５号、川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について伺います。
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本改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律や建築基準法等の改正に合わ

せて、既存不適格な建築物の大規模修繕等を一定の条件下で認め、申請を受け付け、審査

するための手数料を設けるものです。対象となる物件の定義、市内にどの程度そうした物

件があると把握しているのか伺います。また、本改正によって対象物件に対して行える大

規模修繕とは、どのような事例が想定されているのか伺います。 

 次に、議案第６号、川崎市コミュニティセンター条例の制定について伺います。本議案

は、大師こども文化センター、大師老人いこいの家が川崎市大師コミュニティセンターと

して、また、田島地区でも川崎市田島コミュニティセンターとして、新支所複合施設に整

備されることに伴う条例の制定です。こども文化センター、老人いこいの家にはどのよう

な課題があったのか、コミュニティセンターとして整備されるに当たってその課題の解決

を図られるのか、見解を伺います。コミュニティセンターは指定管理での運営になるとの

ことで、それぞれの支所と指定管理者との連携が重要となりますが、見解を伺います。こ

ども文化センター並びに老人いこいの家の跡地利用について、見解を伺います。 

 次に、議案第10号、川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について伺います。

国は介護報酬の改定率を1.59％引き上げるとしました。処遇改善加算一本化による賃上げ

効果や、介護施設の基準費用額増額による増収効果と合わせると約２％相当の改定になり

ます。厚生労働省では、介護費用が増え続ける中、持続可能な仕組みをつくるために、現

在320万円以上に設定している最も所得の高い区分を細分化して、新たに４段階を設けまし

た。また、介護保険料を年間所得が420万円以上の高齢者を対象に引き上げ、所得が低い高

齢者の負担額を減らすとしました。物価高なども重なって所得が低い高齢者の実質的な負

担が増す中、所得が高い高齢者の負担額を増やすことで、同じ世代の中で高齢者同士が負

担を分け合い、制度を持続可能なものにするためと説明しています。 

 改正案では、介護保険制度改定を踏まえて、第９期介護保険事業計画期間における保険

料率を定めるとし、保険料段階設定を現行16段階から全19段階に変更し、第10段階以上の

負担割合の見直しを図るとしています。また、本人が市町村民税非課税である基準額も276

円引き上げられ、月額6,591円と予定されていますが、対象人数及び被保険者に占める割合

を伺います。また、第10段階以上の対象者人数と被保険者に占める割合をそれぞれ伺いま

す。利用者の自己負担が２割となる対象については、保険料の上昇抑制など効果が期待で

きるとする一方で、介護サービスの利用控えにつながる懸念もあり、引き続き、第１号被

保険者の上位20％相当のみ自己負担が２割となり、それ以外は原則１割負担となりました

が、本市での２割負担の対象者人数と被保険者に占める割合を伺います。 

 次に、議案第15号、川崎市空家等対策協議会条例の一部を改正する条例の制定について

伺います。昨年６月に交付された空家等対策の推進に関する特措法の一部改正により、国

が空き家等に関する施策を総合的に策定し、実施する等の責務の規定が追加されました。

第３条第２項に、国は、地方公共団体その他の者が行う空き家等に関する取組のために必

要となる情報の収集及び提供その他支援を行うよう努めなければならないとあります。国

からのアプローチはあったのか伺います。また、法改正後の空き家等対策に関する本市の

取組を伺います。 

 次に、議案第33号、川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業の契約の締結について伺

います。本事業は、市内の小学校103校及び中学校51校の空調設備等の一斉更新と、事業期
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間を通して更新対象設備、新設等設備及び更新対象外設備の維持管理を実施するものです。

本事業を実施する事業者の選定に当たっては、提案書の提出があった２グループにおける

選定作業が進められ、昨年11月20日、株式会社関電エネルギーソリューショングループが

落札者となったことが公表されました。本件の選定評価に当たって以下伺ってまいります。

本事業の選定部会における審査委員について、誰がどのように選定したのか伺います。あ

わせて、審査委員に実際の現場である学校関係者を入れていない理由と、空調分野の専門

家は選定されていたのか、選定されていたのだとすると、施工や維持管理への知見がある

委員を選定したのか伺います。審査に当たって、当初予定されていたプレゼンテーション

が急遽なくなった理由を伺います。本件のように、専門性の高いＰＦＩ事業だからこそ、

審査においてプレゼンテーションは必要と考えますが、見解を伺います。あわせて、他

ＰＦＩ事案においてプレゼンテーションを省略した事例はあるのか伺います。 

 選考部会の議会における議事録等の扱いについて、他のＰＦＩ事案と同様、提案内容に

触れる部分に関しては公開されていません。提案者の利益保護の観点は理解できるのです

が、現状、議会としては、選考部会の会議を摘録でしか実際の評価判断を確認できない中

で、議決するための材料が不足しています。本来であれば、基本、黒塗り部分はなくすと

いう姿勢を持ち、行革室との調整や提案者への意見聴取を事前に行った上で資料を提供す

べきなのではないでしょうか、見解を伺います。 

 次に、個別の評価項目について伺ってまいります。評価項目、代表企業、構成員、協力

企業の役割分担及び事業実施体制において、Ｂグループについては、ＰＦＩ事業の経験豊

かな企業を中心としたチーム構成である点が評価されていますが、Ａグループにおいても

ＰＦＩ事業の経験を強みとして提案しています。この点について、両者を比較した上で

Ｂグループが評価されている理由を具体的に伺います。評価項目、市内企業の参画促進に

おいて、Ｂグループについては、構成員は市外事業者の割合が高くなっているものの、下

請企業について市内事業者への発注を中心とする計画となっている点が評価されていま

す。下請企業に市内事業者を積極的に活用することは、現在の本市の方向性としても当然

であり、最低限の基準であると考えます。改めての評価ポイントにはならないと考えます

が、見解を伺います。評価項目、地域経済への貢献において、Ｂグループについては、市

内事業者への発注金額を増やしていく具体的な取組等、地域経済への貢献に向けた実効性

が期待できる工夫が見られる点が評価されていますが、市内事業者への発注金額を増やし

ていく具体的な取組等の内容を伺います。あわせて、その内容をどのように行政としてモ

ニタリングしていくのか伺います。また、１次下請企業が市内事業者であっても、２次下

請以降は市外事業者となる状況をどのように防止していくのか伺います。 

 評価項目、フレキシビリティへの配慮において、両グループともに選定機器は統一メー

カーとありますが、本事業で整備するＥＨＰ、ＧＨＰ、全熱交換器までを統一メーカーで

供給できる提案となっていたのか伺います。また、Ｂグループについては、機器の長寿命

化への具体的な提案が見られる点が高く評価されていますが、長寿命化への提案内容につ

いて具体的に伺います。 

 評価項目、環境負荷低減に向けた設計・施工上の工夫において、Ｂグループについては

機器選定による性能や機器への配慮、エネルギー消費低減に資する運用を見据えた遠隔監

視システム導入等、様々な面で環境負荷低減に向けた配慮、工夫がなされている点が高く
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評価と記載されています。遠隔監視システムの導入等は要求水準であるため両グループと

もに提案していますが、ＡグループがＣ評価、ＢグループがＢ評価と評価に差が出た理由

を具体的に伺います。評価項目、その他の環境負荷低減に係る工夫において、Ａグループ

には、空調メーカーでもありフロンガス製造メーカーでもある協力企業が参画しており、

製造メーカーの適切な管理計画の下に再生フロンの活用を提案しています。サーキュラー

エコノミーは国内でも例の少ない取組であり、本市のカーボンニュートラルに大きく貢献

できる提案にもかかわらず、Ａ評価とならなかった理由を伺います。 

 評価項目、快適で健康的な室内環境維持のための工夫、配慮において、Ｂグループの評

価項目に機器のローテーション運転等、長寿命化に配慮されたとありますが、この機能は

国内の全エアコンメーカーが標準搭載している機能と考えますが、なぜこの点を評価ポイ

ントとして記載しているのか伺います。評価項目、故障等の緊急時の対応方針、対策及び

予防保全の工夫において、Ｂグループについては、災害発生時の対応の考え方や対応体制

について具体的な工夫が見られる点が高く評価できるとありますが、高く評価された点に

ついて具体的な内容を伺います。また、災害発生時の対応として、Ａグループは市内企業

を主体とした構成であることから、迅速対応や地域連携が期待できますが、Ｂグループは

市外・県外企業が多く、協力企業も存在しないため、災害発生時の対応に懸念があると考

えます。Ｂグループのほうが高く評価された理由を伺います。 

 評価項目、エネルギー費用の削減において、Ａグループ30.5点、Ｂグループ50点となっ

ていますが、両グループ間でなぜここまで大きな差が発生しているのか見解を伺います。

あわせて、他都市を含め、ライフサイクルコストの提案を学校空調ＰＦＩ案件の評価項目

に導入した事例について伺います。また、実際の運用において提案内容と大きな乖離が出

た場合の措置を伺います。 

 次に、議案第38号、令和６年度川崎市一般会計予算について伺います。子どもを安心し

て育てることのできるふるさとづくりのために、令和６年度予算においても様々な拡充が

図られます。産後ケア事業の充実に１億381万円の予算が計上され、デイステイ型のメニュ

ーを新設するとのことですが、詳細を伺います。また、産後ケア事業のうち、宿泊型の利

用料金の減免については、以前より我が会派から求めておりました。昨年４月から宿泊型

の利用料金を9,000円から7,500円に引き下げたところ、その利用数の増加が見られたとの

ことです。利用料金のさらなる引下げについて伺います。妊産婦等生活援助事業について

は、養育に課題を抱える妊産婦を対象として、親子を分離せず、一緒に居場所や食事の提

供と相談支援の実施をするとのことです。想定される受入先と利用日数の上限、該当者の

判断について伺います。 

 若者文化創造発信拠点であるカワサキ文化会館のこれまでの成果を引き継ぐ新たな拠点

整備費用に9,662万円が計上されていますが、本施設は2028年までの暫定的な施設とのこと

で、常設ではなく暫定にした理由を伺います。カワサキ文化会館がもたらした若者文化創

造発信拠点としての役割について見解を伺います。 

 次に、議案第58号、令和５年度川崎市一般会計補正予算について伺います。スポーツ施

設整備事業費は、国の補正予算を活用して事業の前倒しを行うものとして１億9,300万円余

を計上しています。事業内容については、石川記念武道館の空調設備設置等を行うとのこ

とですが、取組及びスケジュールを伺います。今年度、幸スポーツセンターにおいて空調
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設備が設置をされました。ディスプレーをお願いします。これが幸スポーツセンターの体

育館なんですが、バスケットのリングのゴール付近に、横１列にエアコンがびっしりと敷

き詰められているのが、今回の幸スポセンの空調の結果でございます。表には室外機が８

機ついているんですけれども、こうした横一面にあるようなエアコンというのはなかなか

見たことがないんですけれども―ディスプレー、結構でございます―家庭用とおぼし

きエアコンが36台、大体育館の壁面を１周、ずらりと並んで設置されました。利用者から

は空調が効かないとの意見があるようですが、実際にどのような声が寄せられているのか

具体的に伺います。利用者は、暑い夏や寒い冬にも快適に利用できるための効果的な設備

しか求めていません。武道館においても、まさか同様のものにならないとは思いますが、

どのような空調設備を設置するつもりなのか、設計方針と設置効果について伺います。 

 こども誰でも通園制度事業費は、国は、令和７年度から生後６か月から２歳の子どもを

対象に、定期的に保育施設を利用できる新たなサービスの本格実施を目指しています。こ

ども未来戦略において、全ての子育て家庭を対象にした保育の拡充策として、こども誰で

も通園制度（仮称）を位置づけています。就労条件を問わない、時間単位等で子どもを保

育所に預けられる柔軟かつ便利に活用できる新たな通園給付となります。本市においては、

令和５年度より川崎区及び中原区の保育・子育て総合支援センターの一時保育事業を活用

しモデル事業を実施しています。両施設におけるこれまでの成果と課題について伺います。

また、この事業は令和５年度中に本格実施を見据えた試行的事業となります。制度概要と

対象者数及びスケジュールについて伺います。また、総合支援システムをどう構築するの

か伺います。 

 坂戸小学校校舎等増築事業費ですが、校舎等増築の工期の延長並びに増額について、市

民に対し原因を簡潔に説明し、責任の所在を明確にするとともに、どのように対応してい

くのか伺います。 

 また、工期の延長期間並びに増額費用の詳細な内容を伺います。 

 当初の補正予算より、想定額５億円を超えるまで膨れ上がったこと、また、その間の校

庭を使えなかった機会損失なども鑑みて、市民に相応の説明責任が必要と考えますが、見

解を藤倉副市長に伺います。また、このようなことが起きないような再発防止の取組につ

いても見解を伺います。 

 以上で質問を終わりますが、答弁によっては再質問をさせていただきます。（拍手） 

○議長 青木功雄 市長。 

   〔市長 福田紀彦登壇〕 

○市長 福田紀彦 それでは、私から、ただいま自民党を代表されました原議員の御質問

にお答えいたします。 

 予算についての御質問でございますが、私は「最幸のまち かわさき」を実現し、将来

もそうあり続けるため、多様化する課題への的確な対応など、必要な施策、事業の着実な

推進と、財政の健全化による持続可能な行財政基盤の構築の両立を図りながら市政運営を

しているところでございます。これまでも、まちに対する愛着を育てる安心のふるさとづ

くりや、まちに活気や活力をもたらす力強い産業都市づくりを進めるとともに、成長と成

熟を支える基盤づくり推進しつつ、減債基金からの借入残高につきましても、効率的、効

果的な事業執行などにより、収支フレームに対して縮減を図ってまいりました。令和６年
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度予算につきましては、物価高騰や国の施策への着実な対応など、財政需要の拡大が見込

まれる中で、税収増につながる賃金の上昇が物価の上昇に追いついていないことから、歳

出の増加が歳入の増加を上回り、収支不足が拡大したところでございますが、総合計画第

３期実施計画に掲げる施策を着実に推進するとともに、市制100周年の節目の年として、未

来に向けた活力ある新しい川崎を生み出すための施策をしっかりと推進できる予算になっ

たものと考えております。 

 子ども施策についての御質問でございますが、子ども、若者は未来を担うかけがえのな

い存在であり、安心して子どもを産み育てることができる社会の実現に向けて、地域全体

で子どもや子育て家庭に寄り添い、しっかりと支える環境づくりが求められていると考え

ております。本市におきましては、保育・子育て総合支援センターを核とした子育てコミ

ュニティ形成や、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない伴走型相談支援等、全ての

子どもが成長や発達の段階に合わせて健やかに育つことができるよう取り組んでいるとこ

ろでございます。現在、国会におきましても、少子化対策関連法案の審議等が進められて

おりますが、本市といたしましても、国レベルでの議論も踏まえながら、新しい100年のま

ちづくりに向け、安心して子どもを産み育てることができる地域社会の構築に、引き続き

総合的に取り組んでまいりたいと存じます。 

 健康増進等についての御質問でございますが、増大する医療ニーズに的確に対応するた

めには、従来の治す医療から、ＱＯＬを重視した治し支える医療への転換、さらには健康

寿命の延伸に向けた健康づくりや介護予防の取組が重要となってまいります。このため、

現在策定中の次期かわさき健康づくり・食育プラン及びかわさきいきいき長寿プランでは、

働き盛り世代に向けた生活習慣病の予防や、要支援高齢者に対する自立支援、重度化防止

を重点課題として位置づけ、健診や保健指導の実施、活動、参加につながる社会資源の開

発などに取り組むこととしております。こうした施策を効果的に推進するためには、何よ

りも市民一人一人が自分事として捉え、行動していくことが重要であることから、より一

層、市民啓発や多様な主体との連携等に取り組んでまいりたいと存じます。 

 公園における喫煙についての御質問でございますが、健康増進法の改正により、地方公

共団体には受動喫煙対策の推進について高い責務が求められており、望まない受動喫煙の

防止に向けて取り組んでいるところでございます。また、社会全体として、喫煙者と非喫

煙者双方の立場に配慮した環境づくりが重要と考えております。こうした中、公園につき

ましては、不特定多数の皆様が利用する施設であり、受動喫煙による健康への影響が大き

いと考えられるほか、たばこの火による安全面やポイ捨てに伴う美化に係る課題等がござ

いますので、喫煙者と非喫煙者双方の御意見を伺いながら、今後の取組を進めてまいりま

す。 

 水道システムの再構築についての御質問でございますが、現在、人口減少などによる水

需要の減少や施設の老朽化、災害時のリスクなどに対処するため、県内５水道事業者にお

いて連携して施設整備計画の取りまとめを進めていると聞いております。この計画の実施

に向けて利用者の負担軽減を図るため、県内５水道事業者が一層緊密に連携しながら、国

庫補助金の適用などについて関係省庁へ要請してまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○議長 青木功雄 藤倉副市長。 
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   〔副市長 藤倉茂起登壇〕 

○副市長 藤倉茂起 坂戸小学校校舎等増築事業費についての御質問でございますが、本

工事におきましては、関係局区の連携が不十分だったため、工事費の増額が生じたことや、

工期延長により学校に大きな影響を及ぼしたこととなり、児童や保護者、地域の方々に多

大な御迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳なく思っております。今回の案件につきまし

ては、担当部局より、昨年６月と本年２月に、保護者や地域の方々にこれまでの経緯を御

説明するとともに、謝罪をさせていただいたところでございます。今後の再発防止の取組

につきましては、調査設計段階から関係局区がより緊密な情報共有を図り、十分な連携を

図るよう指示したところでございまして、関係部署間において定期的な情報共有の場の設

定などに取り組んでおります。今後につきましては、私自らも早期の段階からの積極的な

調整などに努めてまいります。本工事につきましては、安全管理に留意し、早期完成に向

け取り組んでまいります。以上でございます。 

○議長 青木功雄 教育長。 

   〔教育長 小田嶋 満登壇〕 

○教育長 小田嶋 満 旅費の不正受給等に係る再発防止策についての御質問でございま

すが、今回の事案は、児童生徒や保護者をはじめとする市民の皆様の信頼を裏切るもので

あり、教育行政の責任者として大変重く受け止めております。服務規律の確保に向け、こ

れまでも機会あるごとにその徹底を図ってきたところでございますが、改めて文書による

通達や合同校長会議、各種研修会など、あらゆる機会を捉えて繰り返し注意喚起を行うと

ともに、学校現場の実態に見合った仕組みも構築しながら、再発防止に取り組んでまいり

ます。以上でございます。 

○議長 青木功雄 上下水道事業管理者。 

   〔上下水道事業管理者 大澤太郎登壇〕 

○上下水道事業管理者 大澤太郎 上下水道局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 災害リスク等を踏まえた上下水道ビジョンなどについての御質問でございますが、初め

に、本市の人口につきましては、人口の増加のスピードは想定より鈍化しておりますが、

現在の上下水道ビジョン及び中期計画には大きな影響はないものと考えております。また、

災害リスクにつきましては、強靱な上下水道の構築を目指し、施設や管路、管渠の耐震化

等を進めておるところでございまして、令和元年東日本台風を踏まえた浸水リスクへの対

応についても、令和３年度末に策定した中期計画に織り込んでいることなどから、リスク

の見直しには至らないものと考えております。こうしたことから、令和７年度で計画期間

が満了する現計画による耐震化等の災害対策を引き続き進めてまいりたいと考えておりま

す。次に、次期ビジョン等の策定に向けた留意点などにつきましては、検討を今年度から

開始したところでございまして、最新の人口動態など事業を取り巻く環境の変化や能登半

島地震の検証等を踏まえながら、より強靱な上下水道の構築に向けて策定してまいります。

以上でございます。 

○議長 青木功雄 総務企画局長。 

   〔総務企画局長 中川耕二登壇〕 

○総務企画局長 中川耕二 総務企画局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、市制100周年記念事業についての御質問でございますが、記念事業の実施に当た
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りましては、この先100年に向けた川崎市の成長の機会となるよう、川崎に愛着と誇りを持

ち、自らまちに関わり、まちを盛り上げる企業、団体、市民の方々を一人でも多く増やし

ていくことが重要であると認識しております。川崎に関わる多くの方々に、記念事業を知

って関わっていただけるよう、主要駅等へのシティドレッシングや公式ウェブサイト、ニ

ュースレターによる情報発信など、多様な広報媒体を活用しながら、記念事業のコンセプ

トや、これまでに創出された事業等について積極的な広報を引き続き実施してまいります。

また、市民や実行委員会に参画していない企業、団体等の皆様の参加の仕組みであるパー

トナー主催事業制度について、市民団体等の集まりの場で説明を実施するなど、様々な機

会を通じて周知や対話を重ねることで記念事業への参加を促し、多様で多彩な事業を生み

出すとともに、多くの方々に川崎の幅広い魅力を知ってもらう機会としてまいります。 

 次に、押印見直しについての御質問でございますが、本市では行政手続のオンライン化

等のデジタル化を推進するため、川崎市申請書等の押印見直しに関する方針を策定し、令

和３年４月から申請書への押印等の原則廃止を推進してまいりました。押印見直しの進捗

につきましては、令和５年４月時点で4,150件、90.6％が廃止されており、現時点で押印が

必要となる申請書等につきましては、法令等に定めのあるものや、入札書等、文書の真正

性を担保するため実印の押印を求めているものなどがございます。また、市民から直接意

見を聴取しておりませんが、押印を廃止し、手続をオンライン化することにより、来庁せ

ずに手続を行うことが可能となることから、引き続き、本方針等に基づき、押印廃止の取

組を進めてまいります。また、押印を廃止した場合の本人の確認につきましては、国の通

知において、必要に応じてＩＤ・パスワード方式による認証、本人確認書類による確認等

の手法が示されていることから、通知の内容等も踏まえ、引き続き適正な確認が行われる

よう周知してまいります。申請手法の改善等につきましては、令和５年４月に手続の原則

オンライン化を実施し、現在、市民により分かりやすい申請フォームの作成等について庁

内に周知しているところでございまして、負担軽減や利便性向上に向けて引き続き取り組

んでまいります。以上でございます。 

○議長 青木功雄 財政局長。 

   〔財政局長 白鳥滋之登壇〕 

○財政局長 白鳥滋之 財政局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、収支フレームについての御質問でございますが、現在、税収増につながる賃金

の上昇が物価の上昇に追いついていないことなどから、歳出の増加が歳入の増加を上回り、

収支不足が拡大している状況にございます。物価上昇から税収への反映には時間差が生じ

ますことから、今後の実質賃金をはじめとした社会経済状況の動向を注視していく必要が

あると考えております。また、今後も物価高騰の継続や、ふるさと納税による減収額の拡

大等の厳しい財政環境が見込まれますことから、税源涵養や行財政改革に積極的に取り組

むなど、令和８年度の収支均衡に向けて効率的な財政運営に努めてまいります。次に、令

和９年度以降の収支見通しを視野に置いた予算編成についてでございますが、現在の社会

経済環境は大きな変わり目にありますことから、令和９年度以降を正確に見通すことは困

難でございますが、高齢化の進展、生産年齢人口の減少、社会保障関連経費の増加等が想

定されるなど、厳しい財政環境は中長期的にも継続することが見込まれます。そのような

状況においても成長可能となるよう、将来の税源涵養に資する取組を推進するなど、持続
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可能な行財政基盤の構築に向けて、令和６年度予算編成作業を行ったところでございます。 

 次に、市債残高等の将来推計についての御質問でございますが、令和６年度予算を踏ま

えた推計につきましては、算出の基礎となる市債発行額を令和７年度から令和13年度まで

は収支フレーム及び収支見通しに合わせ、令和14年度以降は令和13年度と同額とし、金利

変動等を加味した上で試算しているものでございます。また、財政運営の基本的な考え方

におきましては、取組目標の一つとして、プライマリーバランスの安定的な黒字の確保を

設定するとともに、財政状況を把握するための指標として、市民１人当たり市債残高等の

将来負担についての５項目を設定しております。今後も市債残高等の推計や将来負担に関

する財政指標等を踏まえて、市債の発行が過度な将来負担とならないよう減債基金への積

立てを着実に行うなど、適切な財政運営に努めてまいります。 

 次に、市内経済状況等についての御質問でございますが、総務省が公表した令和５年家

計調査報告における１世帯当たりの食料への支出は、前年に対し、実質的に2.2％の減とな

っております。本市の令和５年12月における消費者物価指数は、食料をはじめとする多く

の費目で全国平均より低いものとなっておりますが、市内の食料への支出につきましても、

実質的に減となる傾向は全国と同様であると考えております。一方、国におきましては、

景気は緩やかに回復しているとしておりまして、本市におきましても、市内金融機関が公

表している中小企業の景気見通しから景気は回復傾向にあるものと考えております。これ

らの状況から、今まさにマイナスにとどまっている実質賃金がプラスとなり、本格的な景

気回復、経済の好循環につながるかどうかの局面にあると認識しております。国全体の経

済の活性化、賃上げの実現等は基礎自治体単独での対応は困難であり、国における対応が

不可欠でありますことから、様々な機会を捉え国に対し要請するとともに、本市予算にお

きましても、市内経済の活性化や税源涵養に資する事業に取り組んでいるところでござい

ます。 

 次に、公営企業会計に対する繰出金についての御質問でございますが、一般会計から公

営企業会計に対して支出する繰出金につきましては、毎年度、総務大臣が定める繰出基準

を基本として執行しているところでございます。この基準は、地方公営企業の経営の基本

原則である経済性の発揮と公共の福祉の増進の両立のため、一般会計が負担する経費の基

準を定めているものでございます。また、この基準は、各自治体が政策的に繰り出しを行

うことを否定しているものではございませんが、いずれの事業につきましても、地方公営

企業法の規定等により、事業の経営に伴う収入をもって安定的に運営することが原則とさ

れておりますことから、一義的には収入の確保や経費の削減により対応すべきものと考え

ております。 

 次に、ふるさと納税についての御質問でございますが、ふるさと納税の影響を市民の皆

様に身近なこととして理解していただく取組につきましては、昨年11月には、税務広報ポ

スターに印字した二次元コードを活用して、市税が身近な市民生活に使われていることや、

ふるさと納税による市税流出の実態を詳しくお伝えしたところでございます。また、今回

お示しした令和６年度川崎市予算案についてにおきましては、ふるさと納税の状況と身近

な施策の財政負担の状況を見開きで作成するなど、改善を図りながら周知に取り組んでい

るところでございます。次に、国への要請活動についてでございますが、これまでも指定

都市市長会、九都県市首脳会議など、本市と同様に減収の影響が大きな都市と連携した要
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請活動を行っているところでございますが、抜本的な制度改善は進んでいないのが現状で

ございます。こうした要請活動につきましては引き続き実施してまいりますが、市政への

影響を少しでも抑えるため、制度の限界を見極めながら、稼げる返礼品の開発に向けて全

力で取り組むよう市長から指示を受けているところでございます。令和６年度につきまし

ては、こうした寄附受入額の拡大に向けて、本市の強みを最大限に生かした稼げる返礼品

の充実やポータルサイトの拡充などの取組をしっかりと進めてまいります。以上でござい

ます。 

○議長 青木功雄 市民文化局長。 

   〔市民文化局長 中村 茂登壇〕 

○市民文化局長 中村 茂 市民文化局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、大師・田島コミュニティセンターについての御質問でございますが、こども文

化センターにおきましては、子どもを取り巻く問題が複雑多様化する中で、子どもの居場

所の充実を図るとともに、多世代交流、地域交流などを通じた多くの人との関わりの中で、

地域の大人と子どもたちとの顔の見える関係づくり、地域社会全体で見守り、支える仕組

みづくりを推進していく必要があることなどが課題となっております。また、老人いこい

の家におきましては、利用団体が固定化する傾向にあることや、利用者の年齢上昇が進ん

でいることから、介護予防や健康づくり等の取組をより効果的に実施するとともに、比較

的若い高齢者の新規利用者を確保、定着させていく必要があることなどが課題として挙が

っているところでございます。本施設におきましては、これまでの両施設の機能を継承し、

子どもや高齢者が安心して活動できる場を提供しつつ、複合化により機能を拡充し、多く

の方に御利用いただくことで、利用者同士の新たなつながり、交流が育まれ、世代を超え

て多様な価値観を持つ人と出会い、様々な体験や活動をする機会が創出されるなど、より

一層、課題解決に向けた取組の充実が図られるものと考えております。 

 次に、支所と指定管理者の連携についてでございますが、本施設は、子どもや高齢者を

はじめとする多世代が交流できる地域の居場所や身近な活動の場を提供し、共に支え合う

地域づくりにつなげることを目指しており、同じ建物内で地域振興や地域防災などの機能

を有する支所と、民間事業者ならではのアイデアやノウハウを持つ指定管理者が連携し、

地域づくりに関する情報共有や地域で活動する様々な主体間のコーディネートを行うな

ど、相乗効果が発揮されることが重要であると考えております。次に、複合化後のこども

文化センター等の敷地・建物利用についてでございますが、大師につきましては、大師公

園内にあることから、パークマネジメント推進方針を踏まえ公園としての活用を基本とし、

また、田島につきましては、第３期資産マネジメントの考え方に基づき、他の行政用途へ

の転用や売却、貸付け等の資産保有の最適化に向け、関係局において検討を進めることと

なっているところでございます。 

 次に、若者文化創造発信拠点についての御質問でございますが、カワサキ文化会館は、

民間活力を活用し、令和４年８月末に京急川崎駅前に開館したものでございまして、令和

７年３月末までの期間限定の施設となっております。本施設は、日常的に若者文化を体験

できる施設として、開館から本年１月までの17か月で約４万人の方に利用されているとと

もに、地域人材との連携や、利用者同士の新たなコミュニティから生まれたイベント等も

行われているほか、様々な大会が開催されるなど、市内外への本市の若者文化の情報発信
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がなされ、若者文化創造発信拠点としての役割を果たしているものと考えております。今

後、令和10年10月に開館が予定されている民間アリーナにおきましても、若者文化のコン

テンツを取り入れた施設整備が検討されていることから、現施設で形成された人材やネッ

トワーク、ノウハウ等を引き継ぎ、コミュニティの形成と若者文化の発信拠点としての機

能を途切れることなくつなぎ、将来的に民間活力による持続的な創造発信を図っていくた

め、それまでの間、３年程度の仮設施設を設置することとしたものでございます。 

 次に、スポーツ施設整備事業費についての御質問でございますが、スポーツセンター等

における空調設備につきましては、地球温暖化による熱中症対策等のため、順次設備が設

置されていない大体育室等への整備を進めているところであり、令和５年３月に幸、麻生

のスポーツセンターへ設置が完了し、本年３月には高津スポーツセンターへの設置を予定

しているところでございまして、石川記念武道館におきましては、令和５年度から設計を

行い、令和６年度に設置工事を行うこととしております。幸スポーツセンター大体育室の

空調につきましては、エアコンが稼働しているのに暖かくならないのはなぜか、全空調機

器が稼働しても運転しない機器があると感じさせるほどの寒さであるなどの御意見が指定

管理者に寄せられております。こうしたことを受けまして、まちづくり局で調査を行い、

設置されている全ての空調機器が正常に稼働している状況を確認したところでございます

が、今後は指定管理者等と連携しながら、より効果的な空調設備の運用等に取り組み、利

用環境の改善に努めてまいります。石川記念武道館の空調設備設置に係る設置方針と設置

効果につきましては、当該施設を利用される皆様が安全で快適に御利用いただけるよう、

関係局区と協議調整しながら現在設計を進めているところでございます。以上でございま

す。 

○議長 青木功雄 経済労働局長。 

   〔経済労働局長 久万竜司登壇〕 

○経済労働局長 久万竜司 経済労働局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、北部市場における災害対応についての御質問でございますが、北部市場におけ

る受援訓練の実施状況につきましては、令和３年度と令和４年度に、広域物資輸送拠点と

して、国のプッシュ型支援を想定した機能発揮を目的に訓練を実施しているところでござ

います。訓練実施により明らかとなった課題につきましては、場内事業者及び運送事業者

の参加を得て、支援物資の受入れから地域内輸送拠点への輸送を実施した令和３年度の訓

練において、発災時の様々な状況に対応するための荷さばきやトラックの待機に必要なス

ペースの確保、場内事業者との連携の確保等を課題として認識したところでございます。

北部市場に送付される物資等につきましては、大規模災害時において、国の首都直下地震

における具体的な応急対策活動に関する計画により、広域物資輸送拠点である北部市場に

対して、発災後４日目から７日目に実施される国のプッシュ型支援の総量として、食料約

255万食、携帯トイレ、簡易トイレ約160万回分、毛布約２万枚等を含めた物資が輸送され

ることとなっております。これらの保管及び搬出入に必要とされる面積につきましては、

外部有識者や民間事業者等による川崎市災害時支援物資受援体制検討委員会での検討を踏

まえ、約9,000平方メートルとしております。 

 整備期間中における大規模災害時の対応につきましては、現在、北部市場では、基本計

画案にローリング工事のモデルケースを掲載し、民間事業者の創意工夫やノウハウの発揮
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によるさらなる効率的な工事計画の提案を誘導するとともに、複数事業者の参画による競

争性を確保するため、要求水準等の精査を行っているところでございます。今後、ＰＦＩ

事業選定に際しての民間事業者からの提案を踏まえ、工事の各段階における敷地内での災

害対応の場所等を検討するとともに、発災時には、本市の被災状況も踏まえ、危機管理本

部と連携し、必要な機能が発揮できるよう検討を進めてまいります。支援物資の保管等に

関する市場機能と連携するエリアの施設計画につきましては、機能更新後は、現市場の課

題である災害時における支援物資の関連業務と早期復興に必要な食品流通に関する市場本

来の業務が併存、同時進行できる体制の構築を図るため、支援物資の集積等は、原則とし

て市場機能連携エリアが担うこととしております。そのため、基本計画案において、市場

機能連携エリアの活用事業者に対し、市と災害時における連携協定の締結等を図るととも

に、物資の集積等に必要なスペースの確保や災害対応に必要な施設構造等への配慮を行う

ことを定めております。北部市場が災害時において、本市における支援物資の重要な拠点

として臨機応変に、かつ最大限の有効活用が図られるよう、必要条件の精査等、関係局と

連携し、早期に整備してまいりたいと考えております。 

 次に、都市農業施策についての御質問でございますが、令和６年度予算案で農業費にお

いて増額となる主な内容といたしましては、次期農業振興計画の改定に向けた各種調査等

の経費として318万円増、東京都稲城市と多摩区にまたがる大丸用水土地改良区の用水堰改

修工事等の経費として約105万円増、農業技術センターの老朽化に伴う改修工事の経費とし

て約415万円増となっております。農産物の盗難対策等につきましては、ＪＡセレサ川崎、

農業委員会及び本市が連携して、防犯用センサーライトやカメラの設置等について支援を

行ってきたところでございます。また、既存の支援制度で盗難対策にも役立つ多目的防災

網の設置を農業者に御案内することにより、必要な対策に役立てることとしたものでござ

います。今後に向けましては、関係団体等と連携して、盗難等の最新の実態を把握し、効

果的な盗難対策等に取り組んでまいります。 

 次に、梨剪定枝の処分に係る生産者への聴取結果につきましては、現在、生産者のうち

52人に対面調査を行い、剪定枝の粉砕などにより自ら活用されている方が41人、事業系一

般廃棄物として処理されている方が11人でございまして、こうした中で、発生量等の問題

で困られている方が４人でございました。多摩川緑地バーベキュー広場での剪定枝の活用

につきましては、今年度は２件の梨生産者が剪定枝約400キログラムをバーベキュー用のま

きとして持ち込んだところでございまして、廉価で香りがよいことから、広場の指定管理

者から継続利用の希望があると伺っております。剪定枝の活用は資源循環等の観点から重

要でございますことから、今後に向けましては、バーベキュー用のまきとしての活用を広

げるとともに、剪定枝がより多くの方々に利用していただけるよう、農業関係者をはじめ

活用が想定される事業者などに働きかけてまいります。 

 生産緑地の現状につきましては、令和６年２月１日現在の指定面積は251.7ヘクタール、

1,586か所でございまして、特定生産緑地への移行申出状況につきましては、今年度に期限

を迎えた生産緑地において6.2ヘクタール、62か所で、指定申出割合は面積ベースで88.2％

となっております。都市農業活性化連携フォーラムにつきましては、市民をはじめ、農商

工の多様な主体の連携を図ることで、農産物の付加価値の向上や地域の活性化等を図るこ

とを目的に平成28年度から実施しているものでございまして、これまでの開催により、農
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業に関心のある事業者間の交流促進、参加された農業者による新しい栽培方法や、ＩＣＴ

を活用した省力化の試みにつながったことなど一定の成果があったものと考えておりま

す。本事業につきましては、これまでの取組により、事業者間の連携が一定程度図られた

ことなどから、開催の規模や手法を見直すなどの効率化を図ってきたところでございます

が、次期農業振興計画の策定に向けて様々な方々から御意見を伺う必要がありますことか

ら、当該フォーラムの開催手法等について改めて検討してまいります。 

 ＪＡセレサ川崎との人事交流につきましては、ＪＡセレサ川崎から本市に派遣されてい

る行政実務研修員には、農業の生産性向上や新規就農を促進する業務等を担当していただ

いており、本市からＪＡセレサ川崎に派遣している職員は、農商工連携や食農教育等の業

務に従事しているところでございます。こうした人事交流により、相互の業務連携が円滑

になったことや、職員の人材育成にも大きく寄与したところでございます。今後に向けま

しては、当該人事交流は、農業振興や人材育成の観点から重要でございますことから、継

続してまいりたいと考えております。 

 次に、新川崎・創造のもりの機能更新についての御質問でございますが、近隣町内会等

への説明につきましては、幸区とも連携し、今回の基本的な考え方案の公表に合わせて、

創造のもり地区の地元である日吉地区町内会連絡協議会や幸区町内会連合会の常任理事会

の場で御説明したところでございます。また、Ｋ２タウンキャンパスに隣接するさいわい

ふるさと公園の維持管理について、さいわいふるさと公園管理運営協議会に属する３団体

の方々に御協力いただいておりますことから、同協議会への御説明と意見交換も行ってい

るところでございます。こうした地元への説明の中では、地域に開かれた憩いの空間の形

成等に向けた様々な御意見をいただいておりますが、今後に向けましても、様々な機会を

通じ、地域住民の皆様や創造のもりで活動される方々との継続的な情報共有、意見交換を

行いながら、機能更新に向けた取組を推進してまいります。 

 次に、新川崎マッチング展等についての御質問でございますが、新川崎マッチング展に

つきましては、新川崎地区に立地する企業等の優れた製品や技術を広く情報発信し、具体

的な協業や商談につなげることを目的として、令和４年度から開催しているものでござい

ます。第１回目は、かわさき新産業創造センター、ＡＩＲＢＩＣで開催し、第２回目とな

る今年度は、参加者がアクセスしやすい交通利便性や展示会とセミナーの同時開催による

集客性、会場配置の自由度等を考慮し、川崎市コンベンションホールを会場として１月末

に半日の日程で開催したところでございます。当日の出展及び登壇者は30団体35人、来場

者数は144人、合計参加者数は179人でございました。また、個別のマッチングを目的とし

た交流会の参加者は63人でございまして、参加者からは、短時間で効率的に多くの方と接

点が持てた、交流したい業種の企業に出会えたといった御意見をいただいており、新たな

協業、商談のきっかけづくりとして一定の効果があったものと認識しております。今後に

つきましては、マッチング展の継続的な開催に向けて、出展者、来場者の御意見等を踏ま

えながら、効果的な開催方法等について関係者と協議してまいります。 

 新川崎・創造のもりにおける経済安全保障への取組につきましては、最先端の研究開発

に取り組む同地区では、技術流出防止対策等が重要であると考えております。新川崎マッ

チング展におきましてもそうしたことを踏まえた講演を実施したところでございまして、

今後の同地区における機能更新においては、量子や半導体等の最先端コンピューティング
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技術の拠点形成を目指しておりますことから、高度なセキュリティ機能が必要となります。

現在、有識者へのヒアリング等を通じて先進事例を調査するなど検討を進めているところ

でございますが、国内の他の拠点にはない経済安全保障に配慮した機能が新川崎・創造の

もりに整備されることにより、国際的な研究開発拠点へと発展させることができるものと

考えているところでございます。 

 次に、能登半島地震に伴う中小企業等への特別相談窓口についての御質問でございます

が、同窓口につきましては、中小企業等からの資金繰りや経営に関する相談を受け付ける

ため、本市、市産業振興財団及び市信用保証協会が連携して、１月４日にそれぞれ相談窓

口を開設したものでございます。相談状況等につきましては、２月19日現在、市産業振興

財団において事業所の被災に関する相談が１件ございまして、国による支援策の御案内等

を行ったところでございます。今後に向けましても、経済団体等を通じて、中小企業等へ

の影響、団体等から被災地への支援内容などについてヒアリングにより把握し、中小企業

等への必要な支援を実施してまいります。以上でございます。 

○議長 青木功雄 環境局長。 

   〔環境局長 三田村有也登壇〕 

○環境局長 三田村有也 環境局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則等の改正についての御質問でご

ざいますが、制度１の特定建築物太陽光発電設備等導入制度におきましては、本市では、

原則として太陽光発電設備の設置を推奨してまいりたいと考えておりますが、太陽光発電

設備以外の利用促進策については、義務対象者が事業形態等を踏まえ、太陽熱における温

水供給や地中熱による空調など様々な設備の中から選択できる制度として、事業者にとっ

て利用しやすい再エネ設備が導入できるよう規則等に示してまいりたいと考えておりま

す。次に、太陽光発電設備につきましては、条例において、太陽光を電気に変換する設備

と規定しておりますので、ペロブスカイト太陽電池も太陽光発電設備として扱うものでご

ざいまして、その他の新技術につきましても、普及状況により、必要に応じて規則等の変

更により対応をしてまいります。次に、大規模建築物の工場等の設置基準量の下限、上限

につきましては、市内に近年建設された大規模建築物の実績調査において、工場等は、マ

ンションやオフィスビル等の工場等以外と比べて規模が大きく、同じ延べ床面積でも屋根

面積が約２倍であるなど、太陽光発電設備の設置ポテンシャルが高いことから、工場等を

大きく設定したものでございます。また、工場等の設置基準量は、駐車場や倉庫のような

電力をあまり消費しない業種の建築物の消費電力も勘案しながら義務量を設定したところ

でございますが、時間帯により余剰電力が生じた場合には、売電等の対応も可能と考えて

おります。 

 次に、代替措置としてのオフサイトにつきましては、義務対象者が再エネ導入の義務を

果たしやすい制度とするため、市内外ともに設置した太陽光発電設備で発電した電力を市

内の義務対象建築物で利用することを条件とするもので、加えて市内の既存建築物に太陽

光発電設備を新設する場合には、当該既存建築物で利用することも認めるものでございま

す。こうした代替措置につきましては、本市の脱炭素社会の実現に向けた再エネ導入量の

目標達成のため、市内建築物への再エネ設備の設置を優先するよう本制度の中で運用して

まいります。次に、大規模建築物の公表制度につきましては、建築主の計画書等に基づい
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て再エネの導入量や適合状況などを公表することで、事業活動のＰＲ効果ともなりますの

で、建築主の義務履行を誘導できるものと考えております。万が一、義務を履行しなかっ

た場合においては、市は条例に基づく報告や立入調査、さらには勧告や公表の制度を用い、

適正な履行を促してまいります。次に、支援制度につきましては、中小企業者等の設置す

る太陽光発電設備等を補助対象とした市内事業者エコ化支援補助金の運用とともに、対象

者に対して分かりやすい制度説明や情報提供等の支援を行ってまいります。 

 次に、制度２の特定建築事業者太陽光発電設備導入制度の代替措置についてでございま

すが、オフサイト設置を代替措置とした場合につきましては、義務対象の建築事業者が指

定する再エネ電力を、義務対象ではない居住者等が継続的に利用することが前提となりま

すが、一方、居住者等は電力購入先を変更する可能性があるため、建築事業者の義務の履

行が保証されず、代替措置と位置づけなかったものでございます。次に、代替措置の対象

となる再生可能エネルギーの種類につきましては、風力や水力発電は、現時点では市街地

でのエネルギー利用が難しい設備であるため代替措置の対象としないこととし、今回お示

しした条例施行規則等の改正の考え方の資料では、代替措置の種類として、太陽熱及び地

中熱利用設備を位置づけるとともに、エネルギー単位の換算例を記載したところでござい

ます。次に、代替措置としての既存建築物への太陽光発電設備の新設につきましては、オ

ンサイト利用を想定しているところでございます。 

 次に、太陽光発電設備施工ＩＤ等取得支援事業等についての御質問でございますが、本

事業の参加者数につきましては、市内の28社から合計75名の方の参加がございました。参

加者からは、今後の事業展開に役立つ、講義内容に満足したといった好意的な御意見をい

ただいたところでございます。また、参加募集方法につきましては、市ホームページのほ

か、市内中小事業者で電気などの本市登録事業者への御案内をするとともに、川崎市工業

団体連合会や川崎市電設工業会など関係団体の会議等で本研修を紹介するなど、様々な機

会を捉えて本事業の周知に努めたところでございます。次に、本事業の対象としたメーカ

ーについてでございますが、国内の住宅用太陽光発電設備のシェアの多いメーカーを抽出

した上で、本事業に参加意向のあるメーカーを選定したところでございます。また、今後

の支援につきましては、事業経験の浅い事業者などを対象とした設備設置に係る研修の実

施など、新たな取組を検討してまいりたいと考えております。次に、再生可能エネルギー

に係る市内中小事業者への支援につきましては、現在運用する市内事業者エコ化支援補助

金において、太陽光発電設備のほか、太陽熱利用設備、風力発電設備などを補助対象とし

ているところでございます。今後も国の動向や技術開発状況等を注視しながら、創エネ機

器などのニーズの高まりに合わせた、より効果的な導入促進策を適宜検討するなど、地球

温暖化対策を推進してまいります。 

 次に、川崎未来エナジー株式会社についての御質問でございますが、電力価格につきま

しては、直近の電力市場や大手電力会社の標準的な価格など、社会動向を踏まえ、市域へ

の再エネ普及などの事業効果や市の歳入歳出、会社の事業収支も考慮して設定したもので

ございます。電力調達やその供給方法につきましては、再エネの地産地消をより一層推進

するため、市が保有する廃棄物発電を調達し、当面の期間、その半分程度を公共施設へ供

給するとともに、夜間や休日など公共施設での使用が少ない時間帯の電力を余剰分として、

出資企業である事業パートナーのネットワークを介して市域の民間需要家へ取次ぎ供給す
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るものでございます。市場からの電力調達比率につきましては、有識者の意見や他の自治

体新電力の事例も踏まえ、市場価格が高騰した場合においても会社の事業運営の安定化が

図られるよう、市場からの調達比率を10％程度までに抑えるものでございます。川崎未来

エナジーとの電力供給契約でございますが、201契約の内訳につきましては、市立学校等の

教育関連施設で168契約、区役所・出張所等の区役所施設で11契約、その他環境局所管施設

や消防施設等で22契約となっております。 

 次に、電力料金の比較でございますが、令和６年度の予定電力量をベースに、令和５年

度の再エネ100％電力の単価と令和６年度の契約予定単価で試算しますと、令和５年度の電

力料金は約17億6,800万円、令和６年度は約17億4,400万円となり、年間で約2,400万円の削

減効果が見込まれるところでございます。次に、契約方法についてでございますが、同社

は、川崎市地球温暖化対策推進基本計画等に基づき、再エネの地産地消の推進や、市域の

温室効果ガス排出量の削減等を目的に設立された会社であり、本市と締結した政策連携と

利益活用等に関する協定により、本市の廃棄物発電を本市の公共施設に供給できる唯一の

事業者であることから、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による随意契約とする

ものでございます。また、電力供給と電力売却との関係についてでございますが、廃棄物

発電は市域の再エネ普及促進のための重要な電源であることから、同社に売却し、この電

力を市公共施設や市内民間企業等で有効活用することで、市域の再エネ普及や電力の地産

地消を図るものでございます。次に、電気料金につきましては、調達電力の大部分を市の

廃棄物発電や非ＦＩＴ太陽光などの相対電源を発電事業者から一定の価格で直接調達する

ことで、市場価格の変動に左右されにくい料金設定とするものでございます。また、本事

業に必要な支出経費につきましては、全額事業収益で回収するものでございます。以上で

ございます。 

○議長 青木功雄 健康福祉局長。 

   〔健康福祉局長 石渡一城登壇〕 

○健康福祉局長 石渡一城 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、障害者雇用についての御質問でございますが、法定雇用率は、民間企業では現

在2.3％、令和６年４月には2.5％、令和８年７月には2.7％、国及び地方自治体は現在2.6％、

令和６年４月には2.8％、令和８年７月には3.0％まで段階的に引き上げられる予定となっ

ております。次に、令和５年６月１日現在、川崎市役所の実雇用率は2.84％で、法定雇用

率2.6％を達成している状況でございます。また、市内企業では、横浜市鶴見区を含むハロ

ーワーク川崎・川崎北管内の法定雇用率達成割合は43.0％となっております。次に、未達

成企業への罰則でございますが、障害者雇用促進法では、事業主から不足分１人当たり月

額５万円の障害者雇用納付金を国の機構に納付することとなっております。加えて、国は

障害者雇入れ計画の作成命令と適正実施の勧告を行い、これに従わない場合は企業名を公

表できるとされており、改善が見られない企業を公表しております。 

 次に、企業訪問やワンストップサービス以外の支援につきましては、人員確保に課題の

ある企業に対し、経済労働局と連携し、支援ニーズを把握し、障害者雇用に関心がある場

合は、企業応援センターかわさき、ハローワーク等と共に訪問による相談支援を行ってお

ります。次に、障害特性と就労についての課題につきましては、令和６年４月から、精神

障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者が週10時間以上就労する場合においても法定
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雇用率の算定対象となることから、雇用までの企業側への手厚い支援と雇用就労後の定着

支援が課題となるものと考えております。次に、販路確保・拡大につきましては、障害者

施設における工賃の向上及び就労意欲の喚起につながるものと認識しておりますので、こ

れまでの取組に加え、カタログギフトの内容の充実、活用や、経済労働局等と連携した取

組について検討してまいります。 

 次に、看護師確保対策についての御質問でございますが、本市といたしましては、高齢

化の進展などにより看護ニーズが高まる中、新規養成、定着促進、再就業支援といった３

本柱の施策を掲げ、川崎市看護協会と連携しながら様々な取組を進めているところでござ

います。看護師等修学資金貸与制度につきましては、市内の医療施設等に就職し、一定期

間看護業務に従事することを条件に資金の返還を免除していることから、限られた対象者

数ではあるものの、直近５年間で卒業した対象者の市内就職率は９割以上となっており、

定着促進という側面において、一定の成果は得られてきたものと考えております。今後に

つきましては、さらなる看護ニーズの高まりや人口減少などの社会環境の変化を見据えた

対策を講じていく必要があるものと考えておりますので、関係団体と密に連携を図りなが

ら、より効果的な修学資金貸付制度の執行方法等について検証、検討を行ってまいりたい

と存じます。 

 次に、社会福祉協議会への職員派遣についての御質問でございますが、地域包括ケアシ

ステムの第３段階に向けては、ニーズの複雑化、多様化に伴う生活課題への対応を図るた

め、さらなる個別支援の充実と地域力の向上を目指し、地域住民による活動を通じた生活

課題の早期発見や課題解決に向けた専門支援機関等との連携強化に取り組んでいく必要が

あると考えております。派遣の目的といたしましては、協議会の会員である社会福祉法人

や地区社会福祉協議会等との結びつきを強め、本市が持つネットワーク等との連携の強化

を図るため、来年度から部長級を含めた２名の職員を派遣することを予定しております。

社会福祉協議会は、民生委員児童委員をはじめとして、社会福祉関係者等の参加協働の下、

地域で気軽に集えるサロン活動の実施や、地域福祉活動の担い手づくり、ボランティア活

動に関する相談など様々な活動を通じて地域福祉の推進に取り組んでおりますので、本市

が進める地域包括ケアの構築に向けて、社会福祉協議会のこれまでの実績や特性を踏まえ、

推進役としての役割を担っていただきたいと考えているところでございます。 

 次に、ＨＰＶワクチン接種についての御質問でございますが、キャッチアップ接種の状

況につきましては、令和４年度の制度開始から令和５年12月接種分までの合計で１万7,379

件となっております。当該ワクチンは３回の接種に６か月程度の期間を必要とすることか

ら、制度の期限までに、より多くの接種機会を確保できるよう、例年７月から発送してい

た個別通知を令和６年度は前倒して４月中に送付する予定としております。あわせて、市

ホームページ、ＳＮＳなどを活用し、確実な周知を行ってまいります。また、令和４年４

月以降のＨＰＶワクチンに関する相談につきましては、予防接種後の副反応など５件の相

談を受け付けております。 

 次に、介護保険制度についての御質問でございますが、第９期介護保険事業計画期間の

保険料算定につきましては、基準額に区分される第６段階の被保険者数は、令和６年度に

おいて３万4,991人、第10段階以上の被保険者数は３万8,500人と推計しているところでご

ざいまして、本市被保険者数31万974人に占める割合は、それぞれ11.3％、12.4％でござい
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ます。また、国においては、自己負担２割となる被保険者を合計所得金額が原則160万円以

上と定めており、令和６年度において本市該当者数は８万5,699人と推計しているところで

ございまして、被保険者に占める割合は27.6％でございます。以上でございます。 

○議長 青木功雄 原議員に申し上げます。ここで休憩をお諮りいたしたいと思いますの

で、御了承願います。 

 お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 青木功雄 御異議ないものと認めます。暫時休憩いたします。再開は午後１時と

いたします。 

                午後０時３分休憩 

          －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

                午後０時59分再開 

   〔局長「ただいまの出席議員副議長とも57人」と報告〕 

○副議長 岩隈千尋 会議を再開いたします。 

 休憩前に引き続き、自民党の代表質問に対する答弁を願います。こども未来局長。 

   〔こども未来局長 阿部浩二登壇〕 

○こども未来局長 阿部浩二 こども未来局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、子ども施策についての御質問でございますが、地方財政計画等に係る国の動向

でございますが、地方公共団体が、こども未来戦略に基づく取組に合わせて、子ども・子

育て支援機能強化に係る施設整備や、子育て関連施設の環境改善を速やかに実施できるよ

う、令和６年度の地方財政対策として、仮称こども・子育て支援事業債の創設等が示され

ているところでございます。同戦略では、若い世代の所得を増やす、社会全体の構造、意

識を変える、全ての子ども・子育て世帯を切れ目なく支援するの３つを基本理念とし、子

ども・子育て政策の抜本的な強化に取り組むこととされたところでございますので、本市

といたしましても、国の財源に係る拡充内容を注視するとともに、最大限活用を図りなが

ら、施策を推進してまいりたいと存じます。 

 次に、保育所等における多子世帯支援についての御質問でございますが、認可保育所等

の保育料につきましては、現在、きょうだいの年齢が離れている場合などは多子軽減制度

の対象にならないことから、令和６年４月からは、保護者と生計が同一の子どもが２人以

上いる場合、きょうだいの年齢、利用施設等にかかわらず、第２子を半額、第３子以降を

無料とするよう制度の拡充を図ってまいります。また、一時保育事業、年度限定型保育事

業につきましても、令和６年４月から同様の拡充を図ってまいります。さらに、川崎認定

保育園につきましては、現在、川崎認定保育園在園児童のきょうだいが保育所等を利用す

る場合に、保育料から最大１万円を軽減しているところでございますが、令和６年４月か

らは、認可保育所等と同様に、きょうだいの年齢、利用施設等にかかわらず、第２子以降

の保育料軽減額を最大１万6,000円に拡充を図ってまいります。 

 次に、養育費確保支援事業についての御質問でございますが、初めに、公正証書等の作

成に対する補助実績につきましては、令和４年度の交付実績が23件、令和５年度は２月19

日時点で46件でございます。一方、養育費確保に係る保証契約に対する補助につきまして

は、令和４年度は２件、令和５年度は２月19日時点で３件でございます。公正証書等の作
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成に対する補助制度は令和４年度の創設から周知に努めており、一定の増加が見られると

ころでございますが、保証契約の利用につきましては、保険会社が設定する様々な条件か

ら利用できる方が限定されるなどの状況があり、実績が伸びない要因となっていると考え

られます。次に、令和６年度の補助制度の拡充についてでございますが、公正証書等の作

成に対する補助につきましては、養育費の支払いに関する当事者間での話合い自体が困難

であるケースも多いと想定されることから、新たに弁護士への依頼に係る費用や、認証

ＡＤＲ事業者の利用料について補助の対象とするものでございます。これにより、当事者

間協議で取決め内容がまとまらない場合に、専門家の介入を選択することが容易になり、

養育費に関する取決めの促進につながるものと考えております。また、養育費の確保に係

る保証契約に対する補助につきましては、養育費の支払いが滞った場合に取り得る手段の

幅を広げるため、財産開示や強制執行といった養育費の回収のための手続を弁護士に委任

する際の費用について新たに補助対象とするものでございまして、養育費の継続的な受け

取りにつながるものと考えております。 

 次に、産後ケア事業についての御質問でございますが、助産所へ行く日帰り型につきま

しては、現在１回90分としており、その実施内容は母体のケアや育児に関する助言指導等

が中心でございますが、宿泊までは必要としないが休息したいという母親に対し、助産所

等に６時間滞在するコースを新設し、本年10月から実施するよう準備を進めてまいります。

次に、利用料金につきましては、国の補助事業を活用し、本年４月から宿泊型、日帰り型、

訪問型の全ての種別において、１回につき2,500円、最大５回まで事業者に対して補助する

こととしており、これにより利用者負担の軽減につながるものと考えております。 

 次に、妊産婦等生活援助事業についての御質問でございますが、本事業は、児童福祉法

の改正に伴い、特定妊婦や出産後も支援を行うことが特に必要と認められる産婦等に対し、

子どもと分離することなく、通所または入居の形態により居場所や食事の提供を行う生活

支援を実施しながら、妊娠への悩みや子どもの養育、自立に向けた相談支援を行うことに

より、安心した生活ができるようにするものでございます。事業の実施主体は児童福祉施

設等が想定され、利用日数や対象者等、事業の運営や支援内容につきましては、今後国が

発出する予定のガイドライン等を参考にしながら、実施に向けて取組を進めてまいりたい

と存じます。 

 次に、こども誰でも通園制度についての御質問でございますが、令和５年度保育所の空

き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業の効果につきましては、現在、

こども家庭庁と連携してアンケート等を実施し、検証しているところでございますが、本

市におきましては、モデル事業の実施を通じて、支援の必要な家庭等への対応における関

係機関との連携について検討を行い、情報提供の判断基準や報告様式等の整備につなげた

ところでございます。課題といたしましては、円滑な利用のための予約管理等の手法や、

支援が必要な家庭に対して継続的な利用につなげるための対応方法等について検討が必要

だと考えております。 

 次に、令和５年度補正予算に計上している新たな試行的事業につきましては、全ての子

どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に

対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、現行の

幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず、時
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間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付の創設を見据えたものとされております。具体

的には、保育所等に通っていない６か月から２歳までの子どもを対象に、１人当たり月10

時間を上限として保育所等の施設で受入れを行うものであり、本市における対象者数は約

１万3,000人を見込んでおります。今後のスケジュールにつきましては、３月中に市内事業

者への公募を行った上で、４月以降に公立を含め、各区３施設、全市で21施設を目安に選

定し、市のホームページや子育てアプリ等による保護者への周知を行いながら、６月中に

事業を開始することとしております。また、事業を進める中で、利用状況、効果や課題、

保護者や保育者の声などについて情報収集を行い、その状況等について国に報告すること

となっております。次に、総合支援システムにつきましては、空き枠の検索や予約等がで

きる予約管理機能や、利用者情報や利用実績等の管理ができるデータ管理機能を有するも

のとして、本格実施を開始する令和７年度から利用できるよう国が開発を進めると伺って

おりますので、引き続き国の動向等を注視してまいりたいと存じます。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 まちづくり局長。 

   〔まちづくり局長 藤原 徹登壇〕 

○まちづくり局長 藤原 徹 まちづくり局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、木造住宅の耐震無料相談会についての御質問でございますが、能登半島地震の

発生後に地震に対する不安を感じる市民からの問合せが数多く寄せられていることから、

住まいの耐震診断や耐震改修に関して建築士に直接相談できる相談会を、２月に幸区、３

月に高津区で、計２回開催することとしたものでございます。第１回相談会につきまして

は、２月17日の土曜日にラゾーナ川崎プラザで開催された備えるフェスタ2024において、

95組の方に能登半島地震の建物被害の発生状況や耐震化の重要性等について詳しく説明

し、そのうち６組の方に対して、建築士による相談を実施したところでございます。第２

回相談会につきましては、３月18日の月曜日に高津区役所１階にて実施する予定でござい

ます。現在、市ホームページや市政だより、チラシの配架、ポスターの掲示、その他様々

な媒体により周知に取り組んでいるところでございます。今後につきましても、様々な機

会を捉えながら耐震化の推進に努めてまいります。 

 次に、登戸２号街区公園についての御質問でございますが、初めに、当該公園の取組に

つきましては、令和３年３月から市と地域住民が協働して、公園のレイアウトや完成後の

管理運営協議会の活動の在り方などの検討を行ってきたところでございます。その中で、

公園のより一層の魅力向上につながるようなカフェや、人々が集える施設の設置を求める

意見が多くあったことなどを踏まえ、民間活力による公園整備の可能性について検討を進

めてまいりました。その後、ＰＰＰプラットフォーム意見交換会やサウンディング型市場

調査を実施し、当該公園の活用について民間事業者のニーズが見込まれたことから、民間

事業者のアイデアやノウハウを最大限に生かして、地域からの要望の実現に加え、当該公

園の維持管理水準や利便性を高め、さらなる魅力向上に取り組んでいくことを目的として、

Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度を活用することといたしました。次に、事業者の選定方法につきま

しては、募集に関する条件や選定手続等を提示した公募設置等指針を定めて公募を行い、

学識経験者等で構成する川崎市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会の審議を経て決

定してまいります。 

 次に、公募条件等につきましては、地域の要望に加え、住宅地の街区公園という特性や
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事業性の確保にも配慮し、収益施設や地域交流スペースのほか、トイレ、ベンチ、テーブ

ルの整備、日常における公園全体の見回りやごみ拾い等の清掃美化活動などを設定してま

いります。また、期待される効果につきましては、収益施設による公園のサービス・機能

向上や、地域交流スペースの創出などによる地域への貢献、整備費及び管理費等の市の財

政負担の軽減などがございます。次に、災害時の対応につきましては、川崎市地域防災計

画及び多摩区地域防災計画を踏まえ、地域住民や自主防災組織等と連携し、施設利用者の

避難誘導や応急対策を行うとともに、災害時に本市からの要請を受けたときは協力するこ

となどを公募設置等指針の中で求めてまいります。次に、事業の展開につきましては、飲

食店等の整備に合わせ、地域交流スペースを確保することで、多世代の方々が集う地域交

流やにぎわいの創出に寄与することを期待しております。次に、事業開始後の地域との関

わり方につきましては、募集提案の中で、地元町内会や管理運営協議会等との連携体制に

ついて提案いただくこととしております。次に、事業期間の終了時につきましては、事業

者が収益施設等を撤去し、公園としての復旧整備を行った後に市に返還することとしてお

ります。次に、事業期間中の撤退等の取扱いにつきましては、公募設置等指針の中で、第

三者の事業承継による継続か事業終了時の取扱いと同様としております。 

 次に、川崎市手数料条例の一部改正についての御質問でございますが、初めに、本改正

により認定の対象となる建築物につきましては、接道義務または道路内建築制限が既存不

適格となっている建築物を対象とするものでございます。本市においては、接道義務また

は道路内建築制限の規定が昭和25年から適用されていることから、今回の認定制度は、そ

れ以前から建つ建築物のみが対象となるため、該当する物件はほとんどないものと考えて

おります。次に、本改正で可能となる大規模修繕につきましては、制度上は接道義務が不

適格の場合については、利用者の増加が見込まれる用途変更を伴わないもの、道路内建築

制限が不適格な場合については、周囲の環境を悪化させるおそれのある形態の変更を伴わ

ないもので、それぞれ特定行政庁が支障がないと認めるものについて、外壁、屋根の省エ

ネ改修等が可能となるものでございます。 

 次に、空き家等対策についての御質問でございますが、初めに、空家等対策の推進に関

する特別措置法の改正に伴う国の動向等につきましては、改正法の公布後、説明等が数回

実施され、昨年12月には、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基

本的な指針や、管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るた

めに必要な指針など、空き家等対策に必要な情報提供等がなされたところでございます。

次に、法改正後の本市の空き家等対策に関する取組につきましては、現在国から示された

指針等に基づき、特定空家化の未然防止や、特定空家等の除却等を推進するため、本年９

月末をめどに第２期川崎市空家等対策計画の一部改定や、管理不全空家等判定基準の策定、

特定空家等判定基準の改定、管理不全空家等対策ガイドラインの見直し等に取り組んでい

るところでございます。今後は新たに設けられた管理不全空家等への法的措置や、相続人

が不存在の空き家等に対して財産管理制度による対応等を実施してまいります。 

 次に、坂戸小学校校舎等増築事業費についての御質問でございますが、初めに、工期の

延長期間につきましては、水路構造物が判明したことで、工事中の水路機能保全や歩道等

の安全性確保の検討実施のため約8.5か月要したことに加え、近年の建設技能労働者不足の

影響により工事が約3.5か月遅れる見込みであるとの工事請負者からの申出があったこと
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から、完成期限を令和６年２月29日から約12か月延長する見込みでございます。次に、増

額費用の内訳につきましては、約５億6,000万円のうち、水路機能保全等に伴う変更で約１

億9,000万円、建築コストの高騰で約２億9,000万円、その他の児童用仮設通路の追加整備

等で約8,000万円となっております。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 建設緑政局長。 

   〔建設緑政局長 福田賢一登壇〕 

○建設緑政局長 福田賢一 建設緑政局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、全国都市緑化かわさきフェアについての御質問でございますが、植物調達体制

につきましては、昨年10月に川崎市造園建設業協同組合、セレサ川崎農業協同組合、川崎

市公園緑地協会により、植物調達から施工、維持管理を実施する協議会を組織したところ

でございます。植物監理者につきましては、植物調達に関する全体の進行管理や植物育成

状況の確認、植物の受入れ検査などを行い、協議会の業務が円滑かつ適正に実施できるよ

う、来年度、専門的な知見や経験を有する事業者へ委託する予定としております。次に、

植物調達の数量につきましては、市場等からの調達を約28万株、市内生産者から約８万株、

市内の小中学生等による育成を約７万株と計画し、現在、調達先と協議会による契約等の

準備を進めているところでございまして、本年９月には、植物の搬入、植付け、維持管理

に着手してまいります。 

 次に、ＪＲ南武線連続立体交差事業についての御質問でございますが、初めに、本事業

は現在、本市域の矢向駅から武蔵小杉駅までの区間について都市計画などの手続を進めて

おりまして、事業認可の取得後、工事着手まで５年程度を見込んでいることから、これま

でも横浜市域の矢向駅周辺については、横浜市域と本市域の同時完成に向けて、横浜市に

協力を求めているところでございます。横浜市につきましては、平成27年４月に公表した

踏切整備計画において、南武線矢向駅周辺ほか４区間を連続立体交差候補区間に位置づけ

ておりますが、平成28年３月に公表した踏切安全対策実施計画において、相模鉄道本線鶴

ヶ峰駅周辺を最も優先的に事業化の検討を進める区間としております。次に、今後の見通

しにつきましては、横浜市は、令和４年６月に相模鉄道本線鶴ヶ峰駅付近連続立体交差事

業の認可を取得し、現在事業を進めているところでございますが、今後につきましても、

横浜市・川崎市道路行政連絡会議など様々な機会を活用し、横浜市域と本市域の同時完成

に向けて、横浜市に協力を求めてまいります。 

 次に、都市計画決定の時期を変更した理由につきましては、別線高架工法への変更に伴

って生じる都市高速鉄道と都市計画道路が重複する箇所について、当初は道路法の区域と

せず、高架下の公共利用に含めることとして調整してまいりましたが、国から助言を受け、

道路法の区域として検討するため、国や鉄道事業者などと再調整を行っているものでござ

います。用地取得のスケジュールにつきましては、これまでに行った地権者に対するアン

ケート調査において、移転時期の希望や移転先の紹介などの要望を伺っておりますことか

ら、これらを踏まえた用地取得計画を作成するとともに、民間事業者と連携した情報提供

の手法など必要な仕組みづくりを行うことにより、令和11年度の高架化工事の着手に向け

て計画的に用地の取得を進めてまいります。次に、中丸子老人いこいの家の仮移設につき

ましては、仮設建物は現施設から徒歩３分ほどの場所で、現施設と同様の諸室を備える予

定であり、これまでの利便性を継続できるものと考えております。次に、仮移設費等につ
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きましては、本事業の予算に計上してございます。 

 次に、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度についての御質問でございますが、初めに、本市における

実績につきましては、これまで池上新町南緑道、富士見公園、橘公園の３か所において本

制度を導入しており、このうち池上新町南緑道の整備が完了し、供用開始しているところ

でございます。次に、池上新町南緑道における導入効果につきましては、市道皐橋水江町

線沿道における交通レスト機能の充実と緑道の環境改善に向けて、公募対象公園施設とな

るコンビニエンスストアの設置と緑道の再整備を行っており、コンビニエンスストアの収

益を大型車等の駐車場や緑道の維持管理に充てることで、緑道の維持管理水準や安全性の

向上などが図られているところでございます。次に、他都市の事例につきましては、登戸

２号街区公園に類似するものとして、東京都渋谷区の北谷公園などがございまして、これ

らでは、より魅力ある公園やエリア価値の向上を目指して、飲食、物販などの公募対象公

園施設の整備を行い、公園利用者のサービス向上や地域のにぎわい創出が図られていると

ころでございます。 

 次に、等々力陸上競技場のネーミングライツについての御質問でございますが、等々力

緑地では、ＰＦＩ法に基づく事業手法を活用し、再編整備と管理運営を含めた一体の事業

として、令和５年４月から等々力緑地再編整備・運営等事業を進めているところでござい

ます。初めに、等々力緑地でのネーミングライツにつきましては、等々力緑地再編整備実

施計画の改定に当たり、学識経験者や公募市民等で構成する等々力緑地再編整備計画推進

委員会や事業手法検討部会において、持続可能な公園経営の実現に向けて、新たな財源の

一つとして検討を進め、本事業の契約に事業者が実施を必須とする自主事業として位置づ

けたものであり、事業者から提案を受けた本市が審査し、等々力陸上競技場への導入に至

ったところでございます。次に、検討経緯につきましては、陸上競技場の改修などに伴い

検討した経緯はございますが、本事業を契機に効果的な導入を図ったところでございます。

次に、審査委員会等につきましては、関係局区で構成する等々力緑地ネーミングライツ審

査委員会において、ネーミングライツパートナーの適格性や愛称、期間、価格などの募集

条件を定め、本年１月に条件などの適合性について審査したところでございます。 

 次に、募集方法につきましては、民間のノウハウを活用することで、行政が直接募集す

る場合に比べ事務の効率化が図られ、財政負担の削減効果が期待できるものと考えており

ます。次に、ネーミングライツ料につきましては、これまで広く認知されてきた等々力に

親しみを持つ市民や利用者がいることから、地名や施設が分かる愛称とすることなどを条

件としているほか、再編整備の影響により契約期間が短くなる可能性があることなどを踏

まえ、これらの条件や広告効果などを勘案し、ネーミングライツパートナー企業が設定し

た価格でございます。次に、他の施設への導入例につきましては、Ｊリーグのホームスタ

ジアムについて、収容人員や施設規模、ネーミングライツ料等を調査整理し、本市の審査

の目安としたところでございます。次に、Ｊリーグのホームスタジアムのうち、民間所有

施設につきましては、ネーミングライツの導入について、価格や募集方法などが公表され

ていないため、公共施設との相違点につきましては把握できておりません。次に、周辺施

設のネーミングライツ料につきましては、企業等が対象施設の広告効果や期間等の導入条

件などを考慮して設定するものと考えているところでございます。 

 次に、緑地内の各施設への導入予定につきましては、ネーミングライツが新たな財源の
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確保や市有財産の活用の観点から有効な手法の一つであることから、引き続き事業者と連

携し取り組んでまいります。次に、川崎フロンターレへの影響につきましては、今回のネ

ーミングライツの導入に伴うチームの評価に関する御意見などは伺ってございません。次

に、等々力陸上競技場のネーミングライツ料につきましては、本事業が緑地全体を事業区

域としていることから、当該施設に限らず緑地内で活用するものでございまして、本市で

は等々力緑地再編整備推進事業費に計上し、事業者では本事業の収入として、それぞれ等々

力緑地で実施する管理運営、整備等に充当していくこととしてございます。 

 次に、公園内の受動喫煙対策についての御質問でございますが、初めに、喫煙に関する

公園利用者からの意見につきましては、令和３年度に７件、令和４年度に11件、令和５年

度は１月末時点で12件寄せられており、その内容といたしましては、子どもが遊具で遊ん

でいるにもかかわらずその近くで吸っている人がいる、ベンチやブランコ周辺が吸い殻ば

かり、健康面での不安もあるため公園の喫煙ルールの厳格化をしてほしいなどでございま

す。次に、公園での取組につきましては、今年度当初、短期間に集中的に意見をいただい

たことを契機に、関係部局と課題の共有を図り、今後の対応について意見交換を実施した

ものでございまして、これを踏まえて検討した結果、施設管理者による対応として取り組

むこととしたところでございます。次に、取組内容につきましては、これまでに利用者か

らの意見があった公園の中から、立地特性や規模などを踏まえ６公園を選定し、本年３月

から４月までの61日間において禁煙化の試行実施を行うものでございます。試行期間中は、

禁煙に御協力いただけるよう対象公園の入り口等に周知看板を設置し、適宜、パトロール

を実施するとともに、利用者に対して手渡しによるアンケートを実施いたします。また、

今後のスケジュールにつきましては、試行実施の結果や、令和６年度に実施予定のパブリ

ックコメント等で寄せられる御意見を踏まえながら、公園内における喫煙に関する方針を

取りまとめ、令和７年度からの本格実施に向けて取組を進めてまいります。 

 次に、農業用水路についての御質問でございますが、初めに、本市の水路につきまして

は、震災発生時を想定した管理方針はございませんが、通常の維持管理において、所管す

る区役所道路公園センターが定期的にパトロールを実施し、除草やしゅんせつなどを行う

とともに、補修が必要な箇所につきましては、水路の機能を維持するため速やかに補修工

事を実施しておりますので、震災時にも被害の最小化が図れるよう、引き続き適切な維持

管理に努めてまいります。次に、震災によって水路が破損している状況で出水期を迎えた

場合につきましては、被害箇所を把握した上で、障害物の除去や土のうの設置などの応急

対策を行い、被害の拡大防止と速やかな雨水排水機能の確保に努めてまいります。以上で

ございます。 

○副議長 岩隈千尋 臨海部国際戦略本部長。 

   〔臨海部国際戦略本部長 玉井一彦登壇〕 

○臨海部国際戦略本部長 玉井一彦 臨海部国際戦略本部関係の御質問にお答え申し上げ

ます。 

 キングスカイフロントについての御質問でございますが、大和ハウス工業が開発を進め

る殿町プロジェクトにつきましては、平成25年に締結した包括協定に基づき、国際戦略拠

点のさらなる推進に向けて相互に連携協力してまちづくりに取り組んでまいりました。具

体的な成果といたしましては、慶應義塾大学殿町タウンキャンパスやライフサイエンス分
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野におけるグローバル企業の集積にとどまらず、研究活動を活性化する交流促進機能など

の導入を推進し、キングスカイフロントの拠点価値の向上を進めてまいりました。今後に

つきましても、ライフサイエンス・環境分野等における先端的な企業の集積とともに、ス

タートアップの誘致などにより、オープンイノベーション拠点としての価値向上に向けた

取組を進めてまいりたいと考えております。次に、高水準、高機能な拠点整備の予定とい

たしましては、災害時の安全対策につながる電線類の地中化や、多摩川沿いのサイン設置

を進めているところでございます。具体的には、電線類地中化につきましては、令和６年

度中の事業完了を目指し、今年度に電線共同溝の工事を終え、来年度に舗装の復旧と電柱

の撤去を実施する予定でございます。また、羽田空港側へＰＲ情報を発信するサインにつ

きましては、本年６月頃の完成を目指しているところでございます。今後も、世界最先端

のライフサイエンス拠点にふさわしい良好な環境整備に取り組んでまいりたいと存じま

す。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 危機管理監。 

   〔危機管理監 飯塚 豊登壇〕 

○危機管理監 飯塚 豊 危機管理本部関係の御質問にお答え申し上げます。 

 令和６年能登半島地震の支援についての御質問でございますが、初めに、支援状況につ

きましては、これまで国や石川県、指定都市市長会等の支援要請に基づき、緊急消防援助

隊やＤＭＡＴ等の派遣のほか、応急給水支援、避難所運営支援など延べ約2,600人の職員を

派遣してきたところでございまして、派遣に当たっては、近隣の指定都市等と現地の状況

等について適宜情報共有を図っております。次に、本市在住の方の被災状況につきまして

は具体的には把握しておりませんが、発災が年始だったことから、帰省等で被災地に滞在

していた方もおられ、それぞれ現地の支援等を受けながら自力で帰宅されたものと考えて

おります。 

 次に、派遣職員の安全確保や健康管理につきましては、余震が続く中で身を守るため、

危機管理本部が所有するヘルメットや安全靴を用意したほか、避難所運営支援に当たる現

地派遣された職員と定時にオンライン会議を開催し、職員の活動状況を確認しているとこ

ろでございます。また、職員が安心して休めるよう、インフラが比較的早期に復旧し始め

た石川県志賀町にホテルを確保し、地元のバス事業者に活動場所である避難所までの送迎

を委託するなど、それぞれの支援内容や派遣先の状況に応じて安全確保等に必要な対応を

行っております。次に、現時点での被災者の受入れにつきましては、２世帯３名の方に市

営住宅を提供するとともに、令和６年能登半島地震被災者支援等寄附金を活用し、エアコ

ン、冷蔵庫等の生活備品を用意するなどの支援を行っているところでございます。以上で

ございます。 

○副議長 岩隈千尋 病院局長。 

   〔病院局長 森 有作登壇〕 

○病院局長 森 有作 病院局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 多摩病院における令和４年度の点検評価結果についての御質問でございますが、職場に

対する総合的な職員満足度につきましては、令和４年度の目標値40％に対して、実績値は

31.2％でございました。目標値を下回った要因につきましては、新型コロナウイルス感染

症の流行に伴い、外来患者の感染チェックなどの新たな業務負担が生じたことに加え、感
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染防止のため、院内での食事は１人でとることにするなど職員に厳しい行動制限を課した

ことから、結果としてコミュニケーション不足による孤独感を感じる職員が増えたことな

どによるものと指定管理者から伺っております。また、専門及び認定看護師数につきまし

ては、令和４年度の配置目標値12名に対して実績値は11名でございまして、認定看護師１

名が進学のため休職していたため、実績値には計上しなかったことによるものでございま

す。 

 次に、多摩病院における職場環境についての御質問でございますが、働きやすい職場環

境の整備を推進するためには総合的な取組が必要と考えておりまして、次期市立病院中期

経営計画における多摩病院の取組といたしましては、看護助手の増員のほか、医師の事務

作業を補助する職員の確保、入退院支援業務の拡充、限定された薬の処方や検査の指示を

出すことのできる看護師、いわゆるナースプラクティショナーの増員などにより、医療従

事者の負担軽減を図っていくこととしております。また、コロナ禍における職員に対する

厳しい行動制限の緩和などにより、職員間のコミュニケーションの活性化を図り、併せて

チャットボットの活用による業務負担の軽減や時差出勤の実施など、職員のワーク・ライ

フ・バランスにも配慮した取組を行い、職員満足度の向上に努めていくと指定管理者から

伺っているところでございます。 

 次に、収支見込みについての御質問でございますが、川崎病院につきましては、令和７

年度に新しい救命救急センター棟の運用開始を予定しているほか、既存棟の改修により、

内視鏡治療センターの拡張などを予定しております。収支見込みにおきましては、これら

の取組に伴う給与費や減価償却費等の増加を見込んだ一方で、救急患者の受入れ体制の強

化が図られることなどにより、患者数や診療単価が増加し、収支が改善することを見込ん

でおります。井田病院につきましては、令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症の専

用病床を多く提供したことなどにより患者数が減少し、収支が悪化している状況にござい

ます。新たな経営計画におきましては、患者の紹介、逆紹介の推進など地域医療連携の取

組のほか、救急医療の強化を一層進めることとしておりまして、こうした取組により、ま

ずは患者数をコロナ禍前の水準にまで回復させ、材料費や光熱費などの経費が増加する中

でも、収支の改善を目指してまいります。 

 次に、指定管理者制度についての御質問でございますが、多摩病院につきましては、学

校法人聖マリアンナ医科大学が宮前区内の本院に救命救急センター等を設置しており、救

急等についての緊密な連携が期待できること、また、医師や看護師等を養成しており、医

療従事者の万全な確保が期待できることなどから、同法人を指定管理者に指定し、平成18

年２月に開院しております。多摩病院におきましては、開設後、現在に至るまで、法人内

にて蓄積されたノウハウを活用した安定的かつ良質な医療サービスが市民に提供されてお

り、また、効率的な経営が行われているものと考えております。多摩病院の運営形態につ

きましては、現時点では大きな課題はないものと考えておりますが、築後18年が経過する

施設設備の老朽化等の対応や、将来的には、令和18年３月に終了となる現在の指定管理期

間を見据えた取組が必要になるものと考えているところでございます。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 消防局長。 

   〔消防局長 原田俊一登壇〕 

○消防局長 原田俊一 消防局関係の御質問にお答え申し上げます。 
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 消防Live映像通信システムについての御質問でございますが、初めに、現場の映像を送

信してもらい消防指令センターで確認できた件数につきましては、12月１日の運用開始か

ら２月21日まで13件でございまして、高速道路上の交通事故の状況や負傷者のけがの程度

が確認できた事例、火災の通報で現場の特定や煙の状況が確認できた事例など、有効に活

用できているところでございます。次に、消防指令センターで対応ができなかった理由に

つきましては、本システムは119番を受信する消防指令システムとは別の専用端末であり、

当該時間帯に救急要請等の通報が集中していたため、119番の受信を優先したことにより、

本システムの操作をする通信員の確保ができなかったものでございます。次に、課題等に

つきましては、本システムの運用には複数の通信員が必要となっており、効率的な運用が

重要と認識しているところでございます。今後につきましては、活用状況やシステム更新

の機会などを捉え、機器の配置や運用等について検討してまいります。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 教育次長。 

   〔教育次長 池之上健一登壇〕 

○教育次長 池之上健一 教育委員会関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、不登校対策についての御質問でございますが、不登校対策の充実に向けた指針

の策定に当たりましては、不登校傾向にある生徒へのアンケートや親の会へのヒアリング

等を通して当事者の声を把握するとともに、川崎市不登校対策に係る懇談会において、有

識者等からの意見を聴取したところでございます。次に、心理面に対する支援につきまし

ては、不登校の背景や要因等が多様化、複雑化しており、児童生徒及びその保護者によっ

て抱える不安や悩みが異なるため、心理面の適切なサポートは重要であると認識しており

ます。各学校では、児童生徒及びその保護者の状況に応じ、支援教育コーディネーターが

中心となり、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門職とも連携

した支援を実施しているところでございます。次に、ゆうゆう広場につきましては、次年

度、６か所ある広場のうち１か所において、現在の相談員に加え新たに支援スタッフを配

置し、不登校児童生徒の居場所としての機能をはじめ、基礎学力の定着やコミュニケーシ

ョン力の育成など、利用者一人一人の状態やニーズに応じたプログラムをモデル的に実施

してまいります。また、その他の広場におきましても、在籍校との連携強化や地域の保護

者に対する情報発信など、ゆうゆう広場全体の機能の充実に向けた取組を進めてまいりま

す。これらの取組を進めることで、不登校児童生徒一人一人の自己肯定感や学習意欲の向

上を図り、学校復帰や社会的自立に向けた一歩につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、教職員の懲戒処分等についての御質問でございますが、初めに、出張旅費の不正

受給の経緯につきましては、令和４年第５回市議会定例会での質疑を契機に、宮前区内の

小学校で不正受給が確認されたことから、令和５年３月に懲戒処分等を行い、その後に実

施した調査におきまして、出張時に自家用自動車等を使用したにもかかわらず、公共交通

機関を使用したものとして旅費を受給した者にヒアリングを行ったところでございます。

また、ＩＣカードによる出退勤登録の義務違反につきましては、令和５年第４回市議会定

例会での質疑を契機に、職員の出退勤情報の登録状況を確認したところ、ＩＣカードによ

る出退勤登録を怠った日数が多い職員がいることが判明し、その後に実施した調査におき

まして、該当する職員や出勤記録管理者にヒアリングを行ったところでございます。次に、

旅費の不正受給の実態につきましては、教職員の出張手続に関する理解不足により、結果
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として事実と異なる状況が生じたものと捉えております。 

 次に、自家用自動車等が出張に使用できないことにつきましては、これまで具体的な改

善要望はございませんが、今回の事案を受け、児童生徒への指導等により出張先の用務に

間に合わない場合があるなど、学校運営上の課題があることを改めて認識したところであ

り、他都市の状況も踏まえ、本年４月から自家用自動車等を出張時に使用できるよう新た

に基準を設け、各学校に通知したところでございます。次に、自家用自動車等を使用した

場合の出張旅費につきましては、川崎市旅費支給条例に基づき、車賃として１キロメート

ル当たりの定額を、有料駐車場等を使用した場合の駐車料金等として、日当の半額を上限

とする実費を支給してまいります。また、自家用自転車の使用につきましても同様の取扱

いとしてまいります。次に、出退勤登録の義務違反の理由につきましては、出退勤及び出

張時の打刻忘れによるものであり、ＩＣカードによる出退勤登録に対する意識が低かった

ものと考えております。ＩＣカードによる出退勤登録は、教育委員会職員服務規程に定め

る職員の果たすべき基本的な義務であり、現行の職員情報システムにおける出退勤管理に

ついて、改めて全職員が確実に取り組むよう、さらなる周知徹底を図ってまいります。 

 次に、川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業についての御質問でございますが、初

めに、選定部会の委員につきましては、幅広い専門的見地からの意見等を参考にするため、

関係部署と調整し、ＰＦＩに知見を有する学識経験者、法律、公共政策、経済、空気調和・

衛生設備、会計の分野から選任しており、教育委員会が委嘱したものでございます。次に、

学校関係者につきましては、他都市における学校空調ＰＦＩ事業の選定委員の経験者が複

数いることや、文部科学省の学校施設の環境に関する基礎的調査研究の委員を務める学識

経験者がいることから、学校施設の特徴等を踏まえた審査ができたものと考えております。

空調分野の専門家につきましては、空気調和・衛生工学会に所属し、同学会の複数の委員

会の委員を務めるとともに、公共建築協会の検討委員や様々な機関の委員を務めるなど空

調関係に知見を有する学識経験者を委員に選任しており、施工や維持管理に関する知見を

有しているものと考えております。 

 次に、プレゼンテーションにつきましては、入札公告の時点では実施を予定しておりま

したが、提案書から分かる内容のプレゼンテーションよりも、提案書から読み取れない内

容についての質疑応答や、委員の議論に十分な時間を確保する必要があると選定部会にお

いて判断し、実施しないこととしたものでございます。選定部会の運営に関する考え方は

事業内容によって異なるものと考えているところでございまして、本事業においては質疑

応答や議論の時間がより重要であったものと考えております。他の事例につきましては、

福岡市の学校空調ＰＦＩ事業において、入札公告の時点ではプレゼンテーションを予定し

ている旨の記載があったものの、プレゼンテーションを実施しなかった事例が３件ござい

ました。次に、議事録等の取扱いにつきましては、本市の民間活用推進方針に示されてい

るとおり、民間のアイデアやノウハウを最大限に活用するためには、民間が提案しやすい

環境を整えることが重要かつ必要であり、そのためには、提案内容の公表によって提案者

が不利益を被らないよう、できる限り配慮する必要があると考えております。一方で、議

案審査等に向けて可能な範囲で情報提供を行う必要があることから、選定部会の選定経過

や提案内容の評価結果、選定部会での具体的な評価内容、評価のポイント等を記載した審

査講評をお示ししているところでございます。提案者の利益保護と議会等への情報提供に
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つきましては、情報公開条例に基づき関係局と協議し、適切に対応してまいります。 

 次に、代表企業等の役割分担及び事業実施体制につきましては、代表企業、構成員、協

力企業の役割分担、事業実施体制、ＳＰＣ経営体制は確実な事業実施が期待できるか、窓

口の一元化など本市及び学校との効率的な連絡調整体制が明示されているかを評価の視点

としております。Ａグループは、川崎市内本店事業者を中心とした多数の企業により構成

されており、事業規模を踏まえた充実した事業実施体制が構築されている点が評価された

一方で、Ｂグループは、ＰＦＩ事業の実績がＡグループより多く、経験豊かな企業を中心

としたチーム構成となっており、各社の経験に基づくノウハウが生かされることへの期待

が評価されたものでございます。次に、市内企業の参加促進につきましては、代表企業、

構成員及び協力企業の体制のうち、市内企業の参画が促進されたものとなっているか、下

請企業の選定に当たり市内企業を積極的に活用する計画となっているかを評価の視点とし

ております。本事業は、ＷＴＯ政府調達協定の適用対象となっており、直接的な地域要件

を参入要件とすることはできないことから、市内企業が代表企業や構成企業として参画、

連携することや、直接業務を委託する協力企業として市内企業を選定することを加点項目

とするとともに、下請企業の選定に当たっての市内企業の積極的な活用につきましても、

その受注機会の確保の観点から評価されたものでございます。 

 次に、市内企業への発注に向けた取組につきましては、市内企業のみを対象に選定チー

ムを組成し選定リストを作成するほか、説明会の開催や、川崎市空調衛生工業会、川崎市

電設工業会に所属する企業をはじめとする市内企業との連携、対話を通じた本事業に関わ

る市内企業の関与の最大化などの提案をＢグループから受けております。モニタリングに

つきましては、提案内容が確実に履行されるよう、発注状況等について定期的に報告を求

め、状況を把握するなど適切に対応してまいります。また、２次下請以降の事業者の状況

につきましては、選定部会の審査講評において、地域経済の活性化に向けた地元事業者の

積極的な参画方策の具体化及び実行が示されており、事業契約書上、選定部会の意見や市

の要望事項を可能な限り尊重する旨を定めておりますので、提案内容の確実な履行や市内

企業の積極的な活用を求めてまいります。 

 次に、フレキシビリティへの配慮につきましては、両グループともに、冷暖房設備、換

気設備それぞれにおいて、選定機器は統一メーカーを採用した提案となっております。次

に、Ｂグループの長寿命化の提案内容につきましては、室内機能力を各室の時刻別最大負

荷に補正係数を使用して決定することや、補正後に決定された機器能力について、将来の

経年劣化を想定し、実負荷に対して10％以上の余裕を持たせること、連結型の室外機は、

ローテーション機能を用いて室外機の運転時間を平準化することにより機器の長寿命化を

図るなどの具体的な提案がございました。 

 次に、環境負荷低減に向けた設計・施工上の工夫につきましては、両グループともに、

ガス、電気のエネルギーのベストミックスを基本としたエネルギー種別の選定や、機器の

機能による汎用的な省エネ対策の実施の提案がなされている点が評価されたものでござい

ます。両グループともに、遠隔監視システムの導入についての提案がなされておりますが、

Ｂグループは、出力された実績データに基づく運用方法の助言やエネルギー消費量削減に

向けたマニュアル化の提案に資する遠隔監視システムの導入などの環境負荷低減に向けた

具体的な提案が複数あり、その点が評価されたものと考えております。次に、その他の環
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境負荷低減に係る工夫につきましては、リサイクル材やリサイクル性の高いエコマテリア

ルの積極的採用に努め、環境負荷低減に配慮することとする、既存設備の撤去に当たって

は資源の再資源化に配慮するものとし、オゾン層破壊の防止及び地球温暖化の防止に努め

る具体的な提案がなされているかを評価の視点としております。Ａグループは、再生フロ

ンガスの積極的な活用や回収したフロンガスの再生につながる取組等が評価されており、

その他の提案内容も含め、選定部会として優れた提案に該当するものと評価したものでご

ざいます。 

 次に、快適で健康的な室内環境維持のための工夫、配慮につきましては、Ｂグループは、

フィルター清掃等において学校現場に負担の少ない方法の提案等、快適で健康的な室内環

境の提供に向けた具体的な提案がなされた点をはじめ、機器のローテーション運転等、長

寿命化に配慮された提案がなされた点や、遠隔監視システムを用いた効率的な管理が提案

されている点が高く評価されたものでございます。なお、選定部会における審査は提案書

に記載の提案内容を基本として行うものであり、また、機器の運転機能の詳細設定は事業

者の提案に基づいて実施されるものであるため、提案書を基に評価されたものと考えてお

ります。次に、故障等の緊急時の対応方針、対策及び予防保全の工夫につきましては、両

グループともに、災害発生時の対応について市内企業と連携するなどの提案がございまし

たが、災害発生時の対応につきましては、Ｂグループは、各対象校の被災状況等を確認す

るなどのオペレーション方法の決定や、市内企業の被災を想定した市外構成員による災害

支援の実施など具体的な提案がなされている点が高く評価されたものでございます。 

 次に、エネルギー費用の削減につきましては、提案されたエネルギー方式及び空調機器

によって消費されることが見込まれるエネルギーの費用について、算定式を基に採点する

ものでございまして、提案の中で最も低いエネルギー費用を当該提案のエネルギー費用で

除したものを配点の50点に乗じ、点数としております。提案額は、入札条件に基づき事業

者が提案内容に応じて積算するものであり、その結果として、提案額に約1.6倍の差が生じ

たものでございます。次に、ライフサイクルコストに関する評価項目につきましては、平

成20年度から令和３年度までに実施した川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業をはじ

め、大阪府など他都市の学校空調ＰＦＩ事業においても評価項目としております。また、

提案内容と大きな乖離が出た場合の対応につきましては、事業契約書に基づき、サービス

対価の減額やエネルギーコストの負担を求めることとしております。 

 次に、坂戸小学校校舎等増築事業費についての御質問でございますが、市民の方々への

説明等についてでございますが、関係局区との連携に課題があり、事前の情報収集が不十

分だったことにより水路機能保全の検討等に時間を要し、完成時期が延期となったことに

つきましては、昨年６月に保護者や地域の方々に説明するとともに、謝罪したところでご

ざいます。また、建設技能労働者減少の影響等により、さらに完成時期が延期となったこ

とにつきましては、今月16日に説明会を開催し、児童や保護者、地域の方々に大きな影響

を与えることについて、改めておわび申し上げたところでございます。今後につきまして

は、市ホームページに当該工事の経緯について掲載するほか、関係局区と連携しながら工

事を円滑に進めるとともに、保護者等から子どもたちの運動機会の確保等について多くの

要望を受けておりますことから、その対応策を引き続き学校と検討してまいります。以上

でございます。 
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○副議長 岩隈千尋 原議員。 

   〔原 典之登壇〕 

○41番 原 典之 それぞれ御答弁ありがとうございました。それでは、再質問をする前

に意見要望を申し上げたいと思います。初めに、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度について申し上げ

ます。答弁によれば、期待される効果として、本市財政負担の軽減などとあります。しか

しながら、委員会説明においても、事業者が担当するエリアの設定などが明確になってお

らず、事業活動以外にはごみ拾いや清掃活動といった地元ボランティアによる活動範囲で

も収まるような部分しか見えていない状況です。事業者が収益を上げることによって、ど

のような効果を生み出したのか具体的に示すよう求めておきます。また、本来の公園施設

の機能を維持しながらも提供されるサービスが周辺施設と同様なものではなく、創意工夫

による質の高いものとなるよう取組を要望いたします。 

 次に、公園内の受動喫煙対策に向けた取組について要望をいたします。先ほどの市長答

弁及び建設緑政局長答弁では、具体的な分煙対策についてはお示しをいただけませんでし

た。試行実験後で結構ですので、公園の分煙対策についての具体的な取組を要望いたしま

す。 

 それでは、再質問をさせていただきます。 

 初めに、養育費確保支援事業について伺います。答弁では、令和６年度の補助制度の拡

充として、新たに弁護士への依頼に係る費用や認証ＡＤＲ事業者の利用料について補助の

対象にするとのことでしたが、事前のやり取りでは、認証ＡＤＲ事業者の利用料補助につ

いては、養育費について合意することが利用の条件であるとのことです。補助制度拡充の

制度設計に当たり、ＡＤＲの専門家から意見を聴いたのか伺います。合意することが利用

の条件とした理由について伺います。合意しないと助成が受けられないと心配し、不利な

条件で合意しようとしてしまう懸念があります。見解と対応を伺います。ＡＤＲの利用補

助制度がある練馬区や堺市も、制度検討当初は合意を条件と考えていたようですが、最終

的には合意を条件とはしない制度にしました。また、家裁の調停の申立て費用を補助して

いる市町村も多くありますが、いずれも成立を条件に補助している自治体はありません。

そもそもＡＤＲを利用しても、相手方がＡＤＲをすること自体に応じてくれないケースが

約３割、ＡＤＲで話し合ったけれども合意できないケースが約３割です。不応諾が心配で

申立て自体をしない方がいることを鑑みれば、本来の趣旨である養育費確保に向けた支援

策として、さらにＡＤＲの利用促進を図るためにも、合意を条件とせず、かかった費用の

一部を補助する制度とするべきです。見解と対応を伺います。 

 次に、医療費の適正化の観点で再質問します。市民が医療費適正化を自分事と捉えた活

動が進んでいますが、前回の市長答弁内容にもあったとおり、市として限られた医療資源

の最適活用を図ることは、施政方針の中でどの観点と結びついているのか伺います。また、

限られた医療資源の最適活用に当たって、健康増進、病気を予防する取組、必要な特定健

診の啓発等、既に拡充している市民の活動と効果的に連携を進めていくべきと考えますが、

具体的施策について伺います。 

 川崎未来エナジー株式会社の経営改善及び連携・活用に関する方針案について再度伺い

ます。再生可能エネルギー100％電力の供給の内訳について、市立学校等の教育関連施設が

168の契約、区役所・出張所等の区役所施設が11の契約、その他環境局所管施設と消防施設
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で22の契約で合計201の契約とのことで、令和５年度の電力料金と比較して、令和６年度は

約2,400万円の削減効果を見込んでいるとのことですが、削減金額の根拠について伺いま

す。あわせて、市立学校等168施設の令和５年度の電力料金の契約内容及び支払い電気料金

と令和６年度の見込み支払い料金について伺います。また、201契約は再生可能エネルギー

の何％に当たるのか伺います。契約予定の201施設の事業活動の過程において多くの電力が

消費されている中、省エネ機器の導入、最適な利用管理などの省エネ化、また太陽光発電

設備、廃熱発電設備の導入など創エネの取組が行われております。特に市立学校では、教

育委員会の計画に基づいて小中学校の直結給水化によるポンプ設備等の導入を促進してお

り、消費電力削減に努めております。消費電力削減の取組と営業収益確保の関係について

見解を伺います。また、本事業に必要な支出経費については、全額をその事業収入で回収

するとのことですが、全額事業収入で回収についてでありますが、これはあくまでも建前、

前提ではないと受け止めてよいのか伺います。加えて、川崎未来エナジー株式会社が地域

経済にどのような貢献、支援ができると考えられるのか、その関連についても伺います。

また、何らかの取組があれば伺います。 

 次に、川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業について再度伺います。プレゼンテー

ションが急遽なくなった理由について、提案書から読み取れない内容についての質疑応答

や、委員の議論に十分な時間を確保する必要があると選定部会において判断し、実施しな

いこととしたと答弁がありましたが、これでは、あたかもプレゼンテーションを行うと十

分な議論の時間の確保ができないかのような答弁です。200億円を超える大規模な事業にお

いて、両グループ共にプレゼンテーションがあることを想定した準備を進めていたことも

考慮すべきであり、予定していたプレゼンテーションも行った上で、十分な時間を確保し

て必要な議論を行っていただくことが本来あるべき流れではないのでしょうか。見解を伺

います。また、今後のＰＦＩ事業に関しても同様に、選定部会の判断でプレゼンテーショ

ンの要否を決定していくのか伺います。選定グループの提案概要では、川崎市空調衛生工

業会、川崎市電設工業会に属する企業を中心に計35社に対して、計83億円の下請業務を発

注することが提案されています。２次下請以降の事業者における市内企業の活用について

は、提案内容の確実な履行や市内企業の積極的な活用を求めていくと答弁がありました。

教育委員会として、市内事業者の参画方策を具体的にどのように求めていくのか伺います。

今後、原則として事業費の増額は認められるものではありませんが、教育委員会として見

解を伺います。また、本事業の進捗状況については、議会に対して適宜報告が必要と考え

ますが、見解を伺います。 

 議案第58号、令和５年度川崎市一般会計補正予算、スポーツ施設整備事業費について再

度伺います。石川記念武道館の空調設備設置について、当該施設を利用される皆様が安全

で快適に御利用いただけるよう、関係局区と協議調整しながら現在設計を進めているとの

答弁でした。安全で快適に御利用いただけるとはどういうことなのか、まさか空調が効か

ないとの声が寄せられている幸スポーツセンターの二の舞にならないのかどうかも併せて

伺います。柔道や剣道、合気道など格式ある利用団体や利用者が快く利用できるよう、景

観を損ねない空調設備にするために、利用団体や利用者、指定管理者等から意見要望を聴

取すべきだと考えますが、既にしたのか、していなければするつもりはあるのか伺います。

以上です。 
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○副議長 岩隈千尋 市長。 

○市長 福田紀彦 医療費の適正化等についての御質問でございますが、医療費の適正化

を進め、医療制度の持続可能性を確保していくためには、健康づくりや介護予防の推進と

ともに、医療資源の最適な形での活用が重要でございます。そのため、医療資源を含むあ

らゆる社会資源が限りあることを念頭に置きつつ、持続可能なまちづくりを進めていくた

め、地域包括ケアシステムの構築、ＳＤＧｓ未来都市の推進に取り組むことを施政方針に

位置づけております。今後も、医療資源の最適活用について、ＳＤＧｓプラットフォーム

などを活用し、市民の意識醸成と活動の活性化に取り組んでまいりたいと存じます。以上

でございます。 

○副議長 岩隈千尋 市民文化局長。 

○市民文化局長 中村 茂 スポーツ施設整備事業費についての御質問でございますが、

石川記念武道館の空調に関する設備設計につきましては、官庁施設に必要な安全性、快適

性などの品質、性能を確保するため、他の公共施設と同様に、建築設備の実施設計に関す

る標準的な手法を定めた国土交通省監修の建築設備設計基準に基づいて設計しているとこ

ろでございます。利用団体等からの意見要望につきましては、既に指定管理者が御意見を

伺っており、幸区役所を通じて把握しているところでございますが、引き続き、武道館の

施設運営等にも御協力いただいている武道関係団体等の皆様と意見交換を行ってまいりた

いと考えております。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 環境局長。 

○環境局長 三田村有也 川崎未来エナジー株式会社についての御質問でございますが、

再生可能エネルギー100％電力の供給に関する削減金額の根拠につきましては、令和５年度

の再エネ100％電力の施設や季節ごとのメニューを令和６年度の予定電力量に当てはめて

試算した金額と、令和６年度の契約予定金額を比較し、約2,400万円の削減効果が見込まれ

るものでございます。次に、市立学校等168施設の令和５年度の契約内容につきましては、

168施設のうち158施設は、当初、一般競争入札の応札者がなかったため、東京電力パワー

グリッドとの最終保障供給契約となりました。その後、電力市場が安定し、事業者の参加

も見込めたこともあり、９月に再度入札を行い、11月からコスモ石油マーケティングの再

エネ100％電力に切り替えております。残りの10施設につきましては、令和５年度当初から

再エネ100％電力の供給を受けているところでございます。なお、令和５年度電気料金の見

込額は約16億9,000万円で、令和６年度は約15億2,600万円と算定しております。次に、令

和６年度における川崎未来エナジーとの契約分、201契約の電力使用見込量といたしまして

は約53.8ギガワットアワーで、同社の市からの電力調達見込量である約110ギガワットアワ

ーに対して約48％となり、それ以外につきましては、事業パートナーのネットワークを介

し、市域の民間需要家へ供給することで再エネ電力の地産地消を進めてまいります。 

 次に、消費電力削減につきましては、脱炭素社会の実現に向け、創エネの取組とともに

重要な取組でありますので、会社の事業計画に各施設の削減見込量を反映するとともに、

新たな需要家を獲得することなどで営業収益を確保できるものと考えております。次に、

事業に必要な支出経費につきましては、総務省の指針に基づき、全額を事業収益で賄うこ

とを基本としております。次に、川崎未来エナジーの地域経済への貢献などにつきまして

は、同社を活用することで市域外に流出していたエネルギー資金が市域内で循環すること
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や、会社の収益による再エネ設備への投資等により地域経済効果が見込まれるところでご

ざいます。また、川崎未来エナジーを中心とした多様な主体との様々な市域内でのプロジ

ェクト組成を目指すとともに、市内中小企業へ発注可能な業務につきましては、優先的に

発注するよう会社へ求めているところでございます。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 こども未来局長。 

○こども未来局長 阿部浩二 養育費確保支援事業についての御質問でございますが、初

めに、令和６年度の制度拡充についてでございますが、拡充内容を検討するに当たりまし

ては、養育費確保に知見を有する神奈川県弁護士会川崎支部所属の弁護士数名から意見を

聴取したところでございます。次に、補助金の交付条件についてでございますが、本事業

は、公正証書等を作成した際の手数料の補助を実施するものでございまして、今回の拡充

におきましても、補助金交付の条件は変更せず、その過程に係る費用を補助対象に加えた

ものでございます。次に、本事業は、公正証書等の作成に対する補助を目的とするもので

ございますので、ＡＤＲの活用を含めて、多様な手段から最適なものを選択して活用して

いただければと考えております。次に、本事業の見直しについてでございますが、今回の

拡充につきましては、現在の補助制度をより効果的に実施することが養育費の取決めの促

進につながるものと考えておりますので、着実に取組を進めてまいります。一方で、専門

家や専門機関の介入によっても、離婚後の親と子の安定した生活に必要な様々な取決めが

まとまらないケースがあることについても認識しているところでございますので、今後に

つきましては、現在の制度設計にとらわれない支援の枠組みについて検討してまいりたい

と存じます。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 教育次長。 

○教育次長 池之上健一 川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業についての御質問で

ございますが、初めに、選定部会の審査につきましては、本事業においては提案書の審査

を２回行い、それぞれ半日を費やしており、プレゼンテーションの取扱いにつきましては、

他都市における学校空調ＰＦＩ事業の選定委員の経験のある委員の意見を踏まえ、選定部

会において判断されたものであり、十分に提案内容の審査がなされたものと認識しており

ます。今後、学校施設等のＰＦＩ事業に係るプレゼンテーションにつきましては、事業内

容や選定部会の委員との調整等を踏まえて、教育委員会事務局として適切に対応してまい

りたいと考えております。次に、市内企業の参画促進につきましては、下請企業の活用に

係る提案内容の確実な履行について確認することが原則であると考えており、市内企業の

さらなる活用については、２次下請以降も含め、事業者協議等の機会を通じて事業者に要

望してまいります。次に、事業費の増額につきましては、本事業は、契約金額の範囲内で

事業者が設計、施工するものであり、物価変動や対象教室数の変更等、事業契約書で定め

る場合を除き、行わないこととしております。次に、議会への報告等につきましては、本

事業の進捗状況等を踏まえながら適時適切に行ってまいります。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 原議員。 

○41番 原 典之 それでは、最後に要望させていただきます。 

 養育費確保支援事業について意見要望です。令和６年度に公正証書等の作成に対する補

助を認証ＡＤＲ事業者の利用料まで拡充しますが、養育費の合意、すなわち公正証書作成

が条件であり、あくまでも公正証書作成を支援することが目的です。一方、昨年の法改正
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により、公正証書を作成しなくても、ＡＤＲにより、あらかじめ執行合意を含む和解をし

ておけば、その和解合意に従って執行することができるようになっています。ひとり親家

庭の多くは、養育費についての取決め自体ができていないことが課題です。ＡⅮＲ等の利

用促進等を含め、養育費の取決めが進むための支援が求められます。公正証書作成を条件

とはしないＡＤＲ等の利用補助の検討をお願いします。養育費確保に係る保証契約に対す

る補助は、保証会社が設定する様々な条件から利用できる方が限定される等の状況により、

利用実績が伸びない状況です。答弁では、今後、現在の制度設計にとらわれない支援の取

組について検討していくとのことでした。検討に当たっては、弁護士会だけではなく、様々

な専門家からの意見や他都市の制度も参考にした新たな支援の枠組みを要望します。品川

区では、区役所に家庭相談員を配置し、親権や養育費、面会交流など家庭内の問題につい

て相談に応じ、よりよい解決に向けた情報提供や手続案内、考え方の整理、助言などを行

っています。本市においても、離婚等の家庭内の問題について相談できる体制が必要です。

検討をお願いします。 

 あとは委員会に譲り、質問を終わります。ありがとうございました。 

○副議長 岩隈千尋 48番、木庭理香子議員。 

   〔木庭理香子登壇、拍手〕 

○48番 木庭理香子 私は、みらい川崎市議会議員団を代表し、令和６年第１回定例会に

提案されました議案並びに市政一般について質問いたします。 

 １月１日に発災した令和６年能登半島地震は、石川県を中心に甚大な被害をもたらしま

した。被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げるとともに、亡くなられた方々の御冥福

を心よりお祈りし、御遺族の方々にお悔やみを申し上げます。本市からは、消防航空隊を

皮切りに、応急給水隊や保健師による健康管理、下水道施設の復旧、避難所の運営支援な

ど、市内関連業界の皆さんのお力も借りながら、本市職員の皆さんが川崎市を代表して支

援活動に取り組んできたことに感謝申し上げます。発災から間もなく２か月となりますが、

いまだ避難所では１万人を超える方々が避難生活を余儀なくされており、本市としても引

き続き支援を行うとともに、一日も早い復旧・復興を願うところです。本年７月、本市は

市制100周年を迎えます。市民の安全を守ることは基礎自治体としても最優先事項であり、

これを契機に、さらに災害に強いまちづくりに取り組むことを申し上げ、以下質問させて

いただきます。 

 初めに、令和６年度施政方針について伺います。本市は、平成27年12月に現基本構想を

市議会で議決し、30年程度を展望した目指す都市像やまちづくりの基本目標、５つの基本

政策を定めるとともに、おおむね10年間を対象とした基本計画を策定しました。この基本

計画に基づく第３期実施計画の終期が令和７年度であることから、総合計画及び関連計画

の改定に向けた取組に着手するとのことです。この間、コロナ禍をはじめ、本市を取り巻

く環境は大きく変化しました。基本構想も改定の対象とするのか伺います。また、新たな

基本計画の対象期間については、現計画同様に10年間を想定しているのか伺います。さら

に、改定の具体的なスケジュール及び策定方法について伺います。加えて、福田市政の現

任期は令和７年11月までとなります。令和８年度以降が対象となる総合計画を改定すると

いうことは、引き続き市政を担うことも当然視野に入っていると理解してよいのか伺いま

す。以上、全て市長に伺います。 
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 次に、令和６年度川崎市予算案について伺います。令和６年度の当初予算は、一般会計

で約8,712億円、前年度と比べ0.5％、40億円の増となっています。歳入では、市税収入が

3,854億円、前年度比1.1％、43億円の増となっており、定額減税による個人市民税減収額

を補塡する地方特例交付金98億円を加えると、実質的な市税収入は約140億円の増となり、

令和５年度と同様の伸びを見込んでいます。他都市と比較しても堅調な様子がうかがえま

すが、主たる要因について伺います。次に、予算と収支フレームについてです。令和５年

度当初予算では、減債基金からの新規借入額を120億円計上しており、収支フレームで見込

んでいた収支不足額206億円から86億円の圧縮となりましたが、令和６年度予算では、収支

フレームで120億円と見込んでいた収支不足額に対し、逆に37億円増となる157億円の新規

借入れを計上しています。収支が悪化した要因について伺います。また、こうした傾向は

今後も継続するのか伺います。さらに、収支フレームでは、令和８年度予算では収支均衡

を見込んでいますが、目標どおり達成できるのか、今後の見通しを伺います。次に、減債

基金についてです。令和２年度、令和３年度及び令和４年度は、当初予算では新規借入れ

を計上していましたが、決算段階ではいずれもゼロとなりました。今年度の見込みについ

て伺います。 

 次に、ふるさと納税についてです。寄附受入額は、令和５年度の12億円に対し17億円を

計上しています。制度本来の趣旨から乖離している現状に対し、もはや正論を述べている

だけでは市民生活を守ることはできない段階に至っていると考えます。いわゆるグレーゾ

ーンも含め、首都圏にある自治体としてのメリットも最大限に生かした寄附受入額増に向

けた取組が必要であると考えますが、市長の決意を伺います。 

 次に、令和６年度の組織改正についてです。本庁舎等整備推進室が廃止され、庁舎管理

課に業務が集約されるとのことです。移転作業が完結しておらず、新たな課題も生じる中、

部相当の業務を既存課に集約することは時期尚早との危惧も感じざるを得ません。見解と

具体的な人員体制について伺います。 

 次に、教育委員会事務局職員部への予防監察・相談調整担当の設置についてです。教職

員の服務規律の確保や不祥事の未然防止策の強化等を図るとともに、教職員がより相談し

やすい環境づくり等を目的としていますが、これまでも教職員人事課の職員が担当業務を

担っていたと仄聞します。２月15日には、校長を含む200名を超える教職員の処分が公表さ

れました。今回の予防監察・相談調整担当の設置により、どのように強化が図られるのか

伺います。また、配置する職員数と役職について伺います。 

 関連して、いよいよ定年引上げに伴う新たな人事制度が始まります。３月末時点で60歳

を迎える職員の進路状況について伺います。また、引き続き勤務を継続すると見込まれる

職員については、役職定年制を含めた役職の状況について伺います。さらに、令和６年度

職員新規採用への影響について、定数条例における扱いについても伺います。 

 次に、川崎市市制100周年記念事業及び全国都市緑化かわさきフェアについて伺います。

まず、全国都市緑化かわさきフェアについてです。令和５年８月、まちづくり委員会に示

された概算事業費は約19億円でしたが、令和６年度予算案で示された負担金額は約24億円

と、おおむね５億円の増となっています。物価や人件費高騰が続いているものの、これほ

ど多額の増となった要因について具体的に伺います。また、今後も負担金が増える可能性

はあるのか伺います。さらに、事業を充実させるためにも、より協賛金を募ることが肝要
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です。現状の取組状況及び課題認識について具体的に伺います。次に、当該事業では、市

民総参加型のフェアを通じて参加者が緑の担い手として活動を続けるレガシーとすること

を目標としています。現時点での継続への働きかけの予定について具体的に伺います。次

に、周知広報についてです。令和５年第５回定例会で我が会派は、市制100周年記念事業及

び緑化フェアの認知度が低く、ホームページの広報の遅れについてただしたところ、各区

の取組を幅広く掲載できるよう見直しを進めているとの答弁でした。現在掲載されている

イベントは３件のみですが、どのように改善したのか伺います。次に、ＳＮＳのフォロワ

ー数についてです。エックスでは、市民向け情報と企業、団体向け情報が同じＳＮＳ上で

広報されており、ＳＮＳの投稿に関しては市民向け情報に特化すべきと考えます。見解と

対応を伺います。 

 また、登録者数を増やす取組を行うとの答弁でしたが、この間の取組状況及び登録者数

について伺います。 

 次に、ロゴについてです。認知度向上には名前やロゴの露出が重要です。個人、企業、

団体に使ってもらい、周知してもらうことがポイントですが、市制100周年記念事業ロゴマ

ーク使用マニュアルにおいて、緑化フェアのロゴ使用については、公式ウェブサイトの確

認を促し、昨年５月31日時点では準備中と記載されていました。しかしながら、７か月が

経過した令和６年２月時点においても、いまだ当該ページは見当たりません。現在の市制

100周年記念事業及び緑化フェアのロゴ使用許可の申請数、使用状況を個人、企業、団体そ

れぞれで伺います。 

 また、市制100周年のビジュアルを用いたステッカー等を区役所や協賛企業、学校など広

く市民にも配布し、利用を促すことで認知度は急速に広がることが期待されますが、見解

と対応を伺います。 

 次に、２月９日のまちづくり委員会の資料で、緑の効果や緑化フェア開催の普及啓発と

して、著名人等と連携し、若年層を意識した取組を実施するとありましたが、内容につい

て具体的に伺います。また、著名人等を決める際に、ターゲットとしている若年層の意見

はどのように聴取したのか、また反映状況について伺います。 

 次に、本庁舎整備に伴う諸課題について伺います。本年２月に本庁舎移転が完了しまし

たが、区役所等出先機関から、ＩＰ電話導入後、とにかく電話がつながらないなど不満と

ともに、不測の事態が生じた際を不安視する声も仄聞します。ＩＰ電話の課題認識及び改

善策について具体的に伺います。次に、職員の登庁が集中する時間帯のエレベーター混雑

状況については、本庁舎前の道路まで列が延び、朝の風物詩のような状況となっています。

混雑緩和策として時差出勤等も導入していますが、新たな対策が必要と考えます。見解と

対応を具体的に伺います。次に、本庁舎１階に設置されるコンビニエンスストアについて

は株式会社ファミリーマート、カフェは株式会社GRACEと事業者が決定しましたが、それぞ

れ貸付料及び営業日、営業時間について具体的に伺います。また、オープンに向けたスケ

ジュールについて伺います。さらに、カフェについては、アトリウム内が入り口のため、

市民への認知度向上や利用促進の観点から、店舗看板の設置等も必要と考えますが、見解

と対応を伺います。第２庁舎跡地は広場になるため、イベント開催時にはキッチンカー等

による飲食ブースの出店も想定されます。本庁舎低層階や復元棟前広場、屋上等での飲食

の考え方について、どのように整理しているのか伺います。 
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 次に、女性管理職の育成について伺います。本市では、女性活躍推進法が改正されたこ

とに伴い、令和４年３月に川崎市特定事業主行動計画を策定し、この計画にのっとり、令

和８年４月１日までに課長級における女性比率を30％に引き上げることを目指していま

す。これまで本市では、係長試験受験資格を得る年齢を昇任時33歳としていましたが、妊

娠、出産などのライフイベントと重なるケースが多いことから、令和５年度より任命権者

選考という筆記試験やレポートを廃止した選考方法を新たに採用したとのことです。この

手法を採用した目的と目指す効果について詳細に伺います。また、女性は男性職員と比べ

て人事異動による計画的な人材育成がされておらず、次の異動先を決める際に、業務を通

じて得た経験やスキルが考慮されにくいと指摘する声もあり、そもそも係長試験を受ける

こと自体をちゅうちょする女性職員も多いとのことですが、理由についてどのように分析

し、改善に努めているのか具体的に伺います。次に、本庁及び出先機関における課長級以

上の女性管理職について調査したところ、課長級は総数で258人いますが、本庁勤務の割合

は27％、部長級は12％と圧倒的に出先機関に配属されていることが分かります。局長級に

ついては、市民オンブズマン事務局長と区長２人がいるのみとなっており、こうした男女

比率状況について、見解と今後の対応を伺います。次に、女性職員には、同じ職場の男性

陣と比べ、経験してきた業務の質が違うと感じる方もいると仄聞します。本市の場合、最

近では会計年度任用職員を活用し、女性が直接庶務業務に配属されることは少なくなった

とのことです。例えば、比較的女性比率が高い広報部門であるシティプロモーション推進

室は、職員総数32人中、女性は13人、そのうち女性管理職は室長はじめ４人いますが、同

じ総務企画局内の行政改革マネジメント推進室では、19人中、女性は１人で管理職はいま

せん。また、財政局には女性職員が215人在籍していますが、本庁勤務は48人のみで、ほと

んどが市税事務所勤務であり、管理職も５人中、本庁勤務は２人のみです。さらに、危機

管理本部では、39人中、女性は僅か３人で女性管理職はいません。このような本市の中枢

とも言える部署で女性が圧倒的に少ない状況について見解を伺います。これまで本市では、

20年以上前に一人だけ女性局長が存在しましたが、その後は、局長級ではあるものの、女

性区長が11人いただけで、女性で局長に就任した職員はいません。理由について具体的に

伺います。ここまでについては担当の伊藤副市長に伺います。 

 また、相模原市では女性が危機管理局長に就任し、横浜市では市職員としてキャリアを

積み重ねた女性が副市長に就任しています。本市でも局長や副市長として女性が就任する

可能性について市長に見解を伺います。次に、本市では計画に基づき、令和８年４月１日

までに課長級の女性管理職割合を30％に引き上げるという目標を掲げています。しかし、

先ほども指摘したように、女性は男性と比べて人事異動による計画的な人材育成がされて

いないと感じている女性職員の意見もあります。キャリア形成に資する経験も人脈形成も

ないまま、ただ30％という目標達成だけに主眼を置き、本人の納得がいかない状況で課長

に就任させることは避けるべきであり、そのための手だてを今から講じるべきと考えます。

市長に見解と対応を伺います。 

 次に、おくやみコーナー運営事業費について伺います。今回、各区役所におくやみコー

ナーを設置するため、令和６年度から令和８年度のおくやみコーナー・予約受付コールセ

ンター運営業務委託として、令和６年度分3,181万8,000円、３年間総額１億1,545万円余の

業務概算額を計上しています。仕様書を確認すると、提案書提出者資格には、本市または



速報版                     令和６年(2024年)第１回川崎市議会定例会会議録 第３日（２月27日） 

- 113 - 

他自治体で過去３年間に１件以上、おくやみコーナーや遺族支援の実績があることを求め

ています。令和６年１月31日から募集を開始し、２月９日に参加意向申出書の提出締切り

が設定されています。提出状況について伺います。次に、契約方法は公募型プロポーザル

方式を選択しています。他都市の先行事例を参考にした結果と推察しますが、本市として

事業者に対し、特に求める事柄について具体的に伺います。次に、業務委託内容には、デ

ジタル庁が提供しているおくやみコーナー設置自治体支援ナビを川崎市版にカスタマイズ

することが示されていますが、これにより得られる効果について具体的に伺います。また、

おくやみコーナーの設置と併せ、効率化を鑑み、ＤＸ化推進を図るべきと考えますが、見

解と対応を伺います。 

 次に、仮称新たなミュージアムに関する基本計画策定に向けた検討状況及び中間報告に

ついて伺います。まず、生田緑地ビジョンとの整合性についてです。新たなミュージアム

の開設候補地である生田緑地では、現在、初めての改定作業が行われていますが、本計画

との整合性をどのように図るのか伺います。あわせて、基本計画公表後の令和７年秋頃を

めどに公表される管理運営計画案においては、生田緑地ビジョン策定や候補予定地に隣接

するばら苑の運営手法、将来的な遊園跡地の開発動向を今後どのように位置づけていくの

か、見解と対応を伺います。次に、市民への進捗報告についてです。これは中間報告の目

的ですが、市民理解はいまだ不十分です。ともに創るミュージアムを使命とするならば、

中間報告への意見聴取機会も含め、新たな周知方法を検討すべきですが、見解と対応を伺

います。また、中間報告に記載された特徴的な取組案では、開館前から開館後の10年間を

４つの段階に分け、具体的な事業内容を示しています。そこでは外部コンサルが準備した

イラストを用いて説明していますが、事業名がまちなかエデュケーションひろばやミュー

ジアム・クラスター、空き家アーティストインレジデンス等、片仮名語が多用されており、

イメージし難い内容となっています。ともに創るミュージアムを使命とするならば、外部

コンサルに頼るだけでなく、市民の誰もが理解できるよう改善が必要と考えます。見解と

対応を伺います。 

 次に、想定施設規模についてです。中間報告では、旧施設の諸室面積や学芸員ヒアリン

グによる利用実態、他都市の博物館、美術館の諸室構成を参考に必要と考えられる各スペ

ースを想定したとのことですが、学芸員へのヒアリング人数や調査項目、調査施設数につ

いて具体的に伺います。また、川崎市の新たなミュージアムとしての使命は示されていま

すが、抽象的であり、それらを反映する特色や諸室イメージが絞り切れていません。想定

施設規模等にどのように明確化していくのか、具体的に伺います。さらに、収蔵・保管ス

ペースについては、被災収蔵品の修復状況や将来の資料収集量の考え方により変化します

が、今回の想定に当たっての積算の考え方を伺います。あわせて、収蔵庫の高さなど仕様

によっては計算が大幅に変更となることから、面積だけでなく容積も考慮すべきと考えま

すが、見解と対応を伺います。次に、収集方針についてです。一般的にコレクションポリ

シーと使命はセットであり、ミュージアムの存在意義を支えるものです。計画策定の段階

から市民からの意見聴取等を行い検討すべきですが、見解と対応を伺います。 

 次に、新川崎・創造のもりの機能更新に関する基本的な考え方案について伺います。平

成12年７月に慶應義塾大学の約20の研究プロジェクトが入居するＫ２タウンキャンパス

は、開設以降23年経過し、研究環境やインフラの老朽化、地区間の交流促進機能不足等の
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課題が顕在化しているとのことです。令和５年８月、本市と慶應義塾との間で機能更新等

に関する協定を締結していますが、タウンキャンパスの敷地は令和２年から令和12年まで

の10年間の借地権が設定されており、研究成果が現れ、本市への還元が始まった途端に市

外に移転という状況も想像されます。そのため、機能更新と併せ、本市で研究の継続を担

保することも重要と考えますが、見解と対応を伺います。次に、機能更新の考え方につい

てです。研究の加速化、実用化の支援、優れた人材集積を図る、拠点の魅力を高め研究開

発を支えるなど、３つの視点から必要と考えられる機能が示されています。初めに、研

究開発を加速する良好な研究環境機能として、コンピューティング分野の研究は大量の

電気を使用するため、ベンチャー企業などが安価に電気を利用できる環境整備を検討す

べきと考えます。見解と対応を伺います。また、電力消費による二酸化炭素の排出をカ

バーする再生エネルギーの活用のような対策も必要と考えますが、見解と対応を伺いま

す。さらに、最高レベルのネットワークセキュリティをどのように提供していくのか、

見解と対応を伺います。次に、オープンイノベーションを活性化する交流、コミュニテ

ィ機能として、交流スペース、交流支援体制、イベントが例示されていますが、これま

でＫ－ＮＩＣ、ＡＩＲＢＩＣ等で培ってきた知見及びそれらの活用について伺います。あ

わせて、ＫＳＰやキングスカイフロント等、市内の新産業拠点との交流をどのように図る

のか、見解と対応を伺います。 

 次に、案の中では、地域に開かれた憩いの空間としてカフェなどが例示されていますが、

あくまでもラボや敷地内に設置されているため、誰にも開かれた施設とは言い難い状況で

す。一方、地区内に新たに整備されたさいわいふるさと公園は、敷地内ということもあり、

いまだ認知度も低いため、レストランを整備するなど、研究者も地域の方も気軽にそこを

訪れることが目的となるような施設整備を検討すべきと考えます。見解を伺います。次に、

次世代を担う子どもたちが科学技術への夢を育む場として、周辺の学校との連携を示して

います。新川崎・創造のもりにおける研究成果や、未来社会における量子技術によって創

出される価値は、子どもたちに興味関心とともに大きな夢を与え、シビックプライドの醸

成にもつながると考えます。市内小中学校への研究者等による出前授業やＧＩＧＡ端末を

使った交流などを実施すべきと考えますが、見解と対応を伺います。次に、土地利用の方

向性についてです。研究施設４棟と厚生棟の延べ床面積6,048平方メートルでは、必要とさ

れる機能の充足には不足するとのことです。新川崎地区の地区計画における容積率上限

300％を活用するために施設全体の建て替えも検討するのか、見解を伺います。 

 次に、川崎市中央卸売市場北部市場の機能更新計画について伺います。本計画は、62年

間にも及ぶ超長期間に1,450億円もの事業費が投入されるビッグプロジェクトです。まず、

更新計画の公共性、すなわち川崎市民に対する北部市場の生鮮品の経由率の把握を早急に

行うべきです。見解と対応及びスケジュールについて伺います。次に、62年間の全事業期

間のうち、32年間はＰＦＩ事業期間とされ、この32年間分で665億円の債務負担行為を設定

する案が本定例会に上程されていますが、償還計画について伺います。また、整備する施

設の耐用年数に応じた償還計画とのことですが、159億円にも上る利息を少しでも軽減する

工夫の一つとして、施設ごとの償還期間を短くすることは検討できないのか伺います。あ

わせて、定期的な見直しの可能性について見解と対応を伺います。さらに、起債に際して

は債券市場の動向を見極め、可能な限り利息等のコスト削減の努力を求めますが、見解と
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対応を伺います。次に、現在は62年間の事業総額を1,450億円と想定していますが、ＰＦＩ

事業期間後の30年間の事業内容が全く白紙の状態でスタートすることに強い違和感を覚え

ます。そこで、整備関係費745億円及び大規模修繕費301億円の積算根拠について、ＰＦＩ

事業期間とその後の内訳をそれぞれ詳細に伺います。 

 次に、事業期間の収入についてです。まず、財産貸付料346億円の積算根拠について、

ＰＦＩ事業期間とその後の内訳をそれぞれ詳細に伺います。また、市場使用料については

1,002億円と試算されていますが、これは単に事業総額から国庫補助金収入及び財産貸付料

を減じて得た額とのことです。しかし、市場使用料は62年間にも及ぶ本事業の基幹収入で

あり、この市場使用料収入1,002億円の担保である具体的な積算根拠が示されなければ、32

年間分の665億円もの債務負担行為を議会として認めることは本来であれば難しいと考え

ます。市民に説明ができる基幹収入1,002億円の合理的な根拠を示すべきと考えますが、伺

います。さらに、一般会計からの繰入れは原則なくすべきであり、市場使用料の補塡に一

般会計からの繰入れを見込むなど、安易な手法については厳に慎むのが当然と考えますが、

見解と対応を伺います。現在、パブリックコメントを集約中ですが、北部市場の場内業者

から、整備関係費などを極力低減させ、市場使用料の上昇回避を求める意見があったと仄

聞します。整備関係費は冷蔵機能整備を含め水産物部門に大きく傾斜することから、青果

部門をはじめ他の部門の経営上から当然の要望と考えます。そこで、想定される市場使用

料の見込額について伺います。また、施設整備費に応じて部門ごとに市場使用料を設定で

きないのか伺います。 

 次に、市場使用料の上昇を少しでも抑制する目的で、施設整備全体のダウンサイジング

を検討すべきと考えます。特に、関連商品売場は市場の附属商と言われており、必ずしも

卸売市場に必要な機能ではありません。機能更新後の駐車場を除いた面積では全体の約

14％も占めています。こうしたことから、一般来場者向けのにぎわいの創出を目的に民間

活用スペースに移動させれば、整備費の縮減が図られると考えます。ダウンサイジングの

考え方を伺います。次に、市場更新整備の超長期計画の進捗管理についてです。総合計画

の基本構想期間の30年をはるかに超え、本市では前例のない超長期計画となっています。

流通分野は変革の激しい分野であり、今後の社会状況等の変化にどのように対応していく

のか、さらに、この事業に将来にわたって誰が責任を持つのか伺います。次に、市場会計

の南北分離を求めてきました。いつまでに結論を出すのか伺います。次に、北部市場の開

場以来の一般会計繰入金の内訳及び冷蔵庫を含む施設改修修繕費、保守料の金額などの資

料を求めたところ、財務会計システム上に記録の残らない平成20年度以前の過年度決算数

値等は把握できないとのことです。市場が廃場されたわけではなく、継続している事業に

おいて、公費が充てられている施設修繕費用などの記録がないのは言語道断です。今後の

過年度決算数値等の記録を残す対応について、改善の在り方を伺います。 

 次に、ポリ塩化ビフェニル、いわゆるＰＣＢについて伺います。高濃度ＰＣＢ廃棄物に

ついて、令和５年第４回定例会の我が会派の決算審査特別委員会総括質疑にて、過去に調

査した施設から本年度に新たに高濃度ＰＣＢ廃棄物が発見されたことを踏まえ、改めて保

管施設の有無等に関する全庁調査を実施し、調査結果を集約していくとのことでした。こ

の間の我が会派とのやり取りや本日の新聞報道等によりますと、今回の全庁調査の結果、

新たに経済労働局１施設、上下水道局４施設、交通局１施設及び教育委員会６施設の計12
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施設から高濃度のＰＣＢ廃棄物が発見されたとのことで、これまでの調査に関して各局の

認識の甘さを指摘せざるを得ません。今回、教育委員会の施設については業務委託により

調査を実施したとのことですが、高濃度ＰＣＢ廃棄物は計画的処理完了期限が本年度末と

なっており、期限が差し迫った中、このような状況になってしまったことに対する要因、

改善すべき点及び過去の全庁調査の在り方についての評価を伺います。また、万が一、今

後新たに高濃度ＰＣＢ廃棄物が発見された場合の対応、処分方法及び議会への報告等につ

いて伺います。 

 次に、共同生活援助事業所に係る食材費の過大徴収について伺います。令和５年第５回

定例会における我が会派の代表質問に対し、厚生労働省との調査状況を踏まえ、本市にお

ける処分内容等を確定した場合には、国の動向にかかわらず行政手続等を進めていくとの

答弁でした。厚生労働省は、利用者から食材費を過大徴収した法人が組織的、継続的に行

っていたとし、昨年12月に業務改善の報告を求める勧告を行いました。そこで、本市の処

分内容について伺います。次に、障害者施設・事業所の本市処分量定についてです。前回

の答弁では、統一的な基準がなく、自治体によって異なる状況は本市としても課題と認識

しているとのことでした。厚生労働省に照会したところ、介護保険制度における行政処分

等の実施及び程度の決定に当たっての基本的考え方を参考とするよう示されましたが、本

市独自の処分量定の在り方について見解と対応を伺います。次に、市内グループホーム116

事業所を対象に食材費徴収の実態調査を実施したとのことですが、調査結果と今後の対応

を具体的に伺います。 

 次に、かわさきいきいき長寿プランについて伺います。初めに、地域包括支援センター

についてです。人材確保と業務効率化については、次期計画期間中に標準化と効率化に向

けた検討を進める予定との答弁でしたが、具体的に内容を伺います。次に、ケアマネジャ

ーの不足についてです。令和５年第４回定例会の我が会派の代表質問での答弁に対し、ケ

アマネジャー更新割合の推移と、更新を行わない理由など、川崎市介護支援専門員連絡会

と協力した調査を約束しました。その結果及び結果から得た知見による対応策について伺

います。次に、地域包括支援センターの総合相談支援業務についてです。総合相談機能は

センターの中核機能ですが、その一部を地域の支援機関に委託することが可能となりまし

た。これによりセンターの業務軽減化をどのように図るのか伺います。次に、生活支援コ

ーディネーターの拡充についてです。現在の22か所からどのように事業所数を増やすのか

伺います。さらに、現行では、生活支援コーディネーターを配置した事業所には、１事業

所につき350万円が委託費として配分されていますが、この額では業務の専従化を図ること

は難しいと考えます。専従化を目的に委託費の増額を検討すべきと考えますが、見解と対

応を伺います。また、地域によって委託事業所数の偏在もあります。対応を伺います。次

に、介護予防の取組についてです。さきの答弁では、居宅介護支援事業所において、約４

割が予防ケアプランの新規依頼に対応できる体制にないこと、さらに、要支援者の訪問型

サービスについて、訪問介護員等が不足している課題などが明らかになりました。次期プ

ランにおけるそれぞれの改善策を伺います。 

 次に、訪問介護員等の処遇についてです。訪問介護の基本報酬引下げに伴い、処遇改善

加算制度が設けられました。訪問介護事業者は小規模・零細事業所が多く、経営が厳しい

と仄聞します。事務負担の軽減化を図り、加算請求しやすい環境を構築する必要があると
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考えますが、見解と対応を伺います。次に、介護予防のモデル事業についてです。令和５

年１月から実施してきた本モデル事業の目的と、介護予防・日常生活支援総合事業見直し

の方向性について伺います。さらに、モデル事業から得た知見を次期プランへどのように

位置づけるのか伺います。次に、介護医療院の整備についてです。現行プラン期間内では

263床が予定されていましたが、未整備の状況です。市内の介護療養病床255床は令和５年

度末での廃止が決まっていることから、次期プランでの整備は必至です。まず、介護療養

型医療施設が介護医療院へ転換しなかった理由をどのように分析しているのか伺います。

また、次期９期計画には100床の整備目標が示されていますが、不足の懸念があります。そ

の目標数の根拠及び今後どのように整備を進めていくのか伺います。さらに、医療依存度

の高い高齢者が入所する際に、介護医療院と特別養護老人ホームの役割分担が明確化され

るのか伺います。 

 次に、ＩＣＴの活用についてです。まず、介護認定調査については、令和５年12月から、

介護認定調査員やケアマネジャーの負担軽減を目的にタブレット端末が本格導入されまし

た。期待される効果及び現場からの反応について伺います。次に、ケアプラン作成に必要

な介護認定情報の閲覧申請は、令和５年４月から電子申請が可能となりました。しかし、

12月までの電子申請は全体の僅か0.43％と活用されていません。要因と改善方法について

伺います。また、電子申請しても回答は紙で郵送されます。認定情報をオンラインで安全

かつ簡便に閲覧できるようにすべきと考えますが、見解と対応を伺います。さらに、負担

軽減のためには、介護保険手続全般で電子申請を推進する取組が必要と考えますが、見解

と対応を伺います。 

 次に、第５次かわさきノーマライゼーションプランについて伺います。まず、相談支援

体制の充実強化についてです。令和５年第４回定例会では、支援が必要な全ての方に対し

効果的な相談支援を行える体制を確保することを次期プラン策定の最重要課題と認識して

いるとの答弁でしたが、重層的な相談支援体制の在り方を含め、プランの中での進捗を具

体的に伺います。また、答弁では、モデルケース等を通じて共同支援を行う場を設定する

との方向性が示されましたが、次期プランによる内容を具体的に伺います。次に、計画相

談の在り方についてです。計画相談は、障害当事者がサービス提供を受ける上での質と量

を決定する最重要な手続です。計画相談は指定特定相談支援事業所が対応することになっ

ていますが、そもそも事業所が少なく、相談支援員が多忙を極めている上に、計画相談支

援を実施しても報酬が低いという三重苦の実態は看過できません。国に対し報酬体系の見

直しなどの要望や、計画相談支援給付費への市単独加算や事業所に対する補助事業を実施

することで、事業所の安定化を図るとしています。今後の動向について伺います。あわせ

て、計画相談従事者の負担軽減と質の向上、量的確保も図るなど、計画相談の拡充に向け

た今後の取組についても具体的に伺います。次に、地域生活支援の充実に関連して、地域

生活支援拠点施設の整備についてです。現在計画が未定の幸区と多摩区についての対応を

伺います。あわせて、次期プランにどのように反映されるのか伺います。 

 次に、放課後等の子どもの居場所づくりの推進事業について伺います。本市では、既に

子どもの居場所として、こども文化センターやわくわくプラザがあり、学校では地域の寺

子屋やみんなの校庭プロジェクトなど、様々な事業が進められています。新たな事業を始

めるに当たり、これら既存事業の課題認識について具体的に伺います。また、既存事業と
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の違いと役割分担及び得られる効果と方向性について具体的に伺います。 

 次に、児童手当及び児童扶養手当の制度改正について伺います。まず、令和６年12月支

給分からの児童手当の制度改正についてです。現行制度の財源構成については、市が６分

の１の負担となっています。支給対象の拡大や第３子加算の拡充による本市財政負担の増

加分については国負担で対応が図られるのか、見解と対応を伺います。また、制度改正に

向けて事務処理センターを設置し、コールセンター業務などにより問合せ対応や申請勧奨、

受付処理を効率的に行うとしています。その費用については国負担で予算計上されると仄

聞しますが、積算根拠及び制限額設定の有無について伺います。さらに、政府において待

機児童対策の財源捻出を目的に、令和４年10月支給分より特例給付に所得上限限度額を設

けたことからシステム改修が行われましたが、今回の制度改正により、僅かな期間に再度

のシステム改修が必要となりました。前回及び今回のシステム改修に係る概算費用につい

て伺います。また、支払い月数が年３回から６回へと増加します。これまで振込手数料は

発生していませんでしたが、令和４年３月の総務省通知により、令和６年10月より負担が

生じるとされています。見解及び１回の支給にかかる振込手数料の見込みについて伺いま

す。 

 次に、令和７年１月支給分からの児童扶養手当の制度改正についてです。まず、制度改

正により所得制限が緩和され、全部支給と一部支給の限度額の上限が引き上げられますが、

支給対象者の増加人数の見通しについて伺います。また、３子以降加算の増額も検討され

ていますが、前述の限度上限額変更に伴う影響額も含めて伺います。さらに、現行制度の

財源構成については、国が３分の１、市が３分の２となっていますが、負担額に対する国

の考え方について伺います。加えて、国による負担が難しい場合には、国による制度変更

により自治体負担が増えぬよう、あらゆる機会を通じた国への働きかけや、予算編成に伴

う要請事項を盛り込むなど対応が不可欠と考えます。見解と対応を伺います。 

 次に、空き家対策について伺います。昨年の法改正により、固定資産税の減額措置が適

用されなくなる空き家の対象範囲が広がり、新たな区分として、放置すれば特定空家にな

るおそれがある管理不全空家が設定されました。この法改正を受け、昨年６月に策定した

管理不全空家等対策ガイドラインの改定作業を行っています。これまでのガイドラインに

基づく取組については、市民文化局所管の私有財産等に関する解決困難な課題に係る検討

連絡会議が昨年一度も開催されず、既に付議されて２年近い所有者不明空き家の案件解決

に進捗が見られないことから、我が会派は解決に向けての時間軸をより意識した運用を強

く求めてきました。これらを踏まえ、管理不全空家等の判定基準及びガイドラインの改定

内容と改定時期について伺います。次に、現行のガイドラインでは、特定空家等の認定に

向けた２次対応はまちづくり局が中心を担うことになっています。改定ガイドラインでは、

対応の初期段階からまちづくり局が中心に即応できる仕組みが肝要と考えますが、見解と

対応を伺います。次に、相続人や所有者不明の空き家対策については、現在、まちづくり

局として約40件の相続人不明空き家を把握し、うち30件程度がこのまま放置を続けると特

定空家等になる懸念があると仄聞します。我が会派は、これまでも財産管理人制度の積極

的な活用を求めてきました。空家対策特措法に基づく財産管理制度の活用は予定していな

いのか伺います。また、まちづくり局を中心に、制度の活用がしやすい庁内関係部署との

連携体制の構築が必要です。見解と対応を伺います。さらに、活用には予納金の準備が必
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要です。来年度に対応を想定する案件数と予算計上の概要を具体的に伺います。 

 次に、等々力陸上競技場のネーミングライツについて伺います。今回のネーミングライ

ツについては、企業名を併記し、地域名を残したUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

となりましたが、契約は管理運営する川崎とどろきパークと富士通の間での締結となって

います。この契約における本市の関わりについて伺います。また、ふるさと納税対策とし

て、我が会派が提案してきた芳名板のスタジアム内への掲出や、スタジアム招待などの取

組について見解と対応を伺います。さらに、今後、供用開始となる富士見公園におけるネ

ーミングライツ導入の可能性について見解と対応を伺います。 

 次に、川崎港湾事業について伺います。これまで川崎港では、荷待ちしないターミナル

に向けてシャーシプールなどの整備を行ってきましたが、今後は就航船の大型化により貨

物量の増加が想定されます。シャーシやトラクターヘッドの駐車場確保はどこまで対応で

きるのか伺います。また、今後、必要となった場合の用地確保については検討しているの

か伺います。次に、危険物コンテナ輸送についてです。現在、危険物コンテナの禁止品目

は川崎港海底トンネルを通過できず、制限品目については時間制限の中で通行可能となっ

ています。本市が成長戦略と掲げる水素は制限品目に該当していますが、今後、普及拡大

に向け輸送道路確保の取組が重要と考えます。令和９年度末に完成予定の臨港道路東扇島

水江町線については危険物コンテナの通行が可能なのか伺います。また、通行可能であれ

ば期待する効果について伺います。 

 次に、令和６年能登半島地震の対応状況及び本市防災への取組と課題について伺います。

まず、能登半島地震の支援についてです。本市では、発災直後から被災地域に様々な分野

で支援を実施していますが、各局から派遣した職員の声を基に被災地支援から得た知見を

それぞれの所管局長に伺います。 

 あわせて、今後の本市の防災施策等にどのように生かしていくのか伺います。 

 次に、職員のメンタルケアについてです。被災地支援に派遣された職員の中には、精神

的なストレスがかかった方もいると仄聞します。派遣前後においてのメンタルケアについ

て伺います。 

 次に、災害時のトイレについてです。能登半島地震では、長期に及ぶ断水によりトイレ

の衛生状況の悪化や、し尿処理等の課題が顕在化しました。本市では、災害時用として仮

設トイレ3,021基、マンホールトイレ443基、組立て式簡易トイレ4,808基、携帯トイレ約172

万枚を備蓄しているとのことです。避難所運営マニュアル標準版によると、指定避難所で

は下水道の状況が確認できるまで３日程度、トイレに水を流さない旨の記述がありますが、

下水管耐震化の進捗により実態と異なる部分があり、また初期対応に関する周知も不十分

と感じます。マニュアルの見直しと避難所運営会議への周知等、改善すべき課題について

見解と対応を伺います。 

 また、仮設トイレについては、し尿の回収が必要ですが、し尿収集車の台数と発生時の

収集計画について伺います。さらに、在宅避難者の使用済携帯トイレの処分量が膨大にな

ることが予想されますが、課題と対応について伺います。 

 次に、避難所運営について伺います。能登半島地震でも女性の視点での支援が不足して

いるとの報道もあり、地域における女性の防災リーダーが必要と考えます。本市での取組

について現状を伺います。次に、外部からの受援体制についてです。令和元年に更新され



令和６年(2024年)第１回川崎市議会定例会会議録 第３日（２月27日）                     速報版 

- 120 - 

た川崎市地域防災計画震災対策編では、外部支援の活動拠点として現在は使用できない施

設がリストに入っており、本庁舎についての記述もありません。計画更新から５年が経過

し、早急に見直すべきと考えますが、見解と対応を伺います。 

 次に、神奈川県内広域水道企業団と構成団体である５事業者で検討が進められている水

道システムの再構築について伺います。施設整備計画の詳細については現在検討中とのこ

とですが、当計画の概要は、将来の水需要が減少傾向にあることを踏まえ、更新期を迎え

る構成団体の水道施設の一部を廃止し、５事業者全体のダウンサイジングを目指すという

もので、浄水場の廃止や停止を想定したバックアップに必要な企業団施設の整備を行うと

されています。本市に関連しては、企業団からの供給系統が強化され、災害時等における

水道のバックアップ率が大きく向上するとのことで、地震防災等の観点からも早期の実現

を求めるものですが、現在計画されている再構築事業は更新事業に該当するため、国から

の補助金制度はなく、施設整備等に要する財源については、将来的に水道利用者である市

民の負担となる課題があります。そのため、５水道事業者として国等に対し財政支援を求

めることも必要と考えます。２月８日に開催された神奈川県内広域水道企業団１月定例会

において協議の結果、当計画は、水道事業が抱える課題解決に向けた重要な取組として、

企業団議会だけでなく構成団体議会とも協力し、適切な時期に要望行動を行う方向で調整

していくとされました。能登半島地震でも明らかなように、断水のリスク分散の取組は重

要です。水道システム再構築を着実に進め、利用者負担の軽減を図るための財源確保の取

組について市長の見解を伺います。この質問につきましては他会派のやり取りで理解した

ので、答弁は結構です。 

 次に、勤務医の働き方改革について伺います。平成31年度から働き方改革関連法が施行

され、５年間の猶予期間を経て、本年４月から勤務医の時間外労働の上限が適用されます。

また、それに伴い厳しい罰則規定も設けられています。まず、４月以降、原則として医師

の時間外労働が年間960時間に制限されることになりますが、市立３病院における現状と取

組状況について伺います。次に、都道府県の指定を受けた特定労務管理対象機関であれば

時間外労働の上限規制が緩和され、上限が年間1,860時間、月100時間未満になるとのこと

です。市立３病院における対応について伺います。特定労務管理対象機関の認定を受けた

病院では、医師の技能習得研修、いわゆる自己研さんが時間外労働の上限内で認められて

います。しかしながら、他都市の大病院では、自己研さんの下、勤務医の過労自殺が発生

するなど、長時間労働の抑制のため、労働時間を圧縮するための方便として自己研さんが

多用されるに至っています。特定労務管理対象機関の認定を受けた場合の労務管理はどの

ように担保されているのか伺います。次に、医師の業務負担軽減策についてです。令和５

年10月13日の健康福祉委員会では、医師の働き方改革に向けた市立病院での取組状況につ

いての資料提供がありました。医師から他の医療従事者への適切な分業体制、いわゆるタ

スクシフトやシェアに関する取組が示されていました。取組内容については理解しますが、

看護職を含む他業種に長時間労働が生じる懸念はないのか伺います。 

 次に、医師の確保策についてです。労働時間の総量把握と適正な人件費を支給しなけれ

ば、結果としてマンパワー不足になり、物流の2024年問題と同様に、将来的に市立病院に

おける入院制限や外来診療時間の短縮といった市民への医療提供サービスの低下につなが

りかねません。どのような対応が検討されているのか病院事業管理者に伺います。 
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 次に、救急体制の強化についてです。まず、救急隊の増隊について伺います。１月25日

の健康福祉委員会にて、令和４年は救急出場件数が８万4,776件と大幅に増加し、平均現場

到着時間も目標値8.4分に対して10.2分になったとの報告がありました。また、令和５年の

出場件数は８万7,592件と、さらに増加しているとのことです。令和４年８月に、第２救急

隊を含め、全ての救急隊が出場し、以降の救急要請に直ちに出場できない状況が初めて発

生し、その数は令和４年中に６日間、合計111件に上ったとのことです。令和５年の状況を

伺います。現在、本市の救急隊は、国の消防力の整備指針に基づく配置数34隊に対し、29

隊しか整備されておりません。国の整備指針に基づき比較すると100％を超えている他の指

定都市が多い中、本市の充足率は85.3％です。特に、中原区と高津区は、人口が増えてい

るにもかかわらず３隊ずつしか配置されておらず、１隊当たりの救急件数が他区より圧倒

的に多くなっています。令和６年度に１隊、令和７年度１隊を増隊し、31隊になるとのこ

とですが、充足への見通しについて伺います。また、救急救命士の養成数の増加について

は、単年度のみの取組として令和６年度予算に計上されていますが、今後、指針を充足す

るための増隊を見据え、継続的に行っていくべきと考えます。対応を伺います。 

 次に、不登校対策について伺います。令和５年第５回定例会では、不登校対策の充実に

向けた取組指針案を令和５年度末までに策定予定との答弁でしたが、その後の進捗状況及

び今後の議会報告を含めたスケジュールについて具体的に伺います。次に、別室指導につ

いてです。拡充内容として、令和６年度に小学校４校、中学校４校の計８校でモデル事業

が行われるとのことですが、モデル校の選定基準及び別室指導の支援スタッフに求められ

る条件や配置時間について伺います。あわせて、求められる人材や実施スペースの確保な

ど、これまでの我が会派の指摘や、別室指導に対する全校調査の結果がどのように反映さ

れるのか伺います。また、モデル事業の評価については、子どもの状況は個人差があり、

単に別室登校者数の増減でははかれないことから、スクールカウンセラーや総合教育セン

ターなどの専門的な視点や、保護者の声や反応等も踏まえ幅広く検証し、モデル事業で得

られた知見を横展開につなげていくことが肝要です。対応を具体的に伺います。次に、

ＧＩＧＡ端末の活用についてです。まず、現在の別室指導及び家庭におけるＧＩＧＡ端末

の活用状況について伺います。また、熊本市では、フレンドリーオンラインという全市共

通のオンライン学習支援を実施しています。配信拠点校からＯＢ教員による学習支援員が

平日９時半から15時まで、学年ごとにオンラインや録画による授業、博物館などからの出

前授業等を配信しています。オンラインでスクールカウンセラーに相談することも可能と

のことですが、本市でもこのようなＯＢ教員による全市共通のオンライン学習支援に取り

組むべきと考えます。見解を伺います。 

 次に、不登校特例校についてです。令和４年第４回定例会において、不登校特例校につ

いて本市の具体的な取組及び目指す方向性をただしたところ、不登校児童生徒の個別最適

な学びのための有効な手だての一つとし、不登校特例校に関する調査を進めているとの答

弁でした。しかしながら、令和５年２月の文教委員会報告では、先行事例の視察やヒアリ

ング等を行い、柔軟な支援の在り方等について検討するとあるのみで、具体的な進捗が見

受けられません。現在の検討状況について詳細に伺います。次に、不登校特例校の候補地

についてです。県立麻生総合高校は、合併により令和10年３月末をもって廃校となります

が、同校は農場や福祉実習室等、施設が充実しています。昨今、不登校児童生徒への対策
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として、学び直しや資格取得、生きる力を育むことに重点を置いた取組なども注目されて

おり、子どもの学びの保障や、それらを実現する施設としての活用等、廃校後を見据えた

跡地の活用方法について、神奈川県と今から協議を始めるべきと考えますが、見解と対応

を教育長に伺います。 

 次に、八ヶ岳少年自然の家の再編整備及び自然教室の方向性の検討状況について伺いま

す。２月９日の文教委員会では、同施設の今後の方向性等について当局より説明があり、

これまで議会答弁で示していた再編整備等の幅広の検討結果を今年度末までに取りまとめ

るとしていたものを、令和６年度末に中間報告、令和７年度末頃に検討結果を取りまとめ

るとし、最長２年後となる大幅な延長となりましたが、その原因について伺います。また、

今回の報告では、懸念される概算費用等が明らかとなっていませんが、令和６年度末とし

ている中間報告では、どの程度具体的な項目が示されるのか伺います。さらに、今年度は

八ヶ岳の整備事業費としてコンサルタント委託料を含む2,500万円余を予算計上していま

すが、事業内容を具体的に伺います。次に、令和６年度の事業費についてです。同事業に

は、整備事業費として引き続き2,200万円余が計上されています。北部市場でも同様ですが、

方向性が迷走すればコンサルタントへの委託料ばかりが増大する結果となります。令和６

年度予算における事業内容を伺います。 

 次に、今後の方向性についてです。文教委員会資料では、幅広な検討の実施として、１、

現地での再編整備、２、富士見町内での移転整備、３、他施設の活用が示されました。現

地での再編整備は、結果としてレッド・イエローゾーンに近接していること、富士見町内

での移転整備は、土地のさらなる調査及び費用等を含めた詳細な整備検討が必要となるこ

と、他施設の活用については、各学校がばらばらの場所で自然教室を実施することになり、

いずれも懸念が生じます。長年交流がある富士見町での移転整備については、６件の候補

地があり、さらなる調査を進めるとのことですが、現状について伺います。また、土砂災

害警戒区域等に指定されている現有地の在り方については、今後活用が見込まれる未利用

地等との交換など、富士見町との協議を検討すべきと考えます。見解と対応を伺います。 

 次に、議案第33号、川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業の契約の締結について伺

います。今年度から令和22年度まで、303億1,400万円余の債務負担行為が設定されており、

契約相手方となるＳＰＣ―特別目的会社は、株式会社川崎スクールエアクオリティ、契

約金額は263億9,300万円余となっています。まず、事業契約についてです。令和５年11月

に公表された民間活用事業者選定評価委員会の審査講評によると、２つのグループから事

業提案があり、Ａグループの入札価格は約285億9,600万円、今回の契約相手方であるＢグ

ループ、川崎スクールエアクオリティとの入札価格の差額は約20億円となっています。入

札価格において、なぜこのような大幅な乖離が生じたと考えられるのか伺います。また、

ＰＦＩ事業においては、入札価格が単に安価であるというだけでなく、総合的な選定が必

要となります。本事業の契約相手方は入札価格が低く設定されていますが、作業報酬等に

影響は生じないのか伺います。さらに、教育委員会事務局が設定した債務負担の金額から

約40億円の大幅な乖離となっていますが、仮に余裕を持った支出負担だったとしても、こ

れまでの小中学校の空調事業に係る事業費を正しく分析した上での積算であったのか疑問

が残ります。積算根拠を改めて伺います。 

 次に、地域経済の活性化についてです。ＰＦＩ事業は、その多くを大企業が受注するた
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め、市内中小企業の活性化と育成のためにも受注機会の増大を図ることが重要であると、

我が会派はこれまで主張してきました。審査講評では地域経済への貢献への加点があり、

一定の評価はしていますが、比較すると、Ａグループに地元企業が構成員及び協力企業と

して参加しているのに対し、Ｂグループでは少ないように見受けられます。今後の施工に

問題は生じないのか伺います。次に、設備整備についてです。契約相手方からの提案では、

最高効率機種を採用するとのことです。導入予定の機器について具体的に伺います。また、

学校現場における操作性についても伺います。次に、維持管理についてです。これまで我

が会派は、ＰＦＩ事業及び指定管理者制度導入施設におけるモニタリング等については、

事業者との綿密な連携や市職員のスキルアップを繰り返し求めてきました。本事業におけ

る事業者との協議及びモニタリングをどのように実施するのか、具体的に伺います。また、

各学校での機器故障等が発生した場合など、緊急時における遠隔監視体制や連絡・駆けつ

け体制をそれぞれ具体的に伺います。 

 次に、工事スケジュールについてです。空調設備が比較的新しい学校を除き、古い学校

から順次更新することとし、５年にわたる設計・施工期間を設けています。昨今、教育委

員会事務局が所管する施設工事では、工期延長や関係局との連携不足が見受けられますが、

本事業における工事スケジュールは遅滞なく実施されるのか伺います。また、各学校にお

ける施工予定年度以前に空調機器が故障した場合の対応について伺います。次に、リスク

分担についてです。長期間にわたる事業を着実に推進するためにも、ＰＦＩ事業において

は、リスク分担の設定は不可欠です。物価変動、光熱費高騰、工事等、様々なリスクが考

えられますが、それぞれどのように協議しているのか伺います。また、維持管理期間中に

ＳＰＣの破綻等、予期せぬ事象が発生した場合の対応について伺います。次に、ＳＰＣの

資金計画についてです。選定評価委員会の議事録を確認したところ、契約相手方の財務基

盤に関する議論が十分ではなかったように見受けられます。事業継続の安全性はどのよう

に担保されているのか伺います。また、委員会の学識経験者からは予備費に関する懸念が

示されました。予備費は、本市から契約相手方への毎年の支出負担に関わり、事業者の内

部留保にもつながることから、使用目途等を明らかにすることが重要です。どのように確

認したのか伺います。さらに、本事業はＢＴＯ方式を採用するとのことです。起債等と比

べ、ＳＰＣが金融機関から資金調達することから、金融機関による財務モニタリングが機

能する一方、民間資金のため高金利になることが推測されます。本市財政へ与える影響を

どのように考慮したのか伺います。 

 次に、災害時における対応についてです。小中学校は大規模災害時には避難所に指定さ

れていることから、発災後の空調設備の修理及び点検等の役割を事前協議しておくことが

必須です。どのように検討されているのか伺います。この部分につきましては他会派の質

疑で理解しましたので、答弁は結構です。 

 次に、議案第58号、令和５年度川崎市一般会計補正予算について伺います。まず、こど

も誰でも通園制度についてです。国の試行事業として年度内に最低９か月間実施すること

が求められており、６月には本市でも事業を開始する必要があるとのことですが、補正予

算で計上されながら、いまだ詳細な制度内容が決められておらず、議会への報告もありま

せん。事業者や保護者からは関心や様々な声が寄せられています。今後、事業者へのヒア

リングや利用対象世帯への周知広報への取組について見解と対応を伺います。次に、事業
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開始までのスケジュールについてです。１月５日の報道発表資料では、国の検討会の最終

取りまとめが３月であり、動向を注視の上、要綱等の整備や事業者の募集、選定等を行う

とのことですが、スケジュール案として２月から３月に市内事業者への公募を行う予定と

なっています。想定のスケジュールに合わせるためには、いつまでに要綱等を整備し公募

を行う必要があるのか伺います。また、市民の関心も高い事業です。今後の進捗について、

議会等への報告はいつ、どのように行うのか、見解と対応を伺います。次に、本市では既

に一時保育を実施していますが、当該制度との違いについて伺います。また、一時保育で

は実施されているお子さんの面接などがなく、誰でも預けられることによりリスクは生じ

ないのか、見解と対応を伺います。 

 次に、坂戸小学校校舎等増築事業費についてです。１月26日の文教委員会では、事業費

を約５億6,000万円増額し、全体で約36億3,000万円の見込みになることが報告されました。

この件については、令和４年９月に水路構造物が埋設されていることが判明していたにも

かかわらず、教育委員会事務局、まちづくり局共に議会への報告や財政局への情報提供を

約８か月間も怠っていました。さらに、水路構造物の図面の存在についても、約１年後と

なる令和５年９月にようやく発見されるなど、関係局間における連携・調整不足と水路構

造物に係る事前の情報収集が不十分だったということが、我が会派の追及により判明しま

した。これら市職員による人為的ミスが児童、保護者に多大な迷惑をかけていることを猛

省すべきです。これまでのヒアリング調査では、増額の見込額は約１億円とのことでした

が、提案された補正額は、それをはるかに上回る約５億6,000万円の増となっています。当

初の説明から５倍以上の増額には驚きを禁じ得ません。積算根拠をどのように精査したの

か、財政局長に伺います。 

 次に、関係者への説明についてです。我が会派の指摘により、令和５年６月に地元町内

会等への説明会が開催されました。しかしながら、今回の文教委員会報告では、完成時期

がさらに延期され、令和７年２月末まで遅延する見込みとなりました。速やかに学校関係

者や地元町内会等へ説明会を開催すべきと考えます。対応を伺います。この部分につきま

しては他会派の質問で理解したので、答弁は結構です。 

 次に、責任の所在についてです。これまで担当副市長からは、各事業の遅れや事業費の

増加は市民生活や予算に与える影響が大きいことから、行政のプロフェッショナルとして

責任感を強く持ち、業務に取り組むよう徹底していくとの答弁がありました。しかし、今

回の事業費の増大や、さらなる工事の遅延状況を鑑みると、徹底されているとは言い難い

状況です。今回のような行政の不作為によって生じた損失は、誰がどのように責任を取る

のか伺います。また、本事業に係る関係部署への人事評価は厳しく行うべきと考えます。

以上、これら２点についての見解と対応を藤倉副市長に伺います。 

 以上で質問を終わります。（拍手） 

○副議長 岩隈千尋 木庭議員に申し上げます。ここで休憩をお諮りいたしたいと思いま

すので、御了承願います。 

 お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 岩隈千尋 御異議ないものと認めます。およそ30分休憩いたします。 

                午後３時22分休憩 
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          －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

                午後３時50分再開 

   〔局長「ただいまの出席議員副議長とも53人」と報告〕 

○副議長 岩隈千尋 休憩前に引き続き、ただいまから会議を開きます。 

 ここであらかじめ、会議時間の延長についてお諮りしておきたいと思います。 

 お諮りいたします。本日の会議時間につきましては、ただいまのところ午後５時を過ぎ

ることが予想されますので、その場合には会議時間を延長することにいたしたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 岩隈千尋 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

          －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○副議長 岩隈千尋 それでは引き続き、みらいの代表質問に対する答弁を願います。市

長。 

   〔市長 福田紀彦登壇〕 

○市長 福田紀彦 それでは、私から、ただいまみらいを代表されました木庭議員の御質

問にお答えいたします。 

 総合計画についての御質問でございますが、本市では、平成28年３月に策定した川崎市

総合計画に基づき、目指す都市像である「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち 

かわさき」の実現に向けて取組を進めてまいりました。令和７年度は第３期実施計画の最

終年度に当たるとともに、基本計画の策定から10年を迎えることから、私の去就にかかわ

らず、市政の継続性の確保を図るとともに、新たな時代への対応を明らかにするため、総

合計画等の改定に向けた取組に着手するものでございます。基本構想も含め、改定の対象

や計画期間、策定手法やスケジュールにつきましては、今後、庁内で検討を進め、令和６

年度の早い時期に改定に向けた基本的な考え方として議会や市民の皆様にお示ししてまい

ります。 

 ふるさと納税についての御質問でございますが、本市における市税の流出額が年々拡大

する中で、これまでも国に対して制度の見直しを要請してきたところでございますが、こ

の制度による減収の影響が一部の大都市に集中していることもあり、進んでいないのが現

状でございます。引き続き国に対して制度改善は求めてまいりますが、今後も市税の流出

額の拡大が見込まれる中、市政への影響を少しでも抑えるためには、さらなる寄附受入額

の拡大に向けて取り組むべきと考えておりまして、所管局に対し、制度の限界を見極めな

がら、稼げる返礼品の開発に向けて全力で取り組むよう指示しているところでございます。 

 女性管理職についての御質問でございますが、副市長や局長の登用につきましては、男

女を問わず、多様な視点を持った有為な人材を確保することが重要であり、能力や実績、

意欲を踏まえ、適任者を選任してまいります。次に、女性の管理職登用につきましては、

研修の実施による職員の意識改革や、新たな昇任制度の実施を通じた職域の拡大による能

力の向上など、人材育成の充実に取り組んでまいりたいと考えております。以上でござい

ます。 

○副議長 岩隈千尋 伊藤副市長。 

   〔副市長 伊藤 弘登壇〕 
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○副市長 伊藤 弘 女性管理職についての御質問でございますが、今年度から開始いた

しました新たな昇任制度につきましては、これまでの係長昇任選考の状況等を分析した結

果、育児と仕事との両立が困難であることなどから、出産、育児等の職員のライフイベン

トや昇任への準備期間等も考慮し、負担感のある筆記試験、面接試験の受験時期をずらす

とともに、任命権者による選考によりライフイベント後でも昇任できる制度として改正し

たものでございまして、係長級以上を担う人材確保や女性活躍の推進に資すると考えてお

ります。次に、管理職の男女比率につきましては、本市における女性の管理職比率は、令

和５年４月１日時点で23.8％となっており、平成31年４月１日時点と比較して2.1ポイント

上昇しているところでございますが、今後、さらに女性の管理職登用を進めていくため、

候補である課長補佐及び係長級職員の女性比率を増加させていくことも大変重要であると

考えております。今後の女性職員の活躍に向けましては、意欲と能力のある女性職員が政

策や方針の決定過程に参画することが必要でございますので、テレワークや子育て支援等

に係る制度利用の促進など、多様な働き方を推進し、新たな昇任制度によりまして早い段

階から多様な職務経験を通じた職域拡大、能力向上や様々な研修等を通じた人材育成を行

い、職員の個々の意欲、能力に応じた適材適所の配置に努めてまいります。以上でござい

ます。 

○副議長 岩隈千尋 藤倉副市長。 

   〔副市長 藤倉茂起登壇〕 

○副市長 藤倉茂起 坂戸小学校校舎等増築事業費についての御質問でございますが、今

回の件につきましては、児童や保護者、地域の方々に多大な御迷惑をおかけすることとな

り、大変申し訳なく思っております。このような事態に至った原因につきましては、教育

委員会事務局、まちづくり局、建設緑政局及び高津区役所道路公園センターなどの関係局

区の連携が不十分であったものと反省をしております。今回の事案を教訓として、調査設

計段階から関係局区がより緊密な情報共有を図り、十分な連携を図るよう指示したところ

でございまして、関係部署間において定期的な情報共有の場に加え、課題が出た場合は速

やかに報告するような体制を整備するなど、再発防止に向け取り組んでおります。今後に

つきましては、私自らも早期の段階から積極的に調整に努め、このような事案が生じない

よう、市民生活に与える影響を踏まえ、事業目的の共有やスケジュール管理の徹底など、

職員の意識改革を促してまいります。次に、職員の人事評価につきましては、制度の評価

基準に照らし適正に評価すべきものでございます。今後も、同様な事案が発生した場合は、

原因なども厳格に精査した上で適正に評価に反映してまいります。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 教育長。 

   〔教育長 小田嶋 満登壇〕 

○教育長 小田嶋 満 学びの多様化学校、いわゆる不登校特例校についての御質問でご

ざいますが、不登校特例校につきましては、既に設置している自治体への視察やヒアリン

グを通して、授業時数を軽減した教育課程の編成や習熟度別学習等における指導上の工夫、

児童生徒の状況に応じた教育環境の整備等により、在籍校に通えなかった子どもたちが特

例校には登校できるなどの効果を把握したところでございます。現在、本市におきまして

は、不登校特例校の設置の可否も含めた検討を進めていることから、具体的な候補地を選

定する段階ではないと認識しており、今後、総合的な不登校対策を推進する中で、まずは
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別室指導の充実や、ゆうゆう広場の機能拡充に向けたモデル事業等に取り組んでまいりま

す。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 病院事業管理者。 

   〔病院事業管理者 金井歲雄登壇〕 

○病院事業管理者 金井歲雄 医師の確保策についての御質問でございますが、医師の確 

保につきましては、これまでも、大学医局への働きかけ、学会活動や専門医資格取得への

支援のほか、時間外緊急手術手当の新設などの処遇改善を進めてきたところでございます。

また、将来の医師確保に向けた初期研修医及び専攻医の募集に際し、学生の実習受入れや

病院見学に力を入れ、魅力ある研修プログラムの整備や会計年度任用職員への勤勉手当支

給などにも取り組んでまいりました。令和６年４月からは、これらに加え、医師の労働時

間の上限規制などにより実施が義務づけられた適正な勤務時間管理や、勤務間インターバ

ルの確保及び代償休息の付与等による医師の健康確保措置につきましても適切に実施して

まいります。また、これらを進めるに当たり、質の高い医療を提供する上での処遇の懸念

には、価値の高い労務に対するインセンティブの付与などの必要な対応を行ってまいりま

す。さらに、医師のやる気や独自性を涵養するための最先端の医療機器やシステムの導入、

自由で活気あふれる職場風土の醸成を図り、医師の確保につなげてまいります。以上でご

ざいます。 

○副議長 岩隈千尋 上下水道事業管理者。 

   〔上下水道事業管理者 大澤太郎登壇〕 

○上下水道事業管理者 大澤太郎 上下水道局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 能登半島地震の支援についての御質問でございますが、上下水道局では、１月３日から

石川県などに職員を派遣し、給水タンク車による給水活動や水道管路の復旧作業、下水道

管路の被害状況の調査など、継続して支援を実施しているところでございます。これらの

活動を通じて、復旧の進捗に大きな影響を及ぼす施設の維持管理情報の整備や管理、技術

職員の確保、他事業体からの支援を受け入れる体制を整備することなどの重要性について

改めて認識したところでございます。今後は、こうした知見を踏まえた各種マニュアル類

の見直しや、速やかに支援を受けるための訓練の実施など、危機管理の強化に向けた取組

を進めてまいります。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 総務企画局長。 

   〔総務企画局長 中川耕二登壇〕 

○総務企画局長 中川耕二 総務企画局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 本庁舎等整備推進室についての御質問でございますが、令和５年６月に本庁舎新築工事

が完成し、令和６年２月には本庁舎への移転も完了したことから、本庁舎等整備推進室に

ついては今年度をもって廃止いたしますが、本庁舎の供用開始に伴い、庁舎管理業務の範

囲が拡大していることなどから、庁舎管理課の体制を拡充し、必要な業務について着実に

対応してまいります。 

 次に、定年引上げについての御質問でございますが、今年度60歳となる職員の令和６年

度の勤務予定等につきましては、２月19日現在、市長事務部局の職員164名中、107名が引

き続き本市で勤務、11名が定年前再任用短時間勤務、30名が出資法人等に再就職、16名が

本市関係での勤務を希望しないという見込みでございます。また、引き続き本市で勤務を
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希望される方のうち、現在の職位ごとの人数は、部長級３名、課長級19名、課長補佐５名、

係長級14名、主任17名、職員49名でございます。次に、定数条例につきましては、次年度

の職員配置計画による職員の増減を踏まえて改正の必要性を判断しておりまして、今年度

は、定年引上げによる新規採用職員数の平準化も考慮した検討を進めてきたところでござ

います。 

 次に、市制100周年記念事業についての御質問でございますが、市制100周年記念事業の

ロゴにつきましては、本市実行委員会が使用するほか、広く個人、企業、団体の皆様に使

用していただけることとしております。ロゴ使用に当たっては、公式ウェブサイトにて届

出を受け付け、令和６年２月15日現在の届出件数は93件で、その内訳は企業46件、団体47

件となっており、このほかにも届出を不要としている市制100周年記念事業として登録した

事業や、個人使用等においてロゴを使用していただいているところでございます。次に、

市制100周年のビジュアルを用いたステッカーにつきましては、5,000枚を作成し、各局区

の施設や窓口、公用車、市立学校等において掲出するとともに、今後は民間の施設、店舗、

車両等での掲出について御協力をお願いすることを予定しており、これらの活用状況を踏

まえながら、より多くの方の目に留まるよう取組を進め、さらなる認知度の向上に努めて

まいります。 

 次に、本庁舎整備についての御質問でございますが、ＩＰ電話等につきましては、本庁

舎移転によるワークスタイル変革として、ＩＰ電話の導入やスマートフォンを１人１台配

置することでグループアドレスを実現し、在宅勤務や出張時においても内線を利用した連

絡が可能となったところでございますが、従来の固定電話の操作から大きく変更となりま

したことから、現在も電話に出るまで時間がかかるという状況があると認識しております。

今後につきましては、マニュアルをより分かりやすいものに修正し、改めて周知徹底を図

るなど、改善に向けて取り組んでまいります。次に、エレベーターについてでございます

が、朝の通勤時間帯において歩道付近まで列が延びたことを受け、低層用エレベーターと

高層用エレベーターの動線を分けるとともに、それぞれ２列で並ぶ運用と改め、列の長さ

についてはアトリウム内で収まる程度に改善したところでございます。今後につきまして

も、職員に対してこの運用を周知していくなど、状況を注視しながら適切に対応してまい

ります。 

 次に、コンビニ及びカフェについてでございますが、貸付料は定額の基本貸付料と、売

上実績と連動する従量貸付料で構成しておりまして、消費税込みで、コンビニについては

基本貸付料が年額660万円、従量貸付料が売上実績の5.5％、カフェについては基本貸付料

が年額240万円、従量貸付料が売上実績の2.2％でございます。営業日、営業時間につきま

しては、コンビニが開庁日の７時30分から19時30分まで、カフェが年末年始を除く日の７

時30分から21時までとする予定でございます。コンビニとカフェのいずれにつきましても、

今年度末の営業開始を目指して調整しておりますが、全国的に電線ケーブルが入手困難と

なっており、テナント工事にも影響を及ぼす可能性がある状況でございます。そのため、

具体的な営業開始日については現時点で確定しておりませんが、今後、確定次第公表いた

します。カフェの店舗看板につきましては、市民への認知度向上や利用促進の観点から必

要なものと認識しておりますので、市役所通りから視認しやすいよう、窓面への設置につ

いて事業者と調整しているところでございます。次に、飲食の取扱いについては、復元棟
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前広場を含む本庁舎屋外敷地など、展望フロアを除いた市民利用空間での飲食を可能とす

るよう、本庁舎等庁舎管理要領を改正したところでございます。 

 次に、職員のメンタルケアについての御質問でございますが、被災地における業務は長

時間かつ不規則な勤務となり、その業務内容も日常行っているものとは異なり、身体的、

精神的な負荷がかかることなどを踏まえ、健康管理上の留意事項を伝え、派遣される職員

の健康状態を確認するとともに、派遣により心身の不調を来した職員への相談対応を行っ

ているところでございます。また、川崎市職員版災害時のこころのケアの手引きや、健康

管理上の注意点についてもグループウェアかわさきに掲載するとともに、引き続き、必要

と判断した職員へは派遣後に産業医面接を実施し、健康支援を行ってまいります。以上で

ございます。 

○副議長 岩隈千尋 財政局長。 

   〔財政局長 白鳥滋之登壇〕 

○財政局長 白鳥滋之 財政局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、市税収入についての御質問でございますが、令和６年度予算におきましては、

コロナ禍を乗り越え、改善しつつある経済状況や、30年ぶりとなる高水準の賃上げなどに

より、個人市民税は、定額減税による大幅な減収の影響がある中でも所得の増加で前年度

並みに、法人市民税は、企業収益の増加で17億円の増となり、固定資産税につきましては、

家屋の新増築等で11億円の増となったことなどから、市税全体で前年度当初予算と比較し

43億円の増収となる3,854億円と見込んだところでございます。 

 次に、減債基金からの借入れについての御質問でございますが、令和６年度予算におけ

る減債基金からの新規借入額につきましては、ふるさと納税に係る市税の流出額拡大によ

る影響のほか、物価の高騰や施設整備スケジュールの変更、人件費の増など、社会経済状

況の変化に的確に対応するため、収支フレームより37億円多い157億円となったところでご

ざいます。次に、新規借入額の今後の見通しについてでございますが、現状、税収増につ

ながる賃金の上昇が物価の上昇に追いついていないことなどから、歳出の増加が歳入の増

加を上回り、収支不足が拡大している状況でございますが、物価上昇から税収への反映に

は時間差が生じますことから、今後の実質賃金をはじめとした社会経済状況の動向を注視

していく必要があると考えております。次に、収支均衡につきましては、今後も厳しい財

政環境が続くことが見込まれますことから、税源涵養や行財政改革に積極的に取り組むな

ど、令和８年度の収支均衡に向けて効率的な財政運営に努めてまいります。次に、令和５

年度の新規借入れにつきましては、予算においては120億円としているところでございます

が、事業執行上の工夫や必要な見直し、重点化、効率的、効果的な事務事業の執行等によ

る経費の抑制、歳入の確保などに取り組み、可能な限り圧縮を図ってまいります。 

 次に、坂戸小学校校舎等増築事業費についての御質問でございますが、今回の補正額約

５億6,000万円の内訳につきましては、事業所管局から補正予算見積書と併せまして、建築

工事、電気設備工事などの工種ごとに、インフレスライド関係、水路構造物関係などの要

因別に経費の内訳を記載した一覧表の提出を受け、当初の積算額やこの間の物価高騰の影

響等を確認し、精査したものでございます。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 市民文化局長。 

   〔市民文化局長 中村 茂登壇〕 
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○市民文化局長 中村 茂 市民文化局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、おくやみコーナーについての御質問でございますが、次年度の運営業務委託に

つきましては、応募資格を満たす事業者から参加意向が示され、現在、年度内の選定に向

けて手続を進めているところでございます。事業者に求める役割につきましては、おくや

みコーナーの設置による市民サービスの向上と、手続の窓口となる区役所の効率化が期待

できる企画提案であることや、実務面を踏まえた業務フローを構築すること、区役所、お

くやみコーナー、コールセンター間の業務に必要となる連携体制の確保などを求めており

ます。設置自治体支援ナビにつきましては、広く一般に公開されているものであり、死亡

に伴う主な手続や制度の案内、手続窓口、必要な持ち物など、利用者が一般的に必要な手

続を事前に整理できることから、御遺族の負担軽減の一助として活用を図る予定でござい

ます。ＤＸ化の推進につきましては大変重要と考えておりますが、併せてデジタルになじ

みのない方への配慮も必要となることから、おくやみコーナーについては、御遺族により

丁寧に寄り添う有人窓口の優位性を生かしながら、申請書記入の負担軽減等にも取り組ん

でまいります。 

 次に、新たなミュージアムについての御質問でございますが、生田緑地ビジョン案につ

きましては、改定内容について所管局である建設緑政局と庁内検討会議等において協議調

整し、整合性を図ってきたところでございますが、東地区全体の魅力の最大化に向けて、

引き続き連携協力した取組を進めてまいります。次に、仮称新たなミュージアムに関する

管理運営計画につきましては、令和６年度に取りまとめる予定の仮称生田緑地ビジョンア

クションプラン及び仮称生田緑地ばら苑管理運営整備方針の内容と整合を図りつつ、ばら

苑等との運営での連携の可能性などについて整理するとともに、向ヶ丘遊園跡地利用計画

を進める小田急電鉄株式会社とも引き続き検討協議を進めてまいります。次に、新たなミ

ュージアムに係る市民への周知等につきましては、大変重要な取組と考えており、令和５

年５月の基本構想策定以降、中間報告までの間に、アンケートやワークショップなど様々

な手法により市民の皆様への広報周知に努めてまいりました。今後も、これまでの取組に

加えて、基本計画の策定に向け、市民ミュージアムの出張展示事業を活用したパネル展示

等や、本年２月に刊行した市民ミュージアムの広報誌「IN ACTION」での情報発信等の新た

な周知方法を展開するなど、より多くの市民の方々に本事業が浸透するよう、積極的な周

知に取り組んでまいります。次に、中間報告の特徴的な取組案につきましては、今後、具

体的な取組内容について検討を進めてまいりますので、基本計画等でお示しする際は、市

民の皆様に伝わりやすい表記を心がけてまいります。 

 次に、想定施設規模に係るヒアリング等につきましては、市民ミュージアムの学芸員16

名から旧施設の利用実態等についてヒアリングを実施するとともに、政令指定都市の博物

館、美術館延べ30施設について、諸室機能や面積を調査し参考としております。こうした

内容を踏まえ、新たなミュージアムに必要となる機能から考えられる具体の活動内容につ

いて検討を進めているところでございまして、諸室やその規模について、収蔵品の活用な

ど具体な利用イメージの深度化を図りながら、基本計画の策定に向けて引き続き検討を進

めてまいります。また、収蔵庫については、公開型収蔵庫も含め、2,600～3,100平方メー

トル程度を想定しており、そのうち約2,000平方メートル程度は、修復した温湿度管理が必

要な収蔵品の保管を見込み、残りのスペースについては、今後の収蔵品の増加を考慮した
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ものですが、収蔵庫の収蔵量は、収蔵品の大きさ、形状、配置方法等によって変動するた

め、今後、収集方針のさらなる検討を進め、適切な規模について精査を行ってまいります。

次に、収集方針につきましては、新たなミュージアムの使命や取り扱う分野等によって大

きく影響を受けるものでございますので、市民の皆様からの意見聴取等を通じて、具体的

な活動内容やミュージアム像の検討を重ねるとともに、市民ミュージアムの現状、課題、

社会的要請等を踏まえ、より詳細な収集方針の考え方を基本計画でお示ししたいと考えて

おります。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 経済労働局長。 

   〔経済労働局長 久万竜司登壇〕 

○経済労働局長 久万竜司 経済労働局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、新川崎・創造のもりの機能更新についての御質問でございますが、今回の機能

更新におきましては、量子イノベーションパークの実現等、川崎市と慶應義塾が目指す新

たな拠点の形成に向けて協力して取り組むものでございます。この地区で生まれた研究成

果につきましては、社会実装された貴重なものでありますことから、市内の拠点での研究

の継続や産業化に向けた支援等について、両者で連携して取り組んでまいります。研究開

発を加速する良好な研究環境につきましては、最先端のコンピューティング分野では、電

源の利用環境について、安定性や信頼性等が不可欠とされることから、経済性とのバラン

スも含めた企業ニーズの把握等を行うとともに、環境への配慮も重要でありますことから、

脱炭素の視点でのエネルギーの効率利用や再生可能エネルギーの導入等に向けて検討して

まいります。また、ネットワークセキュリティにつきましては、企業等の個別のセキュリ

ティ対策を補完し、一層の安全性を高めるため、不正アクセスやサイバー攻撃への対策な

ど、施設管理におけるソフト、ハード両面からの強固なセキュリティ環境について検討を

進めてまいります。交流、コミュニティ機能につきましては、支援機関やベンチャーキャ

ピタル等との連携や、企業、大学とのマッチング、オープンイノベーション型の研究開発

支援など、これまでの知見やネットワークを生かし、多種多様なプレーヤーが集い、オー

プン型でイノベーションが生み出される環境の構築に向けて取組を進めるとともに、量子

コンピューターは川崎臨海部で取り組むライフサイエンスや素材分野等との親和性が高

く、相乗効果が発揮される分野でありますことから、市内の拠点間の連携に向けて、セミ

ナーの開催や研究者との交流促進等に取り組んでまいります。 

 地域に開かれた憩いの空間につきましては、Ｋ２タウンキャンパスを中心に、同地区の

エントランスにふさわしい憩いの空間形成に向けて、隣接するさいわいふるさと公園との

一体的な緑地の配置やカフェ等の整備を行い、研究者だけではなく、地域の方々にとって

も訪れたくなる場所となるような機能の導入について検討してまいります。市内学校との

連携につきましては、現在、子どもたちに向けた科学体験イベントや人材育成プログラム

を立地企業、大学等と連携して開催するとともに、同地区の先端技術を紹介する副読本を

ＧＩＧＡ端末用に作成し、主に中学生を対象に発信しておりますが、市内の子どもたちが

日常的に科学技術に触れ、興味を抱く場の創出が必要でございますことから、ＩＣＴとリ

アルを組み合わせた体験機会の充実等について検討してまいります。土地利用の方向性に

つきましては、機能更新の検討エリアの中心であるＫ２タウンキャンパスは、平成12年の

開設当初、10年間の暫定的な利用計画として、大学の理工系研究室を想定し整備した施設
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でありますことから、必要と考えられる機能全てを受け止めることは困難であり、令和６

年度に策定予定の基本計画において、必要な機能の導入に向けて、施設全体の建て替えも

含めて検討してまいります。 

 次に、北部市場の機能更新についての御質問でございますが、市内経由率につきまして

は、北部市場の公共性をはかる指標の一つであると認識しておりますことから、現在、最

新の情報を捉えるため、卸売業者等に対しヒアリング等による情報収集を行っているとこ

ろであり、今年度中に取りまとめてまいります。起債の償還につきましては、起債を行う

のは施設の整備等を行う12年間であり、基本計画案では、施設の耐用年数に応じて、38年、

31年、24年で償還する計画としております。施設ごとの償還期間の短縮、定期的な見直し

や利息等のコスト削減につきましては、将来にわたる財政負担の軽減に向け重要なもので

あると認識しております。そのため、償還に伴う単年度の財政負担と償還総額とのバラン

スを踏まえ、適切な年数での償還計画を定めるとともに、定期的な見直し等を含め、起債

そのものを抑える工夫について検討してまいります。整備関係費等の内訳につきましては、

整備関係費約745億円については、ＰＦＩ事業期間の支出額として、整備費、公債利子、諸

経費等で約717億円を、ＰＦＩ事業期間後の支出額として、公債利子約28億円を計上してお

ります。また、大規模修繕費については、ＰＦＩ事業期間終了後の実施に係る支出額とし

て、国土交通省監修資料に基づき、対象施設に関する当初整備費の約６割となる約240億円

及び公債利子約61億円を計上しております。財産貸付料の内訳につきましては、想定する

市場機能連携エリアとしての貸付面積に、想定する貸付地代単価を乗じて算出しておりま

して、ＰＦＩ事業期間の収入額として約147億円を、ＰＦＩ事業期間後の収入額として約199

億円を計上しております。 

 市場使用料につきましては、市場の持つ公共性と受益者負担を考慮し、基本計画案にお

いて、事業費を抑制する手法等について検討を継続するとする一方で、社会経済環境の変

化により整備費等が増加した場合には、市場使用料の増額等により収支を合わせることを

基本とするとしております。そのことを踏まえ、収支シミュレーションでは、事業期間を

通して収支を均衡させるため、支出額から国庫補助金及び財産貸付料を差し引いた残りの

金額を市場使用料で賄うことを基本として算定しております。また、整備期間中などには

一時的に一般会計からの繰入金が発生することを見込んでおりますが、基本計画案におい

ては、事業期間を通して収支をおおむね均衡させることを想定しているところでございま

す。市場使用料の見込額につきましては、基本計画案における収支シミュレーションでは、

年間の市場使用料を２倍程度にすることで均衡が図られる見込みとしております。市場使

用料の設定につきましては、受益者負担の観点から、施設種別ごとに使用料を設定するこ

とを基本としておりますが、部門間で極端な料金差が生じることは総合市場としての価値

を確保する上での課題となりますことから、今後の事業費等の動向を踏まえて慎重に整理

してまいります。 

 ダウンサイジングの考え方につきましては、基本計画案における市場の各施設の規模に

ついては、施設ごとの特性や利用実態等を踏まえた上で、適切な規模となるよう算定を行

っております。今後、場内事業者との調整及び民間事業者からの提案を踏まえて精査して

まいります。社会経済環境の変化等への対応につきましては、機能更新の進捗管理は、本

市民間活用推進方針に基づき、定期的なモニタリング及びおおむね５年ごとの学識経験者
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による中間的な検証などを行う予定でございますので、検証のタイミングにおいて、必要

に応じて本市が市場の維持管理、運営等に影響するような食品流通構造などの環境変化へ

の対応方法等を検討するとともに、公共的な役割を有する本事業を適切に執行してまいり

ます。市場会計の南北分離につきましては、現在、北部市場では機能更新の検討を、南部

市場では今後の運営方針の検討をそれぞれ進めており、こうした検討状況を踏まえ、市場

経営の健全化を図るため、市場別の運営状況が具体的に把握できる手法について、令和７

年度に策定を予定している次期卸売市場経営プランの中で整理してまいります。過年度の

記録につきましては、財務会計システムや決算書等にて適切に把握するとともに、機能更

新等の市場に大きな影響を与える事業等について、その経緯を含めて継続的に把握してま

いります。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 環境局長。 

   〔環境局長 三田村有也登壇〕 

○環境局長 三田村有也 環境局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、庁内のＰＣＢ廃棄物の調査に関する御質問でございますが、庁内の高濃度

ＰＣＢ廃棄物につきましては、国からの通知や環境局からの依頼に基づき、各局において

繰り返し所管する該当施設の確認、調査が行われてきたと認識しております。しかしなが

ら、一部の局において、過去に調査を行い確認した施設から今年度に入りましても新たに

発見された事例があったことから、これまでの調査方法または調査対象に課題があったも

のと考えております。そのため、各局に対し、これまでの調査内容の確認を求めるととも

に、ＪＥＳＣＯ等から提供されている具体的な発見事例などの情報共有も行い、こうした

情報を基に今回再確認を実施した結果、新たな発見に至ったものでございます。今後、発

見された場合には、速やかに適正処理に向けた手続を進めるとともに、議会へ情報提供し

てまいります。 

 次に、能登半島地震の支援についての御質問でございますが、１月16日から２月２日ま

での間、国からの要請に基づき、避難所等から排出されるごみの収集運搬の支援を実施し

てまいりました。この中では、国、自治体、民間事業者など、多様な団体が廃棄物処理に

係る支援活動を行っている状況の中、当初、情報が錯綜したことなどから、廃棄物の排出

状況の把握や、それぞれの特性に合った役割分担の重要性を感じたところでございます。

また、道路の復旧状況などが日々変化する中で、搬送経路の確認が重要であることや、断

水等による影響で、ごみの中にし尿等の汚物が多く含まれているため慎重な積込み作業が

必要であることなど、実際に作業を経験したことによる貴重な知見が得られたところでご

ざいます。 

 次に、災害時におけるし尿収集についての御質問でございますが、災害時に避難所に設

置される仮設トイレのし尿収集につきましては、し尿収集車のほか、浄化槽車も使用する

計画としておりまして、対策車を含めますと24台配備しており、発災後、収集可能な地域

については２日目から収集する計画となっております。次に、携帯トイレにつきましては、

普通ごみとして収集する計画となっており、課題といたしましては、不適正排出による衛

生環境の悪化や、収集時のし尿飛散のおそれ、さらに、携帯トイレの処分量が増大した場

合には、処理施設の燃焼効率への影響などがあると考えております。こうしたことから、

現在、市民向けリーフレット等により、袋を二重にすることや凝固剤の活用などを周知し
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ているところでございます。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 健康福祉局長。 

   〔健康福祉局長 石渡一城登壇〕 

○健康福祉局長 石渡一城 健康福祉局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、障害者グループホームについての御質問でございますが、本市における処分に

つきましては、現在も調査を継続しているため、内容は確定しておりませんが、今後、事

業者に対して最終的な事実確認を行い、本市の処分量定に基づき厳正に実施してまいりま

す。本市の処分量定につきましては、介護保険制度の処分量定を参考にした部分もあり、

今までも公正かつ厳正に行ってきたものと考えておりますが、裁量権や公正性の観点から、

国による統一した基準が必要であると認識しております。今後につきましても、引き続き、

国に対して統一した基準の作成について要望してまいります。食材費の実態調査につきま

しては、現在、精査中ではありますが、不適切な事案が疑われる回答もありましたので、

今後、調査内容をまとめるとともに、調査を追加して内容の確認を行うなど、状況に応じ

適宜適切な指導等を行ってまいります。 

 次に、地域包括支援センター等についての御質問でございますが、これまで、地域包括

支援センターの相談機能を充実させるため、人員体制の整備や職員の充足率向上に取り組

んでまいりました。次期かわさきいきいき長寿プランの計画期間におきましては、これら

の取組に加え、センター職員と行政関係部署の職員から構成される業務検討委員会等の場

において、業務の整理と手引の策定等を段階的に進める予定としております。また、今般

の介護保険制度改正により、本年４月以降、センターの総合相談支援業務の一部を、居宅

介護支援事業所をはじめとする地域の関係機関に委託することが可能となり、現在、国か

らの詳細な情報発出を待っているところでございます。本市といたしましては、軽度の段

階から早めに関わることによって生活課題が深刻化することを防ぐため、センターが地域

の関係機関と連携、役割分担して対応することが必要であると考えているところでござい

まして、昨年度から、小規模多機能型居宅介護事業所等に配置を進めている生活支援コー

ディネーターとの連携の仕組みの構築に取り組んでいるところでございます。 

 次に、ケアマネジャー業務の現状把握につきましては、本市との協議を踏まえ、川崎市

介護支援専門員連絡会において昨年秋にアンケート調査が実施されたところでございま

す。その中で、「ケアマネジャーの担い手不足を感じる」という回答をした割合は90％を

超え、また、担い手が増えない理由としては、作成書類の多さやケアマネジャーとしての

本来業務以外の対応を求められることが多く挙げられております。また、「ケアマネジャ

ーを続けることが難しい」と回答した割合は90％を超えており、その理由としては、利用

者への責任の重さや資格継続の負担感などが多くなっております。このような課題に対し

て、これまで市介護認定調査にモバイル端末を導入し、１人当たりの調査件数を増やすこ

とで指定居宅介護支援事業所への認定調査委託数の縮減を図るほか、事業者指定等の各種

手続を原則オンライン化することにより事務負担の軽減に取り組んできたところでござい

ます。今後につきましても、川崎市介護支援専門員連絡会と連携し、ケアマネジャーの負

担軽減を図りながら、担い手確保に向けた対応を検討してまいりたいと存じます。 

 次に、生活支援コーディネーターについての御質問でございますが、次期計画期間にお

きましては、生活支援コーディネーターの配置を委託する小規模多機能型居宅介護事業所
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及び看護小規模多機能型居宅介護事業所を令和６年度は28か所、令和７年度は34か所、令

和８年度は40か所としていく予定でございます。次に、生活支援コーディネーターは、当

該事業所との一体的な取組により、小地域における様々な主体との協働による地域の生活

課題の解決や閉じ籠もり予防を図ることが重要であると考えておりまして、体制について

は、それぞれの実情に応じて専従や当該事業所との兼務を可能としているところでござい

ます。今後も、地域的なバランスを整えながら広く展開していく必要がございますことか

ら、リーフレットや動画等を用いた丁寧な説明や研修等により受託事業所の新規獲得に努

めるとともに、併せて継続的な研修や受託事業所間での情報共有を図り、生活支援コーデ

ィネーターの質の向上に取り組んでまいりたいと存じます。 

 次に、介護予防の取組についての御質問でございますが、介護予防支援につきましては、

今般の介護保険制度改正において、居宅介護支援事業者が都道府県または政令指定都市等

から直接指定を受けることが可能となったこと、介護報酬が引き上げられ、ケアマネジャ

ー１人当たりの取扱件数の上限が緩和される方向性が示されたことから、今後の国の動向

を注視してまいります。これまで、本市におきましても、介護予防マネジメントの実施手

法の整理、見直しを進めてきたところでございまして、今後につきましてもさらなる改善

を検討してまいります。また、要支援者の訪問型サービスにつきましては、次期計画期間

に要支援者のサービスの利用実態や必要とされる機能について調査を行い、要支援者の状

態に応じた適切な訪問型サービスが安定的に提供されるための方法について、引き続き検

討を進めてまいります。 

 次に、訪問介護員等の処遇についての御質問でございますが、国は、事務負担軽減の観

点から、現行の３つの処遇改善加算を一本化し、現在の取得状況に応じた経過措置区分を

算定できることとしており、本市としては、加算取得事業所の増加につながるよう、事業

所へ制度の丁寧な周知を行うとともに、新たに加算獲得を希望する事業所への支援として

相談窓口の設置などを検討してまいります。 

 次に、介護予防・日常生活支援総合事業についての御質問でございますが、今後の要介

護高齢者等の増加を見据え、特に状態の維持改善の可能性が高い要支援者等を対象として、

自立支援、重度化防止のための初期支援の強化等を目的としたモデル事業を令和５年１月

から、幸区、麻生区の一部のエリアで実施してまいりました。モデル事業におきましては、

骨折等で一時的に状態が低下した方や、膝の痛み等で徐々に活動量が低下している方等に

ついて、専門職による初期支援により不安の解消や意欲の向上、活動量の回復等の効果が

確認されました。次期計画期間では、これまでのモデル事業の結果を踏まえ、実施エリア

を拡大しながら実施手法やサービス提供体制の確立に取り組むとともに、多様な社会資源

の活用によって要支援者等の社会参加の促進を図るなどの取組を一体的に進めてまいりた

いと考えております。 

 次に、介護医療院についての御質問でございますが、介護療養型医療施設から介護医療

院への転換につきましては、施設に対して行ったヒアリングから、施設経営の見通しが立

たないことや介護職員の確保が困難であったことが理由であることを確認しております。

次期計画における目標数等につきましては、特別養護老人ホームの入居申込者のうち、医

療的ケアが必要なため入居できない方が、令和４年度末の時点で100名程度となっているこ

とや、今後さらなる高齢化の進展に伴ってニーズも高まっていくものと想定されることか
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ら、令和６年度に設置運営法人の公募を実施し、令和８年度中の開設を目指しているもの

でございます。特別養護老人ホームとの役割分担につきましては、介護医療院は医師や看

護師が常駐しているため、24時間体制で医療的ケアを行うことが可能であり、介護保険施

設の中で、みとりの課題も含めて、より医療依存度の高い方へのケアに適しております。 

 次に、介護保険におけるＩＣＴの活用についての御質問でございますが、介護認定調査

員のタブレット端末の導入につきましては、調査票作成時間の削減や調査員１人当たりの

調査件数の増加、認定に要する期間の短縮などを効果として想定しております。また、令

和５年12月に先行導入した田島地区からの意見等を踏まえ、タブレットの文章自動作成機

能のシステム修正を行い、令和６年３月までに他の区、地区についても順次運用を開始す

る予定でございます。閲覧申請につきましては、これまでの窓口、郵送による申請に加え、

令和５年４月からオンライン手続かわさきによる電子申請受付を開始したところでござい

ます。利用者の御都合に応じて申請方法を選択できることは、利便性の向上につながる取

組であると考えておりますことから、電子申請の利用につきましては、事業者向けメール

や市ホームページ、川崎市指定介護保険事業者等集団指導講習会、川崎市介護支援専門員

連絡会の場などを活用し周知を図るとともに、今後、区役所における事務処理手順や運用

方法等の見直しを進めながら、オンラインによる資料提供など、さらなる電子申請の推進

について検討を進めてまいりたいと考えております。現在、本市の介護保険手続では、閲

覧申請などの手続がオンライン手続かわさきで、マイナンバーを利用した介護保険認定申

請などの手続が国のマイナポータルぴったりサービスで、それぞれ電子申請が可能となっ

ております。電子申請につきましては、利用者や事業者の負担軽減のため重要であること

から、さらなる利便性の向上に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、相談支援体制についての御質問でございますが、本市においては、障害者の増加

や障害の多様化、重度化、家族の高齢化などを背景に、相談支援ニーズが複雑化している

ことから、より多くのニーズに効率的に対応するとともに、高度専門的な内容にも応じら

れる体制を構築することが必要となっております。現行の第５次かわさきノーマライゼー

ションプランの計画期間におきましては、総合リハビリテーション推進センターの開設を

はじめ、地域リハビリテーション支援拠点や子ども発達・相談センターの設置、障害者相

談支援センターの体制強化、地区担当制の導入などの取組を進めるとともに、専門分野で

は、ひきこもり地域支援センター、依存症地域活動支援センターを新たに設置するなどの

取組を推進してきたところでございます。また、こうした体制強化を進める上で、既存の

相談支援機関等との連携体制を整理する必要があったことから、１次から３次までの重層

的な相談支援体制の全体像をお示しするとともに、それぞれの階層別機能について整理し、

効率的、効果的な運用の実現に向けて取り組んでまいりました。次に、次期改定版におけ

る具体的な取組についてでございますが、複雑なニーズに対応していくためには、各相談

支援機関が相互に役割を十分に認識し、支援が困難なケースが発生した際には共同で対応

することが必要であるものと考えております。そのため、各階層が参加する連絡会等の場

を活用し、事例検討や意見交換を行うとともに、実際に困難ケースが生じたときにはその

支援に共同で対応するなど、実践の場を通じた関係づくりに取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、計画相談についての御質問でございますが、相談支援事業所に対する採算性の向
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上を目的として国への要望を実施しておりますが、その効果として、令和６年度報酬改定

案について、基本報酬の引上げや加算の新設等が盛り込まれております。しかしながら、

今回の改定案においても、独立採算を確保し、安定して計画相談支援を提供するためには

十分とは言えない内容であると考えております。そのため、引き続き国への要望を実施す

るとともに、本市においては、計画相談支援に対する市単独での加算金や、事業所の運営

の安定化に向けた補助事業を継続してまいります。また、相談支援専門員の負担軽減を図

るために、障害者相談支援センター等による後方支援や伴走支援の実施を行うほか、量的

確保や質的向上を図るために、養成研修の実施や体系的な相談支援従事者研修を実施して

まいります。 

 次に、地域生活支援拠点施設についての御質問でございますが、幸区及び多摩区におけ

る拠点施設の整備につきましては、市有地を中心に十分な広さを有する土地について引き

続き検討し、目途が立ち次第、速やかに整備に向けた取組を行ってまいります。第５次か

わさきノーマライゼーションプランの次期改定版におきましても、既存の社会資源が十分

でない機能を補完するために、未整備地域の拠点施設の整備に向けた検討を進めることと

しております。 

 次に、被災地派遣についての御質問でございますが、保健師チームが発災直後の１月６

日に珠洲市入りしたのをはじめ、２月１日からは、医師、保健師等で構成するＤＨＥＡＴ

チームを穴水町に、２月12日からは、能登中部地方の保健所等に獣医師を派遣するなど、

要請に応じて必要な派遣を継続しているところでございます。これまでに派遣された職員

からは、発災時においては何より早期に指揮命令系統を確立することの原則を再認識する

とともに、的確な地域保健活動を行うために必要なニーズとリソース等の情報を一元化す

ることや、避難所における適切な感染症対策を行うことの難しさを痛感したことのほか、

被災地では疲弊した自治体職員のサポートや、人間だけではなく飼養動物への対応等の必

要性など、時間の経過とともに様々なニーズと課題が浮き彫りになったなどの報告を受け

ております。これらの貴重な経験を知見として蓄えながら、保健・医療・福祉分野の災害

対応に生かしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 こども未来局長。 

   〔こども未来局長 阿部浩二登壇〕 

○こども未来局長 阿部浩二 こども未来局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、放課後等の子どもの居場所づくりについての御質問でございますが、本市の放

課後等の子どもの遊び場や居場所といたしましては、地域の中で子どもたちが自由に遊び、

共に学び合うことができるよう、こども文化センターを設置しているところでございます。

また、児童の遊びや生活の場を確保するわくわくプラザ事業や、地域ぐるみで子どもたち

の学習や体験をサポートする仕組みづくりである地域の寺子屋事業、さらには、子どもた

ちが自由に伸び伸び遊べる環境づくりであるみんなの校庭プロジェクトの取組も進められ

ているところでございます。それぞれの取組は、子どもや保護者のニーズ、地域の担い手

の状況に応じて、地域の中の子どもの居場所としての機能を有している一方で、子育て家

庭や子どもを取り巻く環境の変化に伴うニーズや価値観の多様化、地域のつながりの変化

などへの適切な対応が求められているところでございます。次に、放課後等の子どもの居

場所づくりに当たりましては、子どもの意見に基づき居場所を具現化することで、子ども
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自身がいたい、行きたい、やってみたいと感じる居場所づくりを進めていくことが可能に

なるものと考えております。また、本市における放課後等の子どもの居場所づくりを充実

させていくためには、事業相互の関係性の整理も必要となるものと認識しておりますので、

既存事業それぞれの目的や担い手となる様々な主体の取組状況も踏まえながら、必要とな

る機能の検討を関係局間で連携して進めてまいりたいと存じます。 

 次に、児童手当及び児童扶養手当の制度改正についての御質問でございますが、初めに、

児童手当についてでございますが、財源構成につきましては、現在おおむね６分の１であ

る地方の負担割合につきましては、制度改正後の地方の負担額を増大させないため、負担

割合を減ずる方向で議論が進められていると認識しておりますので、今後も引き続き国の

動向を注視してまいりたいと存じます。次に、事務処理センターについてでございますが、

今回の制度改正に伴う対象者からの問合せ、申請書の発送及び受付、入力等の業務の一元

的な対応に係る経費を積算したものでございます。制限額につきましては、今後、正式な

通知が国から示される予定でございますが、現時点の情報では、基礎額100万円に18歳以下

の児童１人当たり200円を加算した額が上限と聞いており、本市におきましては約4,400万

円と想定されます。次に、システム改修に係る費用についてでございますが、令和４年の

制度改正に伴うシステム改修では957万円を執行いたしました。今回の改正に伴うシステム

改修につきましては、現段階で明らかになっている制度改正の仕様を踏まえ、約1,237万円

を見込んでいるところでございます。次に、振込手数料についてでございますが、公金収

納等事務の適正化に関する国の通知に基づく見直しにより、令和６年10月から児童手当に

ついても他の公金と同様に振込手数料が発生し、児童手当１回の支給にかかる振込手数料

としては1,735万円を見込んでいるところでございます。 

 次に、児童扶養手当の制度改正についてでございますが、支給対象者の増加人数は約120

人を見込んでいるところでございます。次に、影響額についてでございますが、通年で9,360

万円の増加を見込んでおり、うち6,240万円が本市の負担増となります。次に、今回の制度

改正に伴う負担割合の変更については、現時点では国から示されておりません。次に、国

に対しての働きかけについてでございますが、児童扶養手当につきましては、支給額や所

得限度額の変更が度々行われていることから、大都市会議で課題を共有するなど、様々な

機会を捉えて国に対し費用負担を含めた必要な要望を行ってまいりたいと存じます。 

 次に、こども誰でも通園制度についての御質問でございますが、令和５年度補正予算に

計上している新たな試行的事業につきましては、事業を円滑に実施するため、保育・幼児

教育関係の団体等に対し、概要の説明及び御意見の聴取を始めたところでございます。今

後のスケジュールにつきましては、６月中に事業を開始する予定としておりますので、要

綱等の整備を行った上で３月中に市内事業者への公募を行い、４月以降に公立を含め各区

３施設、全市で21施設を目安に実施施設を選定する予定でございます。また、事業実施に

向けましては、市のホームページや子育てアプリ等による保護者への周知を行ってまいり

ます。次に、本事業における議会報告等につきましては、所管である文教委員会に対して、

事業の詳細が決まり、市民への周知を開始するタイミングなど、適切な時期に報告してま

いりたいと存じます。次に、本事業と一時保育事業との違いについてでございますが、対

象年齢の設定や利用時間に制限が設けられていることが主な相違点でございまして、市民

が利用する上では両事業の間で明確な違いはなく、国におきましても、両事業のすみ分け
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については引き続き検討課題としているところでございます。次に、利用者の受入れに当

たりましては、本格実施を見据えた試行的事業において、利用者が利用を希望する施設に

事前登録を行うことを想定しており、この中で受入れに関する様々なリスクの軽減を図っ

てまいります。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 まちづくり局長。 

   〔まちづくり局長 藤原 徹登壇〕 

○まちづくり局長 藤原 徹 まちづくり局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 空き家等対策についての御質問でございますが、初めに、管理不全空家等の判定基準に

つきましては、昨年12月に示された国の指針を踏まえ、現在、本年９月末の策定に向け、

庁内会議や川崎市空家等対策協議会において検討を進めているところでございます。また、

管理不全空家等対策ガイドラインの見直しにつきましては、これまでの対応状況や課題等

を踏まえるとともに、法改正の内容に応じて、空き家所有者等への対応フローなどの見直

しや財産管理制度などの追記を行い、第２期川崎市空家等対策計画の一部改定に合わせ、

本年９月末をめどとしております。次に、管理不全空家等及び特定空家等への対応につき

ましては、これまでも関係局区が連携し取り組んできたところでございますが、同ガイド

ラインの見直しを契機に、まちづくり局が中心となって、関係局区がより有機的に連携し

ながら実効性のある対策となるよう、現在、検討を進めているところでございます。次に、

財産管理制度につきましては、法改正に伴い財産管理人の選任申請が可能となったことか

ら、来年度、まちづくり局が主体的に実施し、必要に応じて区役所など関係局区と連携す

るよう、現在、準備を進めているところでございます。次に、来年度の対応件数等につき

ましては、１件当たり予納金を100万円として、５件程度を想定しております。以上でござ

います。 

○副議長 岩隈千尋 建設緑政局長。 

   〔建設緑政局長 福田賢一登壇〕 

○建設緑政局長 福田賢一 建設緑政局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、全国都市緑化かわさきフェアについての御質問でございますが、事業費につき

ましては、令和６年度予算案において、川崎市市制100周年記念事業・全国都市緑化かわさ

きフェア実行委員会への負担金として約22億3,000万円、アクセス路整備や花壇づくり等の

各区の取組など、関連施設整備等として約１億8,000万円を計上しているところでございま

す。概算事業費につきましては、全国都市緑化かわさきフェア基本・実施計画を策定した

昨年８月時点でおおむね19億円としたものでございまして、この間、詳細な費用など検討

の熟度が上がってきたことに加え、物価や人件費高騰の影響等により事業費が増加したも

のでございます。次に、今後の負担金につきましては、現在のところ増額する予定はござ

いませんが、適正な予算執行に努めるとともに、ふるさと納税やガバメントクラウドファ

ンディングなど、様々な手法を用いて財源の確保にも努めてまいります。次に、協賛金に

つきましては、令和５年９月から募集を開始しており、市制100周年記念事業及びかわさき

フェアの趣旨に賛同していただいた企業、団体等から、本年２月15日現在、約6,800万円の

申込みをいただいているところでございまして、本事業の実施に向け、会場で使用する物

品協賛等も含め、様々な企業、団体等へ引き続き幅広く呼びかけしてまいります。次に、

レガシーの形成に向けた取組につきましては、かわさきフェアの開催前からの様々な協働
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の取組への参加を通じて、多くの方に緑への興味や関心を持っていただき、緑地の保全や

花壇づくりなど、継続的な活動につなげていくことが重要だと考えております。 

 次に、かわさきフェア公式ホームページにつきましては、現在、掲載内容の充実を図る

ため、これまで行ってきた各区の取組実績を掲載するとともに、今後予定しているフェア

との連携イベントやブース出展など、詳細が決定したものから掲載しているところでござ

います。また、本年３月には、会場案内やまちなかみどりスポットの掲載を予定してござ

います。次に、エックスでの投稿につきましては、主に市民向けに各種情報発信を行って

おりますが、コンテンツによっては多くの方の閲覧がございますことから、ホームページ

の新着情報に掲載した記事についても重複して掲載するなど、今後も投稿のバリエーショ

ンを広げて情報発信してまいりたいと考えております。次に、フォロワー数につきまして

は、コンテンツの充実に向け、取組と連携した広報を実施しているところでございまして、

本年２月１日現在、エックスは804人、インスタグラムは1,179人となってございます。次

に、かわさきフェアのロゴにつきましては、本市及び実行委員会が使用するほか、個別で

使用の御相談を受け付けながら、企業、団体の皆様に使用していただいておりますが、本

年３月の公式ホームページの更新に合わせて掲載を予定してございます。本年２月15日現

在、ロゴ使用届出件数は31件で、その内訳は企業20件、団体11件となっているところでご

ざいます。次に、著名人等との連携につきましては、緑に関心がない人にも分かりやすく

周知することが集客につながると考えていることから、若年層に関心の高いテーマを検討

するなど、取組と一体的な広報を広く展開してまいります。また、若年層の意見聴取につ

きましては、学生が参加するワークショップや花壇づくりの取組を通じて実施していると

ころでございまして、さらに、若年層へアプローチするため、影響力のあるインフルエン

サーの採用を検討するなど、かわさきフェアの魅力を幅広く発信してまいります。 

 次に、等々力陸上競技場のネーミングライツについての御質問でございますが、初めに、

等々力緑地のネーミングライツにつきましては、等々力緑地再編整備・運営等事業の事業

契約において実施を必須とする自主事業に位置づけており、事業者が命名権の獲得に向け

て企業等へ働きかけを行い、事業者から提案を受けた本市が、ネーミングライツパートナ

ーの適格性、愛称、価格、期間などを審査し、承諾した場合に導入するものでございます。

次に、スタジアムにおける取組につきましては、球技専用化に際し、市民や利用者の皆様

に広く協力を求め事業を進めることにより、施設への親しみや愛着を深めていただけると

考えておりますので、他都市のスタジアム建設事例も参考に、関係局と連携し検討してま

いります。次に、富士見公園へのネーミングライツにつきましては、既に川崎富士見球技

場に導入しているところでございまして、現時点で他の施設への予定はございませんが、

導入に当たっては効果等を把握する必要があると考えております。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 港湾局長。 

   〔港湾局長 磯田博和登壇〕 

○港湾局長 磯田博和 港湾局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、シャーシプールについての御質問でございますが、シャーシプールは、ターミ

ナルと物流施設間の輸送効率の向上による港内物流の円滑化、荷主サービスの向上を目的

として整備したもので、昨年12月に供用を開始したところでございます。同施設は、シャ

ーシ等の置場不足の要望も踏まえ、シャーシ81台、トラクターヘッド23台の駐車スペース
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を有し、川崎港コンテナターミナルで輸移出入されるコンテナ貨物を輸送するトラック事

業者に御利用いただいているものでございます。次に、用地確保についてでございますが、

当面は現在のシャーシプールの施設規模で対応できるものと考えておりますが、今後、取

扱貨物量の状況や利用者からのニーズを踏まえ、必要に応じて対応してまいります。 

 次に、危険物コンテナ輸送についての御質問でございますが、初めに、臨港道路東扇島

水江町線における危険物コンテナの通行につきましては、本臨港道路は橋梁形式であるこ

とから、危険物積載車両の通行制限を受けないため通行可能となる予定でございます。次

に、効果につきましては、危険物コンテナの川崎港利用への転換が期待されるとともに、

水素等の利用拡大につながるなど、川崎臨海部のカーボンニュートラル化の実現にも寄与

するものと期待しているところでございます。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 危機管理監。 

   〔危機管理監 飯塚 豊登壇〕 

○危機管理監 飯塚 豊 危機管理本部関係の御質問にお答え申し上げます。 

 防災対策についての御質問でございますが、初めに、能登半島地震の支援につきまして、

避難所運営支援に派遣した職員からの感想として、避難所の物資について、在庫があるも

のがプッシュ型で送られ、その整理に相当な時間を費やしたと聞いており、被災者のニー

ズに沿った物資の調達の難しさを感じたところでございます。また、本市が担当した地域

においては、日頃からの人のつながりがあり、コミュニティの大切さを改めて認識したと

ころでございます。今回の派遣経験を生かし、物資支援の迅速かつ柔軟な判断ができるよ

う訓練等で検討していくとともに、地域における多様な主体との連携を強化することで地

域防災力の向上を図ってまいります。次に、避難所におけるトイレの使用等につきまして

は、避難所運営マニュアルにおいて、設備の安全確認等を行い、施設内の下水が流れる場

合でも、周辺下水管等の状況が確認できる３日程度は使用を自粛することとし、簡易トイ

レや携帯トイレ等で代用するものとしております。下水管の耐震化が進捗したことにより、

発災直後から施設周辺の下水管の使用が原則可能と考えておりますが、接続確認や代替ト

イレの使用方法について具体的な周知が必要であり、今後につきましても、避難所運営会

議や関係局区と連携して取組を進めるとともに、避難所運営マニュアルの見直しを進めて

まいります。 

 次に、避難所運営における女性の視点等につきましては、避難所運営会議等で平時から

災害時を想定し、集団生活に必要となる様式や行動等を意識合わせしておくことは、円滑

な運営につながり、女性が参画し視点を共有することが基本的なスタンスであることから、

その実現に向け、各局区と連携して取り組むとともに、男女共同参画センターや市民活動

団体等とも情報共有するなど、柔軟に進めることも有効なものになると考えており、今後

も、避難所運営における女性視点の確保を題材とした研修や会議の開催に向け取り組んで

まいります。次に、地域防災計画の見直しにつきましては、関係法令の改正、国の防災基

本計画の修正や本市の災害対応の見直しなどを踏まえ、適宜修正を行っておりまして、令

和３年度に風水害対策編の修正を行ったほか、毎年度、災害時協定や防災対策に関する要

綱等の更新など、資料編の修正を行っているところでございます。震災対策編につきまし

ても、国の動向等を踏まえながら、施設の状況の変化等に伴う時点修正を含め、必要な修

正を行ってまいります。以上でございます。 
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○副議長 岩隈千尋 病院局長。 

   〔病院局長 森 有作登壇〕 

○病院局長 森 有作 病院局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 被災地支援についての御質問でございますが、病院局におきましては、全庁的に対応

する避難所運営支援への職員派遣に加え、市立３病院から災害派遣医療チームである

ＤＭＡＴを珠洲市、輪島市、七尾市に派遣したほか、石川県保健医療福祉調整本部におい

て統括ＤＭＡＴのサポートを行う、ＤＭＡＴロジスティックチームへの医療技術職員の派

遣を行いました。さらに、病院看護業務を担うために、川崎病院、井田病院の看護師を市

立輪島病院に順次派遣しております。ＤＭＡＴは、被災地において必要な医療を自己完結

で提供できることを前提としておりますので、派遣した職員からは、活動期間中に使用す

る薬品や診療材料、精密電子機器等の医療資器材等を運搬でき、さらに患者搬送設備を有

する車両の確保など、移動手段の充実について検討する必要があるとの意見が得られたと

ころでございます。 

 次に、医師の働き方改革についての御質問でございますが、市立３病院におきまして、

令和４年度に年間の時間外労働が960時間を超えた医師は、川崎病院が60名、井田病院が２

名でございまして、多摩病院はおりませんでした。各市立病院では、時間外労働を縮減し、

医師の働き方改革を推進するため、それぞれ病院長を委員長とする委員会を組織し、取組

を進めているところでございます。具体的な取組といたしまして、宿日直勤務は労働基準

監督署の許可を得ることにより時間外労働の対象とならないとされておりますことから、

川崎病院では、精神科及び産婦人科が宿日直について許可を取得し、井田病院では、緩和

ケア内科及び高度治療室、いわゆるＨＣＵが宿直について許可を取得しております。また、

多摩病院では、循環器内科、脳神経外科など11診療科が宿日直について許可を取得してお

ります。このほか、看護助手の確保、医師事務作業補助者の確保、育成、特定看護師の育

成、活用、薬剤師による服薬指導などによる他職種へのタスクシフト、地域連携による外

来業務量の縮減、労働効率のよい夜間勤務体制の構築、ＩＣＴの活用による業務の効率化

などに引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、時間外労働の上限規制に係る特例水準の指定についてでございますが、川崎病院

につきましては、本市の基幹病院としての役割を担っており、勤務する医師全ての時間外

労働を直ちに年間960時間以内に収めることは困難でございますので、県に特例水準の指定

の申請を行っており、今年度中の早期に指定される予定であると伺っているところでござ

います。また、井田病院及び多摩病院につきましては、令和６年度以降、勤務する医師全

ての時間外労働が年間960時間以内に収まることが見込まれておりますので、特例水準の指

定の申請は行っておりません。次に、特例水準の指定を受けることにより特定労務管理対

象機関となる川崎病院における労務管理についてでございますが、令和６年４月以降、特

定労務管理対象機関におきましては、時間外労働が年間960時間を超えることが見込まれる

医師を対象といたしまして、健康保持のための休息を取ることができるよう、退勤から翌

日の出勤までに勤務間インターバルを確保すること及び勤務間インターバル中の緊急業務

等に従事した場合、事後的に代償休息を付与することが義務づけられることとなります。

川崎病院におきましても、勤務ソフトを作成する際に、勤務間インターバルを確保すると

ともに、勤務間インターバル中に緊急業務等に従事した場合には、その従事した時間に相
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当する代償休息を確実に付与することにより、健康保持のための休息時間を確保してまい

ります。また、１か月の時間外労働が100時間を超えることが見込まれる医師に対しまして

は、健康保持のため、面接指導実施医師養成講習会を修了した医師による面接指導を実施

し、当該医師の意見に基づいて、当直や連続勤務の禁止、時間外労働の制限などの措置を

実施してまいります。なお、自己研さんにつきましては、厚生労働省からの通知に基づい

て定義づけをしており、これにのっとって医師各人が時間外勤務状況を自己申告し、所属

長等が確認することなどにより、今後も適切な労務管理に努めてまいります。 

 次に、医師の業務負担軽減策についての御質問でございますが、これまで市立病院では、

医師をはじめとする医療従事者の負担軽減等のため、タスクシフト、タスクシェアの取組

を進めてまいりました。具体的には、医師からのタスクシフトとして、医師事務作業補助

者による電子カルテへの入力や書類作成、看護師による初診時の予診や検査手順の説明な

どを進めております。また、医師からの主なタスクシフト先である看護師からのタスクシ

フトとして、看護助手による病棟での整理整頓や介助、薬剤師による病棟での服薬指導な

ど、タスクシェアとして臨床検査技師による静脈採血等、業務が特定の職種に偏ることの

ないように取組を進めております。今後とも、このような取組を通じて、チーム医療ひい

ては医療の質の向上につなげるとともに、職員配置の最適化を図ることにより効率的、効

果的な体制を確保し、医療従事者全体の負担軽減に努めてまいります。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 消防局長。 

   〔消防局長 原田俊一登壇〕 

○消防局長 原田俊一 消防局関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、令和６年能登半島地震の被災地支援についての御質問でございますが、消防局

では、緊急消防援助隊として発災翌日から航空隊を、１月９日から消防隊等を派遣したと

ころでございます。航空隊の活動につきましては、情報収集や孤立地区への隊員の投入な

どを行い、大規模災害時における航空機の有効性を確認いたしました。また、消防隊等の

活動につきましては、苛酷な環境下において土砂災害現場での安否不明者の捜索などを行

い、活動隊員の後方支援体制や平素における車両、資機材等の整備が確立されていたこと

から、事故なく活動できたもので、その重要性を再認識したところでございます。 

 次に、救急出場についての御質問でございますが、全ての救急隊が出場し、以降の救急

要請に対して直ちに出場できない状況につきましては、令和５年は11日間、合計55件でご

ざいます。 

 次に、救急体制についての御質問でございますが、救急件数につきましては、中原区や

高津区に限らず全市的に増加傾向にあるため、今後も救急車の適時適切な利用について

様々な啓発活動を推進するとともに、引き続き救急需要を注視しながら、適正な救急隊の

充足に向けて、中原署及び高津署の増隊による効果検証等を行い、救急隊の現場到着時間

の短縮効果や救急件数増加に伴う救急隊員の負担軽減等を踏まえて、関係部署と連携の上、

必要な施策の検討調整を進めてまいります。 

 次に、救急救命士の養成についての御質問でございますが、救急救命士の常時乗車体制

を確保し、増隊等にも対応するため、養成を計画的、継続的に行ってまいります。以上で

ございます。 

○副議長 岩隈千尋 教育次長。 
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   〔教育次長 池之上健一登壇〕 

○教育次長 池之上健一 教育委員会関係の御質問にお答え申し上げます。 

 初めに、予防監察・相談調整担当の設置についての御質問でございますが、服務規律の

確保に向けては、これまでも機会あるごとにその徹底を図るとともに、ハラスメント相談

が増加傾向にあること等を踏まえ、相談しやすい環境づくりに取り組んできたところでご

ざいます。こうした中、この担当につきましては、不祥事やハラスメント等に係る未然防

止策及び再発防止策の強化、公益通報制度の効果的な運用、教職員からのハラスメント等

に係る相談事案に対する迅速かつ的確な初動対応等を行うため、職員部付で設置するもの

でございます。また、教職員の人事配置や処分を所掌する教職員人事課とは別に設置する

とともに、教育職ではなく一般事務職を配置することで独立性や客観性を担保することと

し、現在、課長級１名、係長級１名を新たに配置する方向で調整を進めているところでご

ざいます。 

 次に、不登校対策についての御質問でございますが、初めに、不登校対策の充実に向け

た指針案につきましては、今年度末までの作成に向けて作業を進めており、作成後、速や

かに議会報告を行うとともに、パブリックコメント手続の実施を予定しております。次に、

別室指導のモデル実施につきましては、学校規模や地域、不登校児童生徒の状況等を総合

的に勘案しながらモデル校を選定してまいります。また、支援スタッフにつきましては、

不登校児童生徒への学習サポートや子どもに寄り添うなどの支援スキルを有し、また、教

職員と連携して本事業を進めることができる人材を求めており、配置時間は１日当たり小

学校で５時間程度、中学校で３時間程度を想定しているところでございます。次に、別室

指導の調査につきましては、各学校の別室指導を実施している教室環境や、別室までの動

線等を把握するとともに、学校とのヒアリングを通して指導を行う人員体制の課題も改め

て確認したところでございまして、今後、調査の結果を踏まえ、環境面も含めて別室指導

の充実に向けた取組を進めてまいります。次に、モデル実施の評価につきましては、別室

指導の利用者数など定量的な評価のほか、利用する児童生徒や保護者へのアンケートをは

じめ、教職員やスクールカウンセラー等へのヒアリングによる定性的な評価も行うことで

多面的に実施してまいります。 

 次に、ＧＩＧＡ端末の活用状況につきましては、自宅や別室指導の場において、在籍校

の授業のオンライン配信やデジタルドリルの活用、また、希望する児童生徒へオンライン

学習システムのアカウントを配付するなどの学習支援を行っているところでございます。

また、登校が難しく、対面でのコミュニケーションを取ることが難しい児童生徒に対しま

しては、学級担任等がウェブ会議システム等を活用することで、オンライン上でつながる

取組を行っている学校もございます。次に、他都市におけるオンラインでの学習支援につ

きましては、不登校児童生徒に向けて、ＩＣＴを活用し、教員ＯＢによる学習支援やオン

ラインによる相談などの取組が行われていると伺っており、本市におきましても有効な取

組と認識しておりますので、引き続きこうした取組を参考にしながら検討してまいります。 

 次に、八ヶ岳少年自然の家の再編整備等についての御質問でございますが、初めに、検

討の期間につきましては、これまで議会にお示しした３案について、課題等を把握すると

ともに、実現可能性のある手法の絞り込みを進めてまいりましたが、今後は、自然教室の

持続可能性、宿泊施設の安全性、保護者の費用負担や市の財政負担など、様々な面からさ
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らなる検討を進め、自然教室受入れの可能性がある自治体、施設等の現地調査や詳細な利

用条件の確認等を行うとともに、学校等との調整や準備作業には一定の時間を要すること

から、令和６年度末に中間報告を行い、令和７年度末頃に検討結果を取りまとめることと

したところでございます。次に、中間報告につきましては、引き続き、自然教室の継続実

施を前提に、検討の進捗状況に合わせて、各案の費用比較を含めたメリット、デメリット

等についてお示ししてまいります。次に、今年度の事業費につきましては、現地での再編

整備に向けた施設整備条件等の整理や、民間活力導入の可能性について検討を行うものと

して、令和４年度から令和５年度までの２年間の委託料を予算計上しておりましたが、本

業務での調査の過程で敷地の一部が土砂災害警戒区域等の指定を受けていることを確認し

たため、再編整備基本計画案の作成等を取りやめ、別敷地での移転整備の検討を追加する

など、業務内容の変更を行ったところでございます。次に、令和６年度予算につきまして

は、引き続き、各案について、さらに検討を進めるための調査委託料や現地調査を行うた

めの旅費等を計上しているところでございます。次に、富士見町内での移転整備につきま

しては、自然教室を40年以上にわたり同町で実施してきたノウハウ等を継承するため、提

案を受けた６か所の候補地について、敷地の規模等の調査を行い、一部の土地で移転の可

能性を確認したところでございまして、今後、費用等を含めた詳細な整備内容の検討を進

めてまいります。次に、富士見町との協議につきましては、これまでも適宜情報共有等を

図ってまいりましたが、次年度以降の検討内容の具体化に合わせて、必要に応じて対応し

てまいりたいと考えております。 

 次に、川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業についての御質問でございますが、初

めに、本事業は、落札者決定基準等に基づき、提案内容の評価点と入札価格の評価点を合

計した総合評価点により最優秀提案者を選定する総合評価一般競争入札により実施してお

り、入札価格は事業者が提案内容に応じて積算するものであり、提案内容は様々な要素で

構成されるため、価格差については一概に言えるものではございませんが、おおむね妥当

であると考えております。次に、作業報酬下限額につきましては、契約条例第12条の規定

により、ＰＦＩ事業の選定事業者は、市に準じた措置を講ずるよう努めなければならない

とされ、市は、選定事業者に対し指導または助言を行うものとされており、モニタリング

等を通じて適切に対応してまいります。次に、事業費につきましては、市が実施する空調

整備の契約実績や他都市における学校空調ＰＦＩ事業の実績を基に、物価変動を考慮して

積算しており、落札額と比較いたしますと約13％の縮減となっており、おおむね妥当であ

ると考えております。次に、地域経済の活性化につきましては、Ｂグループから、市内企

業への発注金額を増やしていく具体的な取組等として、市内企業のみを対象にした選定チ

ームを組成し、選定リストを作成するほか、説明会の開催や、川崎市空調衛生工業会、川

崎市電設工業会に所属する企業をはじめとする市内企業との連携、対話を通じた本事業に

関わる市内企業の関与の最大化などの提案を受けております。事業実施に当たりましては、

提案内容が確実に履行されるよう、モニタリングを通じて発注状況等について定期的に報

告を求め、状況を把握するなど適切に対応してまいります。 

 次に、導入予定の機器につきましては、省エネルギー性能が高いパナソニック社製の最

高効率機種の提案を受けております。次に、学校現場における操作性につきましては、集

中管理システムによる一括管理や、消し忘れ予防のためのタイマー機能等の提案を受けて
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おります。次に、事業者との協議及びモニタリングにつきましては、要求水準書や提案内

容を着実に履行させるため、各業務の開始までに業務計画書を提出させた上で、本市が承

認することとしており、市においても設計・施工業務、維持管理業務それぞれについてモ

ニタリング計画書を作成してまいります。業務開始後は、モニタリング計画書に基づき、

書類検査、実地検査及び随時に行うモニタリングにより業務水準の達成を確実に確認して

まいります。また、財務モニタリングにつきましては、事業計画書、年度収支計画書、年

度収支報告書等を確認してまいります。これらのモニタリング等による事業の進捗管理を

行うとともに、業務水準が未達の場合等には是正の指示を行うなど、透明性の確保を含め

た適切な対応に努めてまいります。次に、緊急時における体制につきましては、新設また

は更新する機器に接続された遠隔監視アダプターにより、24時間365日体制で不具合の検出

を行うとともに、不具合の内容に応じて維持管理業務を担う構成員等が緊急出動等の対応

を行うとともに、必要に応じてメーカー系保守会社等が対応を行うものでございます。ま

た、学校等からの連絡につきましては、維持管理業務を担う代表企業が窓口となり、必要

な対応を行ってまいります。 

 次に、工事スケジュールにつきましては、対象校における他の整備スケジュールを事前

に確認した上で作成し、庁内関係部署に周知しており、令和６年度には令和７年度整備対

象校の設計業務に着手することとなりますので、確実な事業実施に努めてまいります。次

に、施工予定年度以前に既存の空調機器が故障した場合の対応につきましては、本事業の

対象外となるため、本市において個別に修繕等を行ってまいります。次に、物価変動等の

リスク分担につきましては、実施方針において整理しており、また、事業契約書において、

設計、施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価のそれぞれについて、あらかじめ

設定した物価指数から1.5％を超える物価変動がある場合、改定の申入れを行うことができ

ることを定めております。 

 次に、ＳＰＣの破綻等、予期せぬ事態が発生した場合の対応につきましては、代表企業

及び各構成員の入札前協定書締結によるＳＰＣにリスクを残さない体制の構築をはじめ、

十分な予備費の設定や、万が一の場合に備えたバックアップサービス表明書の取得など、

リスクに備えた提案を受けております。また、契約規則に基づく契約保証金の納付または

本市を被保険者とする履行保証保険の加入を求めることにより、不測の事態への対応とし

ております。その上で、万が一、ＳＰＣの破綻等が生じた場合につきましては、契約解除

等の措置が想定されるところでございますが、そのような事態にならないよう、的確にモ

ニタリング等を行ってまいります。次に、事業継続の安全性につきましては、収支計画に

おける十分な現預金残高の設定や、設計・施工業務及び維持管理業務それぞれのリスクに

十分対応可能な予備費の設定を行うとともに、劣後融資枠の確保により不測の事態等によ

る資金需要に備える提案を受けております。次に、予備費につきましては、不測の事態等

への対応を目的とするものでございまして、同趣旨の提案を受けております。また、選定

部会のヒアリングにおいて、事業終了後の設備利用に当たって必要な対策が不足するよう

であれば、万全を期すために予備費を充当していくことを確認しております。次に、民間

資金の活用につきましては、本事業の設計・施工業務においては、各年度の引渡しを受け

てから、当該事業年度の半期ごとに一括して支払うこととしており、提案内容においても

長期の民間資金借入れの計画はなく、金利差による影響は受けないものと考えております。
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以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 木庭議員。 

   〔木庭理香子登壇〕 

○48番 木庭理香子 御答弁ありがとうございました。それでは、再質問いたします。 

 ふるさと納税についてです。市長は先ほどの答弁にて、所管局に対し、制度の限界を見

極めながら、稼げる返礼品の開発に向けて全力で取り組むよう指示しているとしました。

我が会派は、返礼品の開発に当たり、令和２年予算審査特別委員会にて岡山県瀬戸内市で

の事例を取り上げました。本市への来訪を予定する方のみならず、今まさに来訪されてい

る方に対して、ホテル滞在時やお土産を購入する店頭で寄附をいただき、即時発行でその

場で使うことを想定した電子商品券は、商業圏を形成する近隣他都市の在住者からの寄附

等も十分に期待できると検討を促してまいりました。財政局長は、本市への来訪者を増や

し、市域内での消費を喚起することにつながると考えており、他都市における事例等を参

考にしながら調査研究すると答弁しています。その後の検討状況を含め、見解と対応を伺

います。 

 北部市場の機能更新についてです。先ほどは検証のタイミングにおいて、必要に応じて

本市が市場の維持管理、運営等に影響するような食品流通構造などの環境変化への対応方

法等を検討するとともに、公共的な役割を有する本事業を適切に執行してまいりますとの

答弁でした。これは卸売市場機能の見直しを含めてと解釈してよろしいのか伺います。以

上です。 

○副議長 岩隈千尋 財政局長。 

○財政局長 白鳥滋之 ふるさと納税についての御質問でございますが、返礼品として電

子商品券を提供することにつきましては、本市への来訪者を増やし、市域内での消費を喚

起することにつながるものと考えております。こうした中、寄附受入額の拡大に向け、令

和６年４月以降、順次ポータルサイトの拡充を行うこととしておりまして、その中で、本

市へ訪れた方がその場で寄附をすることで、即時に電子商品券を取得し、宿泊費等の支払

いに替えることが可能となる現地決済型ふるさと納税の導入を予定しているところでござ

います。以上でございます。 

○副議長 岩隈千尋 経済労働局長。 

○経済労働局長 久万竜司 北部市場の機能更新についての御質問でございますが、市場

の維持管理、運営等につきましては、基本計画案に掲げる市場の役割、機能、事業期間収

支等の実現に向けて、まずは同計画案に基づく安定的な市場運営が図られるよう、現在、

場内事業者、開発業者等との調整に注力しているところでございます。長期的な視点とい

たしましては、今後もより一層の食品流通構造などの環境変化が見込まれることから、こ

うした動きを捉え、幅広い視点により対応してまいりたいと考えております。以上でござ

います。 

○副議長 岩隈千尋 木庭議員。 

○48番 木庭理香子 御答弁ありがとうございました。それでは、意見要望を申し上げま

す。 

 北部市場の機能更新についてです。この間、北部市場の実情を適宜把握しながら、現計

画についての課題を指摘してきました。物流の急激な変化及び生鮮品の市場外流通の増加
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が大きく見込まれる現状において、62年間の超長期計画を策定するわけです。６月には要

求水準など精査の上、仕様書の確定をして、令和６年度末までには事業者の決定を行うと

のスケジュールと仄聞します。事業者の決定までに場内事業者の業務継続意欲の動向と、

後年度負担を少しでも軽減するためのダウンサイジングなどの検討を強く求めておきま

す。 

 あとは委員会に譲り、質問を終わります。ありがとうございました。 

          －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○副議長 岩隈千尋 お諮りいたします。本日はこの程度にとどめ延会することとし、次

回の本会議は明日28日の午前10時より再開し、本日に引き続き代表質問等を行いたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 岩隈千尋 御異議ないものと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

          －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○副議長 岩隈千尋 本日はこれをもちまして延会いたします。 

                午後５時33分延会 

 

 

 

 


